
平成24年9月7日

大都市 地方都市 農山漁村 集落

地域産
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ノベー
ション
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ミュニ
ティ

観光、
交流

まちづ
くり,地
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農林水
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地域医
療、福
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教育

環境 その他

地域のワンス
トップ拠点推進
経費

28
都道府県、
市町村、
NPO等

内閣官房に登録された地域興しのスペシャリスト(地域活性化伝道師)を派遣し、地域の活
性化に向けた個別具体的な取組に対して指導・助言を行うなど、地域からの相談に対する
総合コンサルティング業務を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣官房 地域活性化統合事務局

TEL：03-5510-2158
FAX：03-3591-1972
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/t
iiki/jinzai.html

地域活性化シス
テム論

1 －
地域固有の知の拠点である大学における地域の担い手(学生・行政・NPO等)を対象とした
講義等を通じ、地域課題への共通の問題意識を醸成するとともに、地域活性化に資する担
い手の裾野を拡大。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣官房 地域活性化統合事務局
TEL：03-5510-2475
FAX：03-3591-1974

地域再生法に基
づく補助金等交
付財産の有効活
用

－
補助金等交
付財産を所
有する者

補助金等交付財産を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢の変化等に伴
い、需要の著しく減少している補助金等交付財産の転用手続を簡素化・迅速化。地域再生
法第21条に基づき、「地域再生計画」の認定を受けることにより、補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省庁の長の承認を受けたものとして取り扱
い、転用を認める。その際、補助金相当額の国庫納付を原則として求めない。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣官房 地域活性化統合事務局
TEL：03-5510-2472
FAX：03-3591-1972

総合特別区域法
に基づく補助金
等交付財産の有
効活用

－
補助金等交
付財産を所
有する者

我が国における経済の発展に寄与する産業の国際力の強化又は地域の活性化に資する事業
の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産の転用手続を簡素化・迅速化。補助金等
交付財産を補助金等の交付の目的以外の目的に使用することなどにより行う事業を位置付
けた「国際戦略総合特別区域計画」又は「地域活性化総合特別区域計画」の認定を受ける
ことにより、総合特別区域法第29条又は同法第57条に基づき、補助金等に係る予算の執行
の適正化に関する法律第22条に規定する各省庁の長の承認を受けたものとして取り扱い、
転用を認める。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣官房 地域活性化統合事務局
TEL：03-5510-2472
FAX：03-3591-1972

都市再生特別措
置法に基づく都
市再生緊急整備
地域及び特定都
市再生緊急整備
地域の指定制度

－
国から指定
を受けた地

域

都市再生特別措置法に基づき、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を
推進すべき地域を「都市再生緊急整備地域」として指定。また、都市再生緊急整備地域の
うち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推
進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を「特定都市再生緊急整
備地域」として指定。
都市再生緊急整備地域では、都市再生特別地区による既存の都市計画（容積率、用途規制
等）を適用除外とする都市計画の特例や、国土交通大臣の認定を受けた優良な民間都市開
発プロジェクトに対して税制特例や金融支援を受けることができる等の支援措置を受ける
ことができる。
特定都市再生緊急整備地域では、都市再生緊急整備地域での支援措置に加えて、都市再生
緊急整備協議会が作成する整備計画に位置付けられたプロジェクトについて、民間都市開
発プロジェクトの許認可等の手続のワンストップ化や下水の未利用エネルギーを民間利用
するための規制緩和等の特例を受けることができる。また、特定都市再生緊急整備地域内
の都市再生特別地区において一定の要件を満たす場合に、道路の上空等を利用した建築物
の建築を可能とする規制緩和等の支援を受けることができる。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 内閣官房 地域活性化統合事務局
TEL：03-5510-2171
FAX：03-3591-1972

都市再生特別措
置法に基づく都
市再生安全確保
計画制度

－
地方公共団

体等

大規模災害が発生した場合の主要駅周辺等の地域における滞在者等の安全確保を図るた
め、都市再生緊急整備地域において、官民から構成される都市再生緊急整備協会が、退避
経路、退避施設、備蓄倉庫等の整備・管理や退避経路への誘導、災害情報・運転再開見込
等の交通情報の提供、備蓄倉庫の提供、避難訓練等について定めた都市再生安全確保計画
を作成することができ、都市再生安全確保計画に記載された事業等については、予算、規
制緩和等の支援を受けることができる。

継続 ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 内閣官房 地域活性化統合事務局
TEL：03-5510-2171
FAX：03-3591-1972

都市安全確保計
画策定事業費補
助金

200
地方公共団

体等
都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画の作成に必要な地方公共団体等が実施
する基礎データの収集・分析等に要する経費に対して、補助を行う。

継続 ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2171
FAX：03-3591-1972

地域自主戦略交
付金

709,211
（うち重点要求

額101,316）

都道府県、
政令指定都

市

地方公共団体が、対象事業から自主的に選択した事業に対し、国が交付する交付金。省庁
の枠にとらわれずに使えることや、箇所付け等の国の事前関与を廃止すること等により、
地域の実情に即した事業の的確かつ効率的な実施を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域主権戦略室

TEL：03-5575-2096
FAX：03-5575-0564
【参考URL】
http://www.cao.go.jp/chiiki-
shuken/jishukofukin/jishukofukin.html
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総合特別区域法
に基づく総合特
別区域制度

－

地方公共団
体、民間企
業、NPO等に
よる官民共
同の協議会

 総合特別区域制度は、政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や知恵を地
域の自立や活性化に向けて 大限活用し、政策課題解決の実現可能性の高い地域における
取組に対して、国と地方の政策資源を集中させることにより、国際戦略総合特別区域につ
いては産業の国際競争力の強化、地域活性化総合特別区域については地域の活性化を推進
し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2462
FAX：03-3591-1973

総合特区推進調
整費

15,100
都道府県、
市町村、事

業者等

地域の戦略・提案に基づく総合特区に関する計画の実現を支援するため、各府省の予算制
度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各府省の予算制度での対応が可能となる
までの間、機動的に補完。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2474
FAX：03-3591-1974

総合特区支援利
子補給金

316
指定金融機

関

総合特区に関する計画に基づく民間事業を支援するため、当該事業を実施する上で必要な
資金を金融機関から借り入れる場合に、国が指定金融機関に対して利子補給金を支給(利
子補給率は、0.7％以内、支給期間は5年間)。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2473
FAX：03-3591-1974

国際戦略総合特
区に係る税制上
の特例

－ 事業者

地域の戦略・提案に基づく総合特区に関する計画の実現を支援するため、国際戦略総合特
区において、法人税の軽減措置を創設（以下の措置の選択適用）。

○投資税額控除または特別償却
総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事
業の用に供した場合、特別償却又は税額控除ができる制度を創設。
○所得控除
専ら、総合特区で適用される規制等の特例措置の適用を受ける事業等を行う法人につい
て、当該事業による所得の20％を課税所得から控除できる制度を創設。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2464
FAX：03-3591-1973

地域活性化総合
特区に係る税制
上の特例

－ 個人

地域の戦略・提案に基づく総合特区に関する計画の実現を支援するため、地域活性化総合
特区において、地域の志のある資金を結集するための措置を創設。

○出資に係る所得控除
社会的課題解決に資する事業（ソーシャルビジネス等）を行う中小企業に対して個人が出
資した場合に、当該個人の投資した年分の総所得金額から（出資額－2,000円）を控除で
きる制度を創設。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2464
FAX：03-3591-1973

環境未来都市先
導的モデル事業

1,820
都道府県、
市町村、民
間事業者等

環境未来都市において行われる取組のうち、先端的な技術を複合的に用いる等の先導的な
取組に対してモデル事業として支援（1/2）を行うとともに、環境未来都市自らの取組内
容等に関する情報を国内外に発信する等の普及啓発（2/3）に係る事業への支援を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2175
FAX：03-3591-8801

環境未来都市先
導的モデル事業

2,400
都道府県、
市町村、民
間事業者等

被災地域の環境未来都市において行われる取組のうち、先端的な技術を複合的に用いる等
の先導的な取組に対してモデル事業として支援（10/10）を行う。

新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室
TEL：03-5510-2175
FAX：03-3591-8801

「環境未来都
市」構想の推進

51 －
未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくりで世界トップクラスの成功事例を創出
し国内外に普及展開するために必要となる計画の策定や普及啓発活動等を行う。 継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2175
FAX：03-3591-8801

地域再生基盤強
化交付金

64,090
（うち東日本大
震災復興特別会

計5,500）

都道府県
市町村

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用
機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地方公共団体
が作成した地域再生計画(内閣府の認定が必要)に基づき、道、汚水処理施設、港の3つの
分野において、地域の生活に密着した事業を分野横断的に整備する内容の計画に対して、
国が交付金を交付。
東日本大震災復興特別会計については、近いうちに発生が懸念される地震・津波（東海地
震、東南海・南海地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震）への対応が
必要な地域を対象とし、防災・減災への効果等を限定した計画に対して、交付金を交付。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － － － 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2458
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaise
i/kanren.html

地域再生支援利
子補給金

238 指定金融機
関

地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するた
めに実施する事業を行う者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を金融機関から借り
入れる場合に、国が指定した指定金融機関に対して利子補給金を支給(利子補給率は0.7％
以内、支給期間は5年間)。
また、具体の実施事業を記載する特定地域再生事業に基づく場合は、金融機関が地域再生
協議会の構成員であることについては指定要件としない。

変更

具体の実施事業を記載する特定地域再生事
業に基づく場合は、指定金融機関の指定要
件について、金融機関が地域再生協議会の
構成員であることを必要としない要件緩和
を行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2473
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaise
i/kankei.html
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構造改革特別区
域法に基づく構
造改革特別区域
制度

－

都道府県、
市町村、
事業者
個人等

①構造改革特別区域法第3条第3項に基づき、新たな規制の特例措置の提案を民間事業者や
地方公共団体、個人など、広く国民から募集し、関係省庁と調整を行った上で、規制の特
例措置の実現を目指す。また、②同法第4条第1項に基づき、地方公共団体が作成した「構
造改革特別区域計画」に対し、国が認定を行うことにより、当該地域の特性に応じた規制
の特例措置を活用することができ、地域の活性化が図られる。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2467
FAX：03-3591-1973
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/k
ouzou2/index.html

地域再生法に基
づく補助対象財
産の転用承認手
続きの特例

－

都道府県、
市町村、
事業者
個人等

補助対象財産を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢の変化等に伴い、
需要の著しく減少している補助対象財産の転用を弾力的に認めるとともに、手続きを合理
簡素化する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2475
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/t
iiki/

中心市街地活性
化法に基づく
「中心市街地活
性化基本計画」
の認定制度

－ 市町村

中心市街地活性化法第9条第1項に基づき、地域経済の中核を担う中心市街地において、都
市機能の増進及び経済活力の増進を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が作成した
「中心市街地活性化基本計画」に対し、国が認定を実施。認定を受けた場合、地域の主体
的な取組に対して、各種支援事業を集中的に実施。

継続 － ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － ○ ○ － － 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2209
FAX：03-3591-8801
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/c
hukatu/index.html

特定地域再生事
業費補助金

2,000
都道府県、
市町村等

「日本再生のための戦略に向けて」（平成23年８月５日閣議決定）に示された成長型長寿
社会・地域再生の実現に向けた課題等、我が国の経済社会にとって共通の特定の政策課題
の解決に資する地域再生計画の策定・事業の実施を支援。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2475
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/t
iiki/

特定地域再生事
業を行う株式会
社に対する課税
の特例

－ 個人
社会福祉の増進等に関する事業（高齢者向け生活支援サービス等）に取り組む民間事業者
（地方公共団体の確認を受けた株式会社に限る。）に対する個人からの出資について、出
資額を個人の株式譲渡益から控除する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2474
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/t
iiki/

特定地域再生事
業に係る地方債
の特例

－
都道府県、

市町村

少子高齢化・人口減少や、環境制約に対応した特定政策課題の解決を図るため、公共施設
や公用施設の統廃合等を行う場合に、不要になった施設の除却に要する経費について、地
方債の対象とする。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府 地域活性化推進室

TEL：03-5510-2474
FAX：03-3591-1974
【参考URL】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/t
iiki/

地域における男
女共同参画促進
総合支援事業

28

都道府県、
市町村
NPO、

事業者等

地域における様々な課題解決において、男女共同参画の視点を取り入れ、多様な主体の連
携・協働による実践的な活動が行われるよう、地域の主体的な取組を促進するため、連携
支援やアドバイザー派遣等による総合的な支援を実施。

変更
事業見直しにより人材育成プログラムの事
業廃止を行った。

○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 内閣府
男女共同参画局
総務課

TEL：03-3581-2549
FAX：03-3581-9566
【参考URL】
http://www.gender.go.jp/

地域防災力向上
支援事業補助金

181
都道府県、

市町村

災害により、道路の寸断や通信の途絶による孤立集落が発生した際、救命救助活動の大き
な障害となることから、既存の地上系の通信システムを補完するために、衛星系の通信シ
ステムとして、衛星携帯電話等の整備に対して支援を行う。

継続 － － － ○ ○ － － － － － ○ － － － － 内閣府
政策統括官(防災担当)付
参事官(事業推進担当)付

TEL：03-3501-5696
FAX：03-3593-2846
【参考URL】
http://www.bousai.go.jp/jishin/bousai_kou
jyou/index.html

津波対策推進事
業費補助金

2,715
（うち復興特別

会計2,715）

都道府県、
市町村

東日本大震災における津波による甚大な被災経験や津波対策の推進に関する法律の制定、
南海トラフの巨大地震による津波高や被害の想定を踏まえ、特に緊急的に津波対策が必要
な都道府県及び市町村における津波対策推進の取組みを補助金により支援する。
具体的には、津波対策の基本となる各地域単位の被害想定等（文献調査、地形データ作成
等の基礎調査、地震・津波想定モデル作成、震度分布図作成、津波浸水予測図作成、被害
想定計算等）の実施（都道府県対象）、円滑な避難に資するハザードマップの整備、津波
避難に資する施設、機器の整備（市町村対象）に対して、補助金をもって支援する。

変更
市町村を対象として、「津波避難に資する
施設、機器の整備」を補助メニューとして
追加した。

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － － － 内閣府
政策統括官(防災担当)付
参事官(調査・企画担当)
付

TEL：03-3501-5693
FAX：03-3501-5199

沖縄振興一括交
付金

161,311
沖縄県・

県内市町村

沖縄の実情に即してより的確かつ効果的に施策を展開するため、沖縄振興に資する事業を
県が自主的な選択に基づいて実施できる一括交付金。 継続 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内閣府

政策統括官(沖縄政策担
当)
付参事官（総括担当）室
沖縄振興局総務課

TEL:03-3501-6724/ 03-3501-9751
FAX:03-3581-9707/03-3581-0952
【参考URL】
http://www8.cao.go.jp/okinawa/

医師歯科医師等
の派遣

12 沖縄県
沖縄県内で高度専門的な技術等の援助を行うため、本土の大学病院等に勤務する医師、歯
科医師等を医療施設等に派遣する事業を実施。

継続 － － ○ ○ － － － － － － － ○ － － － 内閣府
沖縄振興局
総務課

TEL：03-3581-9751
FAX：03-3581-0952
【参考URL】
http://www8.cao.go.jp/okinawa/
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沖縄科学技術大
学院大学経費

13,626
(うち重点要求

額4,484)
大学

平成24年9月に開学した沖縄科学技術大学院大学において、国際的に卓越した科学技術に
関する教育研究を推進するとともに、第三研究棟等の教育研究環境の整備を実施。

継続 － － ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 内閣府
沖縄振興局
総務課

TEL：03-3581-9751
FAX：03-3581-0952
【参考URL】
http://www8.cao.go.jp/okinawa/

沖縄振興開発金
融公庫の融資制
度

1,018
沖縄振興開
発金融公庫

沖縄県において、本土の政策金融機関の業務に加え、沖縄の地域的な政策課題に応える独
自制度を一元的に取り扱う機関として、各種の融資を実施。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 内閣府
沖縄振興局
総務課

TEL：03-3581-9751
FAX：03-3581-0952
【参考URL】
http://www8.cao.go.jp/okinawa/

沖縄振興開発金
融公庫の新事業
創出促進出生制
度

900
（重点要求枠）

沖縄振興開
発金融公庫

沖縄県において、産業振興と雇用の創出を図るため、沖縄振興開発金融公庫が特例業務と
して新事業創出促進のための出資を実施。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 内閣府
沖縄振興局
総務課

TEL：03-3581-9751
FAX：03-3581-0952
【参考URL】
http://www8.cao.go.jp/okinawa/

民間の資金、ノ
ウハウを活用す
るPFIの推進

32 －
PFIの推進のため、「新成長戦略」および「日本再生戦略」に盛り込まれた、地方公共団
体への支援体制の充実を図るとともに、民間資金等活用事業推進委員会の審議を推進す
る。

継続
平成２４年７月３１日付で閣議決定された
「日本再生戦略」を付け加えた。

○ ○ － － － － － ○ － － － － － ○ 内閣府

政策統括官(経済社会シス
テム担当)
民間資金等活用事業推進
室

TEL：03-3581-9680
FAX：03-3581-9682
【参考URL】http://www8.cao.go.jp/pfi/

民間資金等活用
事業の案件形成
等の促進

799 －
ＰＦＩ事業の立ち上げを支援するため、所管省庁の枠を超えて、地方公共団体や民間事業
者等の構想や提案を基に事業の具体化を図るための支援を行い、公共施設等運営権の活用
や独立採算型事業等新たなモデルによるＰＦＩ事業の増加等に向けた取組を進める。

新規 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － ○ 内閣府

政策統括官(経済社会シス
テム担当)
民間資金等活用事業推進
室

TEL：03-3581-9680
FAX：03-3581-9682
【参考URL】http://www8.cao.go.jp/pfi/

地域資本市場育
成のための投資
家教育プロジェ
クトとの連携事
業

－ －

 「地域再生推進のためのプログラム」(平成16年２月27日地域再生本部決定)では、国が
講ずるべき支援措置の1つとして「投資家教育プロジェクトとの連携」が盛り込まれてい
るところ。この事業は、本支援措置を内容とする地域再生計画の認定を受けた自治体に対
し、金融庁職員を講師として派遣するなどの支援を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 金融庁
総務企画局
政策課

TEL：03-3506-6000
(内線2793)
FAX：03-3506-6267

地域密着型金融
の推進

1
－

地域密着型金融が深化・定着するための動機付けとして、全国各地で地域金融機関が自ら
の地域密着型金融の取組を説明し、地域関係者が議論、評価する会議(シンポジウム)の開
催、先進的な取組や広く実践することが望ましい取組についての事例紹介や顕彰などの施
策を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 金融庁
監督局
銀行第二課
総務課協同組織金融室

【銀行第二課】
TEL：03-3506-6000
(内線3764、3714)
FAX：03-3506-6174
【総務課協同組織金融室】
TEL：03-3506-6000
(内線3383)
FAX：03-3506-7789

ブロック別防犯
ボランティア
フォーラムの開
催

6 防犯ボラン
ティア

地域の防犯ボランティア団体による活動のレベルアップを図るため、効果的な活動を行っ
ている団体の活動内容の発表、他の団体との意見交換等を地域ごとに行う「防犯ボラン
ティアフォーラム」を開催。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － 警察庁
生活安全局
生活安全企画課

TEL：03-3581-0141
(内線3024)
FAX：03-3581-0096

新たな安全・安
心まちづくりに
関する調査研究

10 －
治安情勢や経済社会情勢の変化を踏まえた新たな安全・安心まちづくりの在り方について
調査研究を実施。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － － － 警察庁
生活安全局
生活安全企画課

TEL：03-3581-0141
(内線3024)
FAX：03-3581-0096

公共車両優先シ
ステム(PTPS)に
よるバス等の利
便性の向上

15,321の内数 都道府県
バス等の大量公共輸送機関を対象として、優先信号制御を行い、優先通行を確保すること
により、利便性の向上を図るとともに、マイカーから公共交通機関への利用転換の促進を
図るシステムを整備。

継続 － ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 警察庁
交通局
交通規制課

TEL：03-3581-0141
(内線5177)
FAX：03-3504-0128

交通安全施設等
整備事業

16,531
（うち東日本大
震災復興特別会

計1,210）
の内数

都道府県
地域における交通の安全と円滑を確保し、また、交通公害を防止することを目的として、
信号機、道路標識、道路標示及び交通管制センターを設置。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 警察庁
交通局
交通規制課

TEL：03-3581-0141
(内線5177)
FAX：03-3504-0128
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地域経営型ネッ
トワークモデル
実証事業

150
都道府県、

市町村

通信と電力のネットワークを活用して、行政の対住民サービスと住民・自治会・NPO等の
活動に資するコミュニティ・プラットフォームを提供し、再生可能エネルギーの効率的な
域内供給と行政サービスの高度化を図る地域経営モデルを確立

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － 総務省
地域力創造グループ
地域政策課

TEL：03-5253-5523
FAX：03-5253-5587

「シニア地域づ
くり人」に関す
る調査研究事業

70
都道府県、

市町村

専門的なスキルや特技等を持つシニア世代が、それらの人材を求める地域で魅力ある地域
づくりを行うことで、多様な主体が新しい成長の豊かさを共に創る『地域化』を推進す
る。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － － － － － 総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流
室

TEL：03-5253-5394
FAX：03-5253-5537

「域学連携」地
域活力創出モデ
ル実証事業

250
都道府県、

市町村
地域の発展のため、大学の様々資源を活用し、地域が主体となって大学と連携し、自立的
な地域づくり活動や地域人材の育成を推進する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流
室

TEL：03-5253-5394
FAX：03-5253-5537

過疎集落等維
持・活性化モデ
ル事業

500 市町村等
過疎集落等において、住民団体等が、医療や生活交通などの日常生活機能確保などの課題に総
合的に取り組む事業モデルを構築・実証。

新規 － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 総務省
地域力創造グループ
過疎対策室

TEL：03-5253-5536
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_content/00
0175440.pdf

公民連携による
地域経済循環創
出事業

70
都道府県、

市町村

ＰＦＩ／ＰＰＰの活用による新しい地域活性化モデルの開発実証。
民間資金とノウハウの活用により、財政負担の低減とサービス向上を同時に実現するＰＦ
Ｉのスキームに、新たな地域活性化モデルを導入し、将来のキャッシュフローを見通し
て、ＳＰＣや自治体、地域金融機関等が連携してファイナンスを行い、施設整備、雇用創
出、地域活性化を実現する複数のビジネスモデルを開発し、実証する。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務省
地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5533
FAX：03-5253-5537

コミュニティに
おける資金循環
等の実証事業

51
都道府県、

市町村

住民出資などの比較的小規模なコミュニティ・ビジネスを活用して、地域の生活支援機能
等を自立的に確保する方法を実証研究する。 新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務省

地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5533
FAX：03-5253-5537

地域経営型包括
的支援クラウド
モデル実証事業

1,000
都道府県、

市町村

　地域の中で、介護・予防・生活支援等のサービスの効率的な提供を可能とするため、地
方公共団体と住民や関連事業者等との間で紙文書によりやりとりされている現状の手続き
を見直し、地方公共団体における業務効率化や住民サービスの向上を図る。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ ○ － － － 総務省
地域力創造グループ
地域情報政策室

TEL：03-5253-5525
FAX：03-5253-5529

ＩＣＴを活用し
た新たな街づく
り実現のための
実証

2,803 事業者等
地域が抱える課題の解決、経済の活性化・雇用創出等を図るため、センサー、ワイヤレ
ス、クラウド等のＩＣＴを活用した新たな街づくりについて検証するための実証プロジェ
クトを実施する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
情報通信国際戦略局
情報通信政策課

TEL：03-5253-5482
FAX: 03-5253-5721
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki
/kenkyu/ict-machi/index.html

Jアラートの自
動起動機等の整
備による災害情
報伝達手段の多
重化・多様化

2,334 市区町村
災害情報を迅速かつ確実に住民へ伝えるため、全国瞬時警報システム（Jアラート）の自
動起動機等の整備による災害情報伝達手段の多重化・多様化を推進

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － ○ － － － － 総務省

消防庁
国民保護・防災部
防災課
国民保護室

TEL：03-5253-7550
FAX：03-5253-7543

市町村の災害対
応への支援

12
都道府県、

市町村

市町村の災害対応力の向上を図るため、災害に関する知識や経験が豊富な都道府県及び市
町村職員や、地震や津波など気象の専門家、土砂災害の専門家、津波避難の専門家などを
講師として派遣する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535

消防団を核とし
た地域総合防災
力強化事業

2120
都道府県、

市町村

今後、発生が懸念される南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の大規模災害に備えるた
め、消防団に係る安全確保資機材、救助・救急活動資機材及び広域応援活動資機材等の整
備を図る。当該資機材などを活用した訓練等を行うこととし、その内容を装備の基準等の
見直しに反映させる。
併せて、消防団による防災教育（少年消防クラブの育成支援）や自主防災組織との連携
（平常時及び災害時の役割分担等）、消防団員の活動環境の整備のための事業所や商工会
等との連携並びに女性・学生の入団促進のための各種取組等についても推進する。
これら事業の成果を報告書として取りまとめることにより、全国において、多様で若者に
とっても魅力ある消防団づくりを目指し、地域の総合的な防災力の強化を図る。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○ － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535
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地域づくり総務
大臣表彰

8 －
地域の個性豊かな発想をいかし、住民をはじめとした様々な主体が取り組む魅力あふれる
地域づくりを積極的に推進するため、地域づくりに顕著な功績のあった市町村、地域づく
り団体及び個人を表彰。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務省
地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5534
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/indexb2.html#bs
2

過疎地域におけ
る税制の特例

－

製造業者、
旅館業者、
コールセン

ター

過疎地域自立促進特別措置法の規定により過疎地域として指定された区域において、製造
の事業等の用に供するために取得した機械及び建物等に係る特別償却制度を措置。

継続 － － － ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － 総務省
地域力創造グループ
過疎対策室

TEL：03-5253-5536
FAX：03-5253-5537

「緑の分権改
革」の推進

900
都道府県、

市町村
平成２１～２４年度までの実証調査等の結果を活かし、各地での事業化を促進する必要が
あり、事業化のための資金・人材等の観点からの支援を実施する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － 総務省
地域力創造グループ
地域政策課

TEL：03-5253-5523
FAX：03-5253-5587
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku.html

コミュニティ・
ベンチャーファ
ンド形成支援事
業

－
都道府県、

市町村

コミュニティ・サービス事業者やいわゆるベンチャー企業等に投融資又は債務保証をする
ための資金として、地方公共団体が公益法人等に対して出資又は貸付を行い、ファンドを
形成する事業を支援(特別交付税措置)。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － 総務省
地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5533
FAX：03-5253-5537

地域文化デジタ
ル化事業

－ 市町村
市町村が、「地域文化デジタル化事業」に基づき、インターネットでの情報発信等の実施
に際して文化財等をデジタルデータ化する事業を支援(特別交付税措置)。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
地域力創造グループ
地域情報政策室

TEL：03-5253-5525
FAX：03-5253-5529
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/pdf/06
1031_1.pdf

地域情報通信基
盤整備事業

－
都道府県、

市町村
地域住民への研修や地域の情報発信等の拠点となる情報センター、地域情報化推進コー
ナー等の整備等に対して、地域活性化事業債の対象とする。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
地域力創造グループ
地域情報政策室

TEL：03-5253-5525
FAX：03-5253-5529

定住自立圏構想
の推進等

240 市町村

「定住自立圏構想」を推進するため、定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及びその
周辺市町村の取組に対する包括的な財政措置、外部人材の活用に対する財政措置などを講
じるとともに、定住自立圏や多自然地域を後背地とする居住拠点都市を中心とする生活経
済圏域について、圏域全体の活性化を目指した分野横断的な取組を重点的に支援する。

変更
多自然拠点都市圏（仮称）等における分野
横断的な取組を重点的に支援

－ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － ○ － － ○ 総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課

TEL：03-5253-5391
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenk
yu/teizyu/index.html

外部専門家招へ
い事業

－ 市町村
市町村が、地域力の創造のために外部専門家（「地域人材ネット」登録者）を招へいし
て、地域独自の魅力や価値を向上させる取組に要する経費を特別交付税の算定対象とす
る。

継続 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ 総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課

TEL：03-5253-5392
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai/i
ndex.html

地域力創造のた
めの起業者定住
促進モデル事業

53 市町村

外部専門家の活用により地域の活性化を図ることを通じ、外部専門家を活用するにあたっ
てのノウハウの調査・分析を行い、他市町村への普及を図る。また、地域独自の魅力や価
値の向上の取組を支援する民間専門家や先進市町村で活躍している職員を紹介し、地域活
性化に必要な外部専門家の活用を支援。

継続 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ 総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課

TEL：03-5253-5392
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/modeljigyo.html

地域おこし協力
隊事業

－
都道府県、

市町村

地方公共団体が3大都市圏等から都市住民を受入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、
一定期間以上、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援等の地域協力活動
に従事してもらいながら、当該地域への定住・定着を図る取組を支援(特別交付税措置)。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － － － － － 総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流
室

TEL：03-5253-5394
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/chiiki_okoshi.html

過疎地域等自立
活性化推進交付
金

504 市町村等
過疎地域における喫緊の諸課題に対応するため、本交付金により、過疎地域のモデル的な
ソフト対策、定住促進団地、空き家活用事業、遊休施設の再整備に係る過疎地域市町村等
の事業を支援。

継続 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － 総務省
地域力創造グループ
過疎対策室

TEL：03-5253-5536
FAX：03-5253-5537
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過疎地域自立活
性化優良事例表
彰

－ 市町村等

地域の自立と風格の醸成を目指した過疎地域の取組を奨励するため、創意工夫をもって過
疎地域の活性化に取り組み、すぐれた成果を上げ、過疎対策の先進的、モデル的事例とし
てふさわしい団体であること等を審査の基準として、優良事例を過疎地域自立活性化優良
事例表彰委員会において選定のうえ、表彰するもの。

継続 － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務省
地域力創造グループ
過疎対策室

TEL：03-5253-5536
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-
gyousei/2001/kaso/kasomain7.htm

中心市街地再活
性化特別対策事
業

－ 市町村
中心市街地活性化を目的としたソフト事業に対して特別交付税措置を実施し、同じくハー
ド事業に対して地方債の起債を認める。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － ○ 総務省
地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5533
FAX：03-5253-5537

地域政策の動向
調査

1 －
各市町村において実施されている活性化施策事例を調査し、提出された施策の中から特徴
的、先進的なものを選定し、事例集を作成。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務省
地域力創造グループ
地域振興室

TEL：03-5253-5534
FAX：03-5253-5537
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/kanrentoukei.html

都市・農山漁村
の教育交流によ
る地域活性化推
進等事業

1
都道府県、

市町村

子どもに農林漁家等における宿泊体験や自然体験の機会を提供する「子ども農山漁村交流
プロジェクト」を推進するため、先進的な取組事例や施策の概要等について情報提供を行
うことを通じて、地域の自主的な取組を支援するための研修事業等を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － － － 総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流
室

TEL：03-5253-5394
FAX：03-5253-5537

都市部のコミュ
ニティのあり方
に関する調査研
究事業

24 －
24年度に立ち上げた「今後の都市部におけるコミュニティに関する研究会」において、25
年度も引き続き都市部におけるコミュニティのあり方やコミュニティ再生の社会的方策に
ついて検討する。

継続 － ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － 総務省
自治行政局
住民制度課

TEL：03-5253-5517
FAX：03-5253-5520

人材力活性化事
業

15 －

地域で求められる人材像や、人材力活性化の取組における具体的な事例を数多く盛り込ん
だ『人材力活性化プログラム』について、実態調査等を通じてさらなる拡充を図るととも
に、官民の連携による広域的な人材育成・交流の仕組みの構築のための実証研究も行うこ
とにより、人材力の活性化・交流・ネットワークの効果的な推進を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 総務省
地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流
室

TEL：03-5253-5394
FAX：03-5253-5537
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総務省
自治行政局
行政課

TEL：03-5253-5510
FAX：03-5253-5511

財務省
理財局
国庫課
通貨企画調整室

TEL：03-3581-7910
FAX：03-5251-2004
【参考URL】
http://www.mof.go.jp/currency/coin
/commemorative_coin/47_pref_coin_p
rogram/joukyou.htm

地方分権振興交
付金

245 都道府県
地方自治法施行60周年記念貨幣の発行を契機として、記念貨幣を発行した各都道府県が行
う地方分権振興、地域活性化の取組を支援するため、国が交付金を交付。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 総務省
自治行政局
行政課

TEL：03-5253-5510
FAX：03-5253-5511

自動音声翻訳技
術の研究開発

NICT運営費交付
金の内数

事業者
言語の壁を越えたコミュニケーションの実現のため、ネットワーク上に分散する知識情報
を活用して、幅広い話題への対応を可能とし、かつ、翻訳結果を学習することにより、翻
訳精度の向上を図ることを可能とするネットワークベース翻訳技術等の研究開発を実施。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － － 総務省
情報通信国際戦略局
技術政策課
研究推進室

TEL：03-5253-5730
FAX：03-5253-5732

情報通信利用環
境整備推進交付
金

1,100
地方公共団

体等

医療・健康福祉・教育等の高度な公共アプリケーションの導入に資する超高速ブロードバ
ンド基盤整備を実施する、過疎地・離島等を有する地方公共団体等に対し、事業費の一部
を支援する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省

総合通信基盤局
電気通信事業部
事業政策課
高度通信網振興課

事業政策課
TEL:03-5253-5947
FAX:03-5253-5838

高度通信網振興課
TEL:03-5253-5867
FAX:03-5253-5868

携帯電話等エリ
ア整備事業

3,003
市町村、
事業者

地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島など)において、市町村が携帯電話等の基地
局施設(鉄塔、無線設備等)を整備する場合や、無線通信事業者等が基地局の開設に必要な
伝送路施設(光ファイバ等)を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路の整備に対して補
助金を交付。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
総合通信基盤局
電波部
移動通信課

TEL：03-5253-5894
FAX：03-5253-5946
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_conten
t/000154180.pdf

戦略的情報通信
研究開発推進制
度(SCOPE)

1850
の内数

大学、
事業者等

ICT分野のイノベーションを生み出すことを目指し、独創性・新規性に富む研究開発を支
援する競争的資金制度。本制度のうち「地域ICT振興型研究開発」プログラムにおいて、
ICTの利活用により地域社会の活性化を図るために、地域の大学、地方自治体、企業等の
研究者が提案する研究開発課題へ資金を配分。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － 総務省
情報通信国際戦略局
技術政策課

TEL：03-5253-5725
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki
/joho_tsusin/scope/

新世代通信網テ
ストベッド
(JGN-X)構築事
業

NICT運営費交付
金の内数

大学、
事業者等

全国の主要な研究拠点を結び、新世代ネットワークの要素技術を統合した試験ネットワー
ク環境を構築し、情報通信分野の先端的な研究開発や実証実験等を促進。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － 総務省
情報通信国際戦略局
技術政策課

TEL：03-5253-5727
【参考URL】
http://www.jgn.nict.go.jp/

テレワーク全国
展開プロジェク
ト

70 民間企業

ICTにより、災害時の業務継続や柔軟な働き方を実現するテレワークの本格的普及を図る
ため、全国の民間企業に対して、テレワークの導入・運営に係る人材支援を通じ、セキュ
リティレベル・業務内容等に応じたテレワーク優良導入モデルを確立し、その普及を図
る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
情報流通行政局
情報流通振興課
情報流通高度化推進室

TEL：03-5253-5751
FAX：03-5253-5752

ICT地域マネー
ジャー派遣事業

84
都道府県、
市町村等

ICT基盤・システムを利活用して効率的・効果的な事業の運営を検討する地域に対し、そ
の要請に応じて、具体的・実務的ノウハウ等を有するICT人材を一定期間にわたり派遣す
る。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
情報流通行政局
地域通信振興課

TEL：03-5253-5756
FAX：03-5253-5759
http://www.soumu.go.jp/menu_seisak
u/ictseisaku/ictriyou/manager.html

地上デジタル放
送への円滑な移
行のための環境
整備・支援

33,033

都道府県、
市町村、放
送事業者、
共聴施設の
管理者等

平成25年度以降も、地上デジタル放送が良好に視聴できないため、暫定的に衛星を通じて
番組を視聴している世帯などに対し、地域の番組が見られるようにするための対策などを
実施する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
情報流通行政局
地上放送課
デジタル放送受信推進室

地上放送課
TEL：03-5253-5791
FAX：03-5253-5794

デジタル放送受信推進室
TEL：03-5253-5949
FAX：03-5253-5818

－ － － － ○－ － － － －－ ○ ○ ○ ○
地方自治法施行
60周年記念貨幣
等発行事業

－ 都道府県
地域の活性化等に資する観点から、47都道府県ごとの図柄による地方自治法施行60周年記
念貨幣を順次発行するほか、これと連携して郵便事業株式会社においても記念の切手を順
次発行。

継続
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担当部署名 連絡先・HPリンク先

市町村の消防の
広域化

9
都道府県、
広域化対象
市町村等

消防の広域化を検討・推進する市町村等への「消防広域化推進アドバイザー」の派遣や
「広域化マニュアル」の作成など、広域化対象市町村による広域消防運営計画の作成の支
援等を実施し、消防の広域化を推進。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － ○ 総務省
消防庁
消防・救急課

TEL：03-5253-7522
FAX：03-5253-7532

消防防災施設整
備費補助金

722
市町村

（指定都市
を除く。）

地震等の大規模災害や特殊災害、増加する救急需要等に適切に対応し、住民生活の安心・
安全を確保するため、市町村等における耐震性貯水槽等の消防防災施設の整備に要する経
費の一部を補助。

継続

・都道府県（沖縄県を除く。）分及び指定
都市分は地域自主戦略交付金（内閣府所
管）の対象。
・沖縄県分は沖縄振興公共投資交付金(内
閣府所管）の対象。

○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 総務省
消防庁
消防・救急課

TEL：03-5253-7522
FAX：03-5253-7532

住宅防火対策の
推進

20 市町村

平成２３年６月に全国義務化となった住宅用火災警報器について、約３割の未設置住宅に
対する設置促進はもちろんのこと、設置住宅に対する電池切れや誤発報による取り外し防
止を図るため、設置後の維持管理の徹底を強化していく。
また今後は住警器のほか、たばこなどの「発火源対策」、寝たばこ防止注意喚起広報など
の 「経過対策」、防炎品などの「着火物対策」など、総合的に住宅火災の死者数削減に
向けた取り組みを推進していく。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 総務省
消防庁
予防課

TEL：03-5253-7523
FAX：03-5253-7533

防災拠点となる
公共施設等の耐
震化の促進

－
都道府県、

市町村

地震発生時において、利用者である住民等の安全確保を図るとともに、地方公共団体の円
滑な災害応急対策の実施を確保するため、災害対策本部や避難場所等の防災拠点となる公
共施設等の耐震化事業に対して、地方債の起債を認める。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535

緊急防災・減災
事業（単独）

－
都道府県、

市町村

東日本大震災を教訓として、地方税の臨時的な税制上の措置により実施される財源の範囲
内で、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための地方単
独事業について、地方債の対象とする。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535

消防団の充実強
化

169 市町村

消防団の新戦力を確保し、消防団活動を円滑化するため、「消防団員充実強化アドバイ
ザー」の派遣、全国女性活性化大会の開催、「消防団協力事業所表示制度」の全国展開を
図るとともに、消防団活動の理解促進と地位の向上のため、各種広報、表彰や消防団の必
要性を広く国民に訴えるシンポジウム等を開催。
これら消防団への入団促進及び団員の活動環境の整備による消防団の充実強化を通じて、
地域防災力の向上を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○ － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535

自主防災組織の
育成等

18 市町村
災害による被害の軽減のための地域レベルの取組(自主防災組織の充実強化、少年消防ク
ラブの活性化、子どもの頃からの防災教育の推進)を通じて、地域防災力の向上を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○ － － 総務省
消防庁
国民保護・防災部
防災課

TEL：03-5253-7525
FAX：03-5253-7535

緊急消防援助隊
の充実強化

6,897
都道府県、

市町村
地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、出動する緊急消防援助隊の活動体制を
確保するために、必要な地方公共団体の設備の整備を促進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 総務省

消防庁
消防・救急課
国民保護・防災部
防災課
広域応援室

（消防・救急課）
TEL：03-5253-7522
FAX：03-5253-7532

（広域応援室）
TEL：03-5253-7527
FAX：03-5253-7537

ＩＣＴを活用し
た新たな街づく
り実現のための
環境整備

300 事業者等
ＩＣＴの活用により、我が国が抱える複合的な課題の解決や経済活性化・雇用の創出等を
図るため、ICTを活用した新たな街づくりを実現するための環境整備を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 総務省
情報通信国際戦略局
情報通信政策課

TEL：03-5253-5482
FAX: 03-5253-5721
【参考URL】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki
/kenkyu/ict-machi/index.html

登記所備付地図
整備の推進

2,323 －

登記所備付地図の整備は大幅に遅れている状況にあり、これが、土地取引の促進や都市再
生のための各種施策の円滑な遂行の阻害要因の一つとなっていることから、「経済財政改
革の基本方針2009」において、「地籍整備を推進する」ことが盛り込まれ、「民主党政策
集INDEX2009」においても、「登記所の地図整備の推進」が盛り込まれたため、法務局
（登記所）において、（１）地図混乱地域における登記所備付地図作成作業及び（２）筆
界特定制度を実施するものである。

継続 － ○ － － － － － － － － － － － － ○ 法務省
民事局
民事第二課

TEL：03-3580-4143
FAX：03-3592-7913

観光立国実現の
ための出入国審
査の充実

11,749
(うち重点要求

額885）
－

概ね2,000人以上の乗員・乗客が乗船する外航大型クルーズ船の入港数の増加に対応する
ため、審査体制を強化するとともに、出入国管理システムの適切な運用・更新をすること
等により、出入国審査の迅速化・円滑化を図る。

継続 － ○ ○ － － － － ○ － － － － － － － 法務省
入国管理局
入国管理企画官室

TEL：03-3592-6852
FAX：03-5511-7212
【参考URL】
http://www.immi-moj.go.jp/
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大使・総領事等
の地方訪問

4 －
大使・総領事が任国とつながりの深い本邦地方を訪問し、国際交流活動の協力・理解促進
のため地方自治体関係者等と意見交換を行うための経費(旅費）。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － － 外務省
大臣官房
総務課
地方連携推進室

TEL：03-5501-8491
FAX：03-5501-8073
【参考ＵＲＬ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local
/info/visit.html

外務大臣主催国
際交流活動支援
に関する意見交
換

5 －
全国の知事、市長等地方公共団体関係者を対象とし、在京外交団とのネットワークを構築
すると共に、国際交流活動に関する相互協力を図るための意見交換会を行う経費。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － － 外務省
大臣官房
総務課
地方連携推進室

TEL：03-5501-8491
FAX：03-5501-8073
【参考ＵＲＬ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local
/info/reception.html

自治体の国際交
流促進のための
セミナー開催

3 －
地方公共団体の国際交流主管課長を対象とし、国際交流や経済交流等の現状や課題等につ
き意見交換を行う経費。

継続 － － ○ － － － － ○ － － － － － － － 外務省
大臣官房
総務課
地方連携推進室

TEL：03-5501-8491
FAX：03-5501-8073
【参考ＵＲＬ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local
/info/briefing.html

被災地産品等PR
事業

52 － 被災地自治体と連携し、被災地の郷土産品の信頼回復を図るための経費。 新規 － － ○ － － ○ － ○ － － － － － － － 外務省

経済局政策課

大臣官房
総務課
地方連携推進室

TEL：03-5501-8326
FAX：03-5501-8325

TEL：03-5501-8491
FAX：03-5501-8073

駐日各国大使地
方視察

1 － 駐日各国大使夫妻の地方視察(同行旅費)。 継続 － － ○ － － － － － － － － － － － － 外務省
大臣官房
儀典官室

TEL：03-5501-8032
FAX：03-5501-8030

公式実務訪問賓
客及び実務訪問
賓客の地方訪問

5 －
公式実務訪問賓客及び実務訪問賓客の本邦滞在中における地方視察のために必要な経費
(宿泊費等)。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － － 外務省
大臣官房
儀典賓客室

TEL：03-5501-8489
FAX：03-5501-8030

途上国の要望を
踏まえた被災地
産工業用品等の
供与

3,000 －
被援助国の要請内容に基づき，東日本大震災の被災地で生産される工業用品等（建設機
械，医療器具，福祉器具等）を途上国に供与する。

新規 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 外務省
国際協力局
開発協力総括課

TEL：03-5501-8373

外国人の受入れ
と社会統合のた
めの国際ワーク
ショップ

4 －
外国人問題の実務者及び海外の専門家等からなる国際ワークショップを開催し、外国人政
策にかかる諸問題について議論。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 外務省
領事局
外国人課

TEL：03-5501-8176
FAX：03-5501-8174
［参考URL］
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local
/symbiosis/index.html

治安対策 9,788 － テロ対策、不正薬物・銃砲等の密輸取締りの強化を図る。 継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 財務省
関税局
調査課

TEL：03-3581-4158
FAX：03-5251-2178

公立学校施設の
耐震化等整備事
業

301,701
(うち重点要求額

29,712
復興特別会計

233,419)

都道府県、
市町村

国が果たすべき責務である義務教育をはじめとする教育の機会均等と水準の維持向上を図
る観点から、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」に基づき、地方公
共団体において学校教育の円滑な実施を確保するために行う学校施設整備に要する経費に
ついて、国が一部補助。

変更
制度改正事項として、「長寿命化改良事
業」の創設等を要求。

○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
大臣官房
文教施設企画部
施設助成課

TEL：03-6734-2000
FAX：03-6734-3743
【参考URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/shoto
u/zyosei/main11_a2.htm

大学等の施設の
再生による地域
再生の推進

130,691の内数
（うち重点要求額

29,563、
復興特別会計

70,928）
※財政融資資金は

含まない

国立大学法
人等

地域の知の拠点である国立大学法人等の施設について、耐震化や老朽再生及び卓越した教
育研究拠点の整備等を推進するための経費を補助。また、地域における中核的医療機関と
しての機能などを果たすため、大学附属病院の再開発整備の推進に要する経費を補助。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○ ○ － － 文部科学省
大臣官房
文教施設企画部
計画課

TEL：03-6734-2300
FAX：03-6734-3692
【参考URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/k
okuritu/index.htm
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大都市 地方都市 農山漁村 集落

地域産
業、イ
ノベー
ション

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
交流

まちづ
くり,地
域交通

農林水
産業

情報通
信

地域医
療、福
祉・介

護

子育て
支援、
教育

環境 その他
施策名

要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

学校・家庭・地
域の連携による
教育支援活動促
進事業
（学校・家庭・
地域の連携協力
推進事業）

4,470
の内数

都道府県、
　指定都

市、
　　中核市

地域住民等の参画による地域の実情に応じた取組を有機的に組み合わせて、①授業等にお
ける学習補助や教員の業務補助などの学校支援、②放課後等に子どもたちの安心安全な活
動場所を確保し学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する放課後等支援、③親への学
習機会の提供や相談対応などの家庭教育支援、④子どもの安全確保のための見守り等、
様々な教育支援活動を行う。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
生涯学習政策局
社会教育課
地域・学校支援推進室

TEL:03-6734-3260
FAX:03-6734-3718
【参考URL】
http://www.houkago-plan.go.jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/
08052911/004.htm

公民館等を中心
とした社会教育
活性化支援プロ
グラム

400
の内数

市町村

地域における様々な現代的課題に対し地域に蓄積したソーシャル・キャピタル（社会関係
資本）である公民館等が、課題解決のため行政の関係部局の垣根を越え、関係諸機関と連
携・協働して実施する取組みを支援し、日本再生戦略において示されたすべての人に居場
所と出番がある「共創の国」の実現を目指す。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － ○ ○ － 文部科学省
生涯学習政策局
社会教育課

TEL：03-6734-2974
FAX：03-6734-3718

へき地児童生徒
援助費等補助金

1,379
都道府県、

市町村

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島等に所在する公立
の小・中学校(へき地学校等)の教育の振興を図るため、へき地教育振興法等に基づき、ス
クールバス・ボート等購入費や遠距離通学費等の補助などを行う。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
初等中等教育局
財務課

TEL：03-6734-2027
FAX：03-6734-2566

健全育成のため
の体験活動推進
事業　(いじめ
対策等総合推進
事業の一部)

5,530
の内数

都道府県、
政令市、
中核市

いじめの未然防止を図るため、様々な体験活動を通じて児童生徒の豊かな人間性や社会性
を育むための取組を支援(補助率1/3)。

変更

平成25年度は、いじめの未然防止の観点か
ら「いじめ対策等総合推進事業」の一環と
して、児童生徒の健全育成を図るための、
さまざまな創意工夫のある体験活動に対し
て補助を行う。

○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
初等中等教育局
児童生徒課
生徒指導室

TEL：03-6734-3299
FAX：03-6734-3735

大学等における
地域復興のため
のセンター的機
能整備事業

1,399
(復興特別会

計）
大学等

被災地の大学等を中心として、地域復興センター的機能を整備し、災害医療教育、地域産
業再生、復興の担い手の育成などを支援する。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 文部科学省
高等教育局
大学振興課
大学改革推進室

TEL：03-6734-3335
【参考URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/kouto
u/kaikaku/chiikifukkou/index.htm

地（知）の拠点
整備事業

4,150
（重点要求額）

大学等
大学等が、自治体と連携し、地域の課題解決にあたる全学的な取組のうち、特に優れたも
のを支援することにより、様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存
在としての大学の機能を強化。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ ○ － ○ 文部科学省
高等教育局
大学振興課
大学改革推進室

TEL：03-6734-3335

「地域再生人材
創出拠点の形
成」プログラム

130,770
の内数

大学、大学
共同利用機
関、高等専

門学校

将来的な地域産業の活性化や地域の社会ニーズの解決に向けて、科学技術を活用して地域
に貢献する優秀な人材を創出する拠点を形成。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － 文部科学省

科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官付
(調整・システム改革担
当)

TEL：03-6734-4017
FAX：03-6734-4176
【参考URL】
http://www.jst.go.jp/shincho/chiik
ilink.html

革新的ハイパ
フォーマンス･
コンピューティ
ング･インフラ
の構築

16,865
(独)理化学
研究所、大

学等

スーパーコンピュータ「京」を中核とし、多様なユーザーニーズに応える革新的な計算環
境を実現するＨＰＣＩ（革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）を
構築するとともに、この利用を推進し、地震・津波の被害軽減や、グリーン・ライフイノ
ベーション等に貢献。

継続 － － ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
研究振興局
情報課

TEL：03-6734-4274
FAX：03-6734-4077

大強度陽子加速
器施設（J-
PARC）の整備・
共用

21,365
(うち重点要求額

10,912)

(独)日本原
子力研究開
発機構、高
エネルギー
加速器研究
機構、登録
施設利用促
進機関

世界 高レベルのビーム強度を有する陽子加速器施設により中性子、ミュオン、ニュート
リノ等を用いた新しい研究手段を提供する研究施設であるJ-PARCの計画的な整備・安定し
た運営の確保により、地域の中核として幅広い利用に供し、物質・生命科学や、原子核・
素粒子物理学等の基礎科学から産業応用までの多様な研究を推進する。本施設には、茨城
県によるビームラインも設置されており、新産業の創出などに貢献する。

継続 － － ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
研究振興局
基盤研究課
量子放射線研究推進室

TEL：03-6734-4115
FAX：03-6734-4103
【参考URL】
http://j-parc.jp/

大型放射光施設
（SPring-8・
SACLA）の整
備・共用

17,111
(うち重点要求額

1,605)

(独)理化学
研究所、登
録施設利用
促進機関

SPring-8は、世界 高性能の放射光により微細な物質の構造や状態の解析を可能とする研
究施設。
SACLAは、従来の10億倍を上回る高輝度のX線レーザーを発振し、原子レベルの超微細構
造、化学反応の超高速動態・変化を瞬時に計測・分析可能な世界 高性能の研究基盤施設
（国家基幹技術）。
両施設共に兵庫県播磨科学公園都市に建設されており、その計画的な整備・安定した運転
の確保により、地域の中核として幅広い利用に供し、ライフサイエンスや材料・ナノテク
ノロジーをはじめとする様々な科学技術分野において革新的な成果を生み出し、新産業の
創出などに貢献する。

継続 － － ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
研究振興局
基盤研究課
量子放射線研究推進室

TEL：03-6734-4115
FAX：03-6734-4103
【参考URL】
http://www.spring8.or.jp/ja/
http://xfel.riken.jp/

(独)海洋研究開
発機構・国際海
洋環境情報セン
ターの運営

531の内数
(独)海洋研
究開発機構

昨年度に引き続き、国際海洋環境情報センターの運営を行うとともに、海洋生命情報バン
クの整備を推進。

継続 － － ○ － － － － － － － ○ － － － － 文部科学省
研究開発局
海洋地球課

TEL：03-6734-4142
FAX：03-6734-4147
【参考URL】
http://www.godac.jp/top/
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大都市 地方都市 農山漁村 集落

地域産
業、イ
ノベー
ション

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
交流

まちづ
くり,地
域交通

農林水
産業

情報通
信

地域医
療、福
祉・介

護

子育て
支援、
教育

環境 その他
施策名

要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

東北マリンサイ
エンス拠点形成
事業

1,768
(復興特別会計）

大学、
研究機関等

東北沖においては、東日本大震災の地震・津波により、海洋生態系が劇的に改変してお
り、漁場の回復及び沿岸地域の産業の復興が課題となっている。このことから大学や研究
機関等による復興支援のためのネットワークとして「東北マリンサイエンス拠点」を形成
し、東北沖の海洋生態系調査研究及び新たな産業の創成に資する技術開発を実施する。

新規 － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
研究開発局
海洋地球課

TEL：03-6734-4142
FAX：03-6734-4147

大学発新産業創
出拠点プロジェ
クト

2,036
（うち重点要求額

736）
大学等

発明の段階から、大学等において起業のためのチームを結成し、ベンチャーキャピタル等
の事業化ノウハウを活用しながら世界市場を目指す大学発ベンチャーを創出する。

継続 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172
【参考URL】
http://www.jst.go.jp/start/

イノベーション
システム整備事
業(地域イノ
ベーション戦略
支援プログラ
ム)

8,076
（うち重点要求額

623
復興特別会計

2,506）

大学等研究
機関、公益
財団法人等

地域イノベーション創出に向けた主体的かつ優れた構想に対して、関係府省の施策を総動
員するシステムを構築し、文部科学省では、大学等研究機関の地域貢献機能の強化など、
地域独自の取り組みで不足している部分を支援する。

継続 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172

イノベーション
システム整備事
業（課題解決型
社会実装プログ
ラム（仮称））

2,272
（全て重点要求

額）

大学等研究
機関、公益
財団法人等

我が国の既存施策の成果を、社会ニーズ、マーケットニーズに基づき国主導で選択と集中
（成果の集約）、ベストマッチ（相乗効果）を行い、選択と集中を行った地域の機関に対
して、国際競争力の高いスーパークラスターを形成する支援を行うほか、戦略ディレク
ター（仮称）を配置し社会実装までを一気通貫で戦略的にマネジメントすることで、イン
パクトの大きな市場創出を目指す。

新規 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172

知財活用支援事
業

2,800 大学等
特許の海外出願支援や投資機関との連携による大学等特許の事業活用促進などの各種施策
により、大学等の研究成果の技術移転活動や知的財産活動に対する専門的な支援を実施す
る。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172

研究成果展開事
業（研究成果
適展開支援プロ
グラム）

16,379
(うち重点要求額

3,882
復興特別会計905)

大学、独立
行政法人、
民間企業等

大学等の研究成果を実用化につなぐことを目的とし、実用化の可能性を検証するシーズ探
索、大学等と企業との共同研究開発、シーズを基にした大学発ベンチャーの設立支援等、
課題や研究開発の特性に応じた 適なファンディングを設定し、総合的かつシームレスな
支援を実施する。

継続 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172
【参考URL】
http://www.jst.go.jp/a-step/

先端研究基盤施
設共用・プラッ
トフォーム形成
 促進事業(研究
開発基盤整備補
助等の内数)

2644
（うち重点要求額

1,999）

大学、独立
行政法人等

大学・独法等が所有する先端研究施設・設備の産学官への共用を促進する。加えて、これ
らの施設・設備を機能別にネットワーク化するなどにより、産業界をはじめ多様な利用
ニーズに効果的に対応する科学技術イノベーションのプラットフォームを形成する。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 文部科学省
研究振興局
基盤研究課

TEL：03-6734-4098
FAX：03-6734-4121
【参考URL】
http://kyoyonavi.mext.go.jp/info/a
bout02

研究成果展開事
業（先端計測分
析技術・機器開
発プログラム）

6,007
（うち特別重点要

求額1580,
復興特別会計

1,951）

大学、独立
行政法人、
民間企業等

科学技術の共通基盤を支え、 先端かつ独創的な研究成果を生み出すキーテクノロジーで
ある先端計測分析技術・機器について、産学連携による革新的な技術開発、機器開発、性
能実証等を推進する。グリーンイノベーション、ライフイノベーション、震災からの復
興・再生に貢献する。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 文部科学省
研究振興局
基盤研究課

TEL：03-6734-4098
FAX：03-6734-4121
【参考URL】
http://www.jst.go.jp/sentan/

産学官連携によ
る東北発科学技
術イノベーショ
ン創出プロジェ
クト

5,747
（全て復興特別会
計。※「地域イノ
ベーション戦略支
援プログラム」、
「研究成果展開事
業（研究成果 適

展開支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ）」の一部も含

めて一体的に実施
するため一部重

複）

大学等
被災地の経済界と連携し、全国の大学等の革新的技術を被災地企業に結びつけ、それらの
研究成果を事業化すること等により、被災地経済の復興に貢献する。

継続 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 文部科学省
科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課

TEL：03-6734-4023
FAX：03-6734-4172

学校安全教室の
推進

43 都道府県
教職員や児童生徒の防犯、交通安全に対する意識の向上等を図るため、防犯教室、交通安
全教室の講師となる教職員等を対象とした講習会を実施するとともに、応急手当に必要な
技能として、心肺蘇生法(AEDの取扱いを含む)の実技講習会を実施。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

TEL：03-6734-2917
FAX：03-6734-3794
【参考URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko
/anzen/1289310.htm

通学路安全対策
推進事業

150 都道府県

通学路の安全を確保するため、特に対策が必要な市町村に対し、通学路安全対策アドバイ
ザーを派遣し、専門的な見地からの必要な指導・助言の下、学校、教育委員会、関係機関
等の連携による通学路の合同点検や安全対策の検討を行う。
　また、各地の取組の成果を全国に周知し、通学路の安全対策に関する情報の共有を図
る。

新規 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

TEL：03-6734-2917
FAX：03-6734-3794
【参考URL】
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko
/anzen/1289310.htm
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実践的防災教育
総合支援事業

252
（復興特別会計）

都道府県

東日本大震災を踏まえ、自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜こうとする「主体的
に行動する態度」を育成する防災教育、支援者となる視点から「安全で安心な社会づくり
に貢献する意識」を高める防災教育、地域住民や保護者・関係機関との連携体制を構築・
強化しながら児童生徒及び学校の災害対応能力を高める防災訓練等の手法を開発・普及す
るための支援を実施する。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

TEL：03-6734-4950
FAX：03-6734-3794

学校保健課題解
決支援事業

36
都道府県、
政令指定都

市

児童生徒の現代的健康課題に対応するため、地域の実情を踏まえた医療機関等との連携な
ど課題解決に向けた計画の策定、それに基づく具体的な取組に対して支援を行うととも
に、その結果等について全国的な発信を行う。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

TEL：03-6734-2918
FAX：03-6734-3794

防災教室の推進 17 都道府県
教職員や児童生徒の防災に対する意識の向上等を図るため、防災教室の講師となる教職員
等を対象とした講習会を実施する。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

TEL：03-6734-2917
FAX：03-6734-3794

公立中学校武道
場の整備

241,103の内数
（うち復興特別会

計191,261）

都道府県、
市区町村

平成24年度から中学校で必修となっている武道の円滑な実施に向けた公立中学校武道場の
整備促進を図る。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
スポーツ・青少年企画課

TEL：03-6734-2672
FAX：03-6734-3790

運動部活動地域
連携再構築事業

272
都道府県、
市区町村

運動部活動等の活性化を図るため、運動部活動等への地域スポーツ人材の活用等について
の実践研究を実施するとともに、多くの生徒が参加する機会を確保するための地域と連携
した新たな形態等についての実践研究を行う。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － － 文部科学省
スポーツ・青少年局
体育参事官付

TEL：03-6734-2649
FAX：03-6734-3790

文化力プロジェ
クト(関西元気
文化圏)(九州・
沖縄から文化力
プロジェクト)

1 －
Webサイトで各地域における文化活動の発信や登録された事業へのロゴマークの提供を行
うなど、社会を元気にすることを目的としている。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
長官官房
政策課(文化広報係）

TEL：03-6734-3161
FAX：03-6734-3811
【参考URL】
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_
project/index.html

文化芸術創造都
市の推進

11 民間団体
文化芸術の持つ創造性を活かして産業振興や地域活性化等に取り組む「文化芸術創造都
市」の取組を促進するため、国内ネットワークの充実・強化を図る。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
長官官房
政策課（政策調整係）

TEL：03-6734-3161
FAX：03-6734-3811
【参考URL】
http://www.bunka.go.jp/ima/souzou_
toshi/index.html

文化遺産を活か
した観光振興・
地域活性化事業

2,680
実行委員
会、文化財
所有者等

日本各地の「たから」である多様で豊かな文化遺産を活用し、伝統行事・伝統芸能の公開
や後継者養成、古典に親しむ活動など、地域の特色ある総合的な取組を支援し、地域の文
化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業を推進する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
伝統文化課
文化財保護調整室

TEL：03-6734-4786
FAX：03-6734-3820
【参考URL】
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/sh
inko_kasseika/index.html

「歴史文化基本
構想」普及促進
事業

6 －
市町村における、地域の文化財を総合的に保存・活用するための基本的な方針である「歴史文化
基本構想」の普及促進を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
伝統文化課
文化財保護調整室

TEL：03-6734-2415
FAX：03-6734-3820
【参考URL】
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/re
kishibunka/index.html

地域と共働した
美術館・歴史博
物館創造活動支
援事業

1,316
(重点要求額)

実行委員会
美術館・歴史博物館を地域の文化の拠点として活性化するとともに、地域との共働の下、
美術館・歴史博物館が有する多面的な可能性を生かした事業の展開を支援する。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
美術学芸課
美術館・歴史博物館室

TEL：03-6734-2834
FAX：03-6734-3821

重要伝統的建造
物群保存地区保
存修理事業補助
金

867 市町村
文化財としての集落・町並みである重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物
の保存修理、一般建築等の修景、伝統的建造物の公開活用を図るための保存整備を実施
し、保存地区における歴史的風致の維持・向上を図り、魅力あるまちづくりに貢献。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
参事官(建造物担当)付

TEL：03-6734-2794
FAX：03-6734-3823

民俗文化財伝
承・活用等事業

80

地方公共団
体所有者、
保護団体
（保存会
等）等

地域の祭行事や民俗芸能等で使用される用具の新調・修理及び伝承者養成等を実施するこ
とで、民俗文化財の確実な継承を推進する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
伝統文化課

TEL：03-6734-3104
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劇場・音楽堂等
活性化事業

3,003
(重点要求額)

劇場・音楽
堂等を設置
又は管理運
営する者等

我が国の劇場・音楽堂等が行う創造発信や専門的人材の養成、教育普及活動等を総合的に
支援することにより、文化拠点としての活性化等を図り、コミュニティに支えられた豊か
な地域づくりを推進し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与する。

新規 － ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化部
芸術文化課
文化活動振興室

TEL：03-6734-2835
FAX：03-6734-3816

文化財等の公開
活用推進地域活
性化事業

6,110
(重点要求額)

地方公共団
体(都道府
県、市区町
村）、所有
者等

重要文化財等文化財建造物や史跡等の公開活用に関する整備、伝統的建造物群の耐震化や
大規模史跡等の防災対策等に対する支援を行う。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
記念物課

文化庁
文化財部
参事官室（建造物担当）

TEL：03-6734-2876
FAX：03-6734-3822

TEL：03-6734-2794
FAX：03-6734-3823

水中文化遺産調
査研究事業

30

地方公共団
体(都道府
県、市区町
村）等

日本には２００を超える水中遺跡が存在しており、四方を海に囲まれた国の成り立ちと交
流の歴史を知るための貴重な文化遺産である。水中という特殊な立地条件のため、保存・
活用などの手法が確立しておらず、検討・検証を行う。

新規 － ○ ○ － － － － ○ － － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化財部
記念物課

TEL：03-6734-2876
FAX：03-6734-3822

地域発・文化芸
術創造発信イニ
シアチブ

2,615

地方公共団
体(都道府
県、市区町
村）

地域の活性化を促進するため、地方公共団体が企画する芸術文化に関する事業を支援す
る。

継続 － ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － － －
文部科学省
(文化庁）

文化庁
文化部
芸術文化課
文化活動振興室

TEL：03-6734-2835
FAX：03-6734-3816
【参考URL】
http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bu
nka/02bunka_geijutsu/kouki_index.h
tml

実践型地域雇用
創造事業

7,240 協議会

雇用創造に向けた意欲が高い地域において、地域が提案する事業構想の中から雇用創造効
果が高いものを選抜し、当該地域に委託して実施する。
なお、地域雇用創造推進事業と育成された人材を雇用し地域を活性化させる「地域雇用創
造実現事業」を統合して、「実践型地域雇用創造事業」として実施すること等により、雇
用創造効果の向上を図る。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
職業安定局
雇用開発課
地域雇用対策室

TEL：03-3593-2580
FAX：03-3502-0516
【参考URL】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chii
ki-koyou/index.html

地域雇用開発助
成金

8,010 事業者
地域雇用開発促進法に基づく雇用情勢の特に厳しい地域である雇用開発促進地域その他の
雇用開発が必要な地域において、創業への支援を含め、事業所の設置・整備に伴い地域の
求職者を雇い入れる事業主に対して助成を実施。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
職業安定局
雇用開発課
地域雇用対策室

TEL：03-3593-2580
FAX：03-3502-0516
【参考URL】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chii
ki-koyou.html

地域雇用創造総
合プログラム
（仮称）

5,615
（重点要求額

504）
協議会

良質かつ安定的な雇用機会の創出に向けた取組を推進するため、製造業等の戦略産業を対
象として産業政策と一体となって実施する地域の自主的な雇用創造プロジェクトを支援す
るとともに、雇用創造に向けた取組への準備が必要な地域については、必要な支援により
地域の雇用創出力を強化する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省

職業安定局
雇用開発課
地域雇用対策室

TEL：03-3593-2580
FAX：03-3502-0516

農林漁業就職総
合支援事業

959

農林漁業へ
の就業を希
望する者、
事業者

【農林漁業就業支援事業】
　就職支援ナビゲーターを配置し、農林水産省等関係機関との連携による求人情報等の収
集提供、合同企業面接会・ガイダンス等を実施するとともに農林漁業が盛んな地域及び大
都市圏ハローワークに「農林漁業就職支援コーナー」を設置し、職業相談等を実施。ま
た、農山村地域等からの出稼労働者についてもきめ細かな職業相談を実施するとともに、
現地選考、説明会を開催する事業所への支援を実施する。
【農林漁業職場定着支援事業】
　農業法人、林業事業体に対する雇用管理に関する相談・助言・指導等を実施。林業求職
者に対しては、林業就業に懸かる基本的な知識の付与や実習を行う20日間程度の林業就業
支援講習を実施。また、震災により農漁業から離職した中高年齢者であって、岩手県、宮
城県、福島県の農業法人又は漁業経営体等に雇用された者に対して講習を実施。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － 厚生労働省
職業安定局
農山村雇用対策室

TEL：03-3595-3298
FAX：03-3502-2278

地域若者サポー
トステーション
事業

1,738 事業者
地域若者サポートステーション（サポステ）の設置拠点の拡充（115カ所→140カ所）や積
極的な周知により、ニートなどの若者の職業的自立支援を強化する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
職業能力開発局
育成支援課
キャリア形成支援室

TEL：03-3502-8931
FAX：03-3502-8932
【参考URL】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/
ys-station/index.html

サポステ・学校
連携推進事業

1,590
（重点要求額）

事業者
サポステと学校の連携体制を構築し、新たに在学生に対するアウトリーチ（訪問支援）を
行う。また、切れ目のない支援を行えるよう、サポステと学校などが中退者情報を共有
し、中退者の支援を強化する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
職業能力開発局
育成支援課
キャリア形成支援室

TEL：03-3502-8931
FAX：03-3502-8932
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大都市 地方都市 農山漁村 集落
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祉・介
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要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

離職者等の再就
職に資する総合
的な職業能力開
発プログラムの
展開

31,788の内数
(重点要求額)

都道府県等
離職者等の再就職に資するため、専門学校、事業主、事業主団体等様々な民間機関を活用
しながら、各地域の人材ニーズに応じた委託訓練の実施等を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
職業能力開発局
能力開発課

TEL：03-3502-6957
FAX：03-3502-2630
【参考ＵＲＬ】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/
risyoku/index.html

テレワーク普及
促進対策

27 事業者
テレワーク相談センターにおける相談対応やテレワーク・セミナーの開催により、適正な
労働条件下でのテレワークの普及促進を図る。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 厚生労働省
労働基準局
労働条件政策課

TEL：03-3502-1599
FAX：03-3502-2219
【参考URL】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukiju
n/telework.html

救急医療体制の
整備等

27,741の内数
（特別重点要求

5,741）
都道府県 初期、2次、3次及び救急医療情報センター等の計画的かつ体系的整備の推進を図る。 継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省

医政局
指導課
救急・周産期医療等対策
室

TEL：03-3595-2194
FAX：03-3503-8562

へき地保健医療
対策

3,814
（特別重点要求

151）

都道府県、
市町村、
事業者

へき地診療所、巡回診療等の事業を実施し、山村、離島等の住民の医療を確保を図るも
の。

変更
へき地患者輸送車（艇）運行支援事業を追
加

○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省

医政局
指導課
救急・周産期医療等対策
室

TEL：03-3595-2194
FAX：03-3503-8562

医療施設等施設
整備費補助金、
医療施設等設備
整備費補助金

3,441
(特別重点要求

2,286）

都道府県、
市町村、
事業者

山村、離島等において医療の提供を行う施設等の建物、医療機器等の整備を実施し、山
村、離島等の住民の医療の確保を図るもの。

変更
補助対象の追加（格納庫等施設整備、ヘリ
ポート施設整備）

○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省

医政局
指導課
救急・周産期医療等対策
室

TEL：03-3595-2194
FAX：03-3503-8562

保育環境改善等
事業

137
市町村、
事業者

保育サービス等の推進のため、駅前の利便性の高い場所などにある賃貸建物等に、保育
サービス提供施設を設置するための環境改善等に必要な準備経費を助成。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － ○ － － 厚生労働省
雇用均等・児童家庭局
保育課

TEL：03-3595-2542
FAX：03-3595-2674

へき地保育所費
34,400
の内数

市町村
離島・山間地等の地域で通常の保育所を設けることが困難な地域において、保育を要する
児童を保育するために設置する「へき地保育所」の運営費を補助。
（子育て支援交付金の一部）

継続 － － － ○ ○ － － － － － － － ○ － － 厚生労働省
雇用均等・児童家庭局
保育課

TEL：03-3595-2542
FAX：03-3595-2674

地域子育て支援拠
点事業（一般型・
地域機能強化型）

34,400
の内数

市町村
育児不安を有する子育て家庭等に対し、子育てに関する相談等を行う地域子育て支援拠点
の設置を促進する。
（子育て支援交付金の一部）

変更

新たに「地域機能強化型」を創設し、子ど
も・子育て家庭が適切な事業等を選択でき
るよう、利用者に対する情報提供等の支援
を行うとともに、世代間交流やボランティ
アとの協働など支援・協力関係を構築す
る。

○ ○ ○ ○ － － － － － － － ○ － － 厚生労働省
雇用均等・児童家庭局
総務課
少子化対策企画室

TEL：03-3595-2493
FAX：03-3595-2313

全国ボランティ
ア活動振興セン
ター運営費

34
全国社会福
祉協議会

全国ボランティア・市民活動振興センター(全国社会福祉協議会内)において、ボランティ
ア活動推進国民会議の開催や全国ボランティアフェスティバルの開催、広報・啓発活動事
業、市区町村のボランティアセンター等に対する情報提供事業を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － 厚生労働省
社会・援護局
地域福祉課

TEL：03-3595-2615
FAX：03-3592-1459

地域福祉等推進
特別支援事業

25,598
の内数

都道府県、
指定都市、
市区町村、
都道府県・
指定都市・
市区町村が
適当と認め
る団体

地域社会における今日的課題の解決をめざす先駆的・試行的取組、支援を必要とする人々
に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安定者(低所得者層)に対する自立支援の取
組、地域で社会貢献活動を行う意欲のある定年退職者等の潜在的な人材を発掘する取組等
を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省
社会・援護局
地域福祉課

TEL：03-3595-2615
FAX：03-3592-1459

安心生活基盤構
築事業

25,598
の内数

都道府県、
指定都市、
市区町村等

地域住民の参加による地域づくりを通じて社会的孤立を防ぎ、誰もが安心して生活できる
基盤を構築するため、抜け漏れのない把握や総合相談支援、居場所づくり、権利擁護の推
進等、官民協働による総合的な支援体制を構築する。

変更 既存の地域福祉関連事業を集約化 ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － － 厚生労働省
社会・援護局
地域福祉課

TEL：03-3595-2615
FAX：03-3592-1459
【参考URL】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuho
go/anshin-seikatu.html
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地域類型
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担当部署名 連絡先・HPリンク先

地域再生計画に
基づく目的別・
機能別交付金の
総合的な実施

1,600 市町村

地方公共団体が、地域の自主性、裁量性の拡大に資する次に掲げる目的別・機能別の交付
金及び法第21条第2項の地域再生基盤強化交付金のうち、2種類以上のものの総合的な活用
を図ろうとする場合には、地域再生計画にその旨を記載できることとする。内閣総理大臣
は、当該地域再生計画の認定をしようとする場合には、地方公共団体の求めに応じて、こ
れらの交付金の交付の要件に適合することを確認した上で、第三者の意見を聴き、関係行
政機関の長の同意を得て、当該地域再生計画について評価を行うこととする。関係行政機
関の長は、次の交付金の交付に当たって評価結果に十分配慮することとする。
＜対象となる交付金＞
　○地域介護・福祉空間整備推進交付金［厚生労働省］
　○村づくり交付金、漁村再生交付金［農林水産省］
　○地域住宅交付金［国土交通省］
＜評価の観点＞
　目標の設定水準の高さ／創意工夫の程度など
評価に際して意見を聴く第三者は、地域政策及び行政評価の専門家及び実務者とする。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － ○ － － － 厚生労働省
老健局
高齢者支援課

TEL：03-3595-2888
FAX：03-3595-3670

地域介護・福祉
空間整備等施設
整備交付金

4,406 市町村
地域における効率的な介護サービス基盤の整備を推進するため、市町村における先進的な
取組や、地域ケア体制の計画的な整備を支援。

新規 ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省
老健局
高齢者支援課

TEL：03-3595-2888
FAX：03-3595-3670

地域介護・福祉
空間整備推進交
付金

1,600 市町村
地域における介護サービス基盤の実効的な整備を図るため、地域密着型サービス等の導入
に必要不可欠な設備やシステムに要する経費などに対して助成する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省
老健局
高齢者支援課

TEL：03-3595-2888
FAX：03-3595-3670

「高齢者活力創
造」地域再生プ
ロジェクトの推
進

(ⅰ)4,406
（ⅱ)1,600
(ⅲ)1,790

(ⅰ)市町村
(ⅱ)市町村
 (ⅲ）都道
府県、市町
村、法人

(ⅰ)高齢者が利用しやすく、地域に密着した介護サービス等の拠点を整備する事業(地域
介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
(ⅱ)高齢者と子供との共生型サービス等、地域における包括的なサービスを推進する事業
(地域介護・福祉空間整備推進交付金)
(ⅲ)高齢者保健福祉の増進の観点から実施する高齢者支援システムの構築や介護予防の推
進など、各種の先駆的・試行的事業に対して支援を行う老人保健健康増進等事業の実施に
当たっては、認定地域再生計画を踏まえ地方の大学と連携したものについては一定程度配
慮。

(ⅰ)新
規

（ⅱ）
(ⅲ）継

続

－ ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － － － 厚生労働省
老健局
　高齢者支援課
　総務課

【高齢者支援課】
TEL：03-3595-2888
FAX：03-3595-3670
【総務課】
TEL：03-3591-0954
FAX：03-3503-2740

高齢者地域福祉
推進事業

2,760
都道府県、
政令市、
中核市

老人クラブ活動の育成を図るとともに、高齢者の社会活動を振興し、ボランティア活動を
はじめとした地域を豊かにする各種活動への参加など、高齢者の生きがいと健康づくりに
資する各種事業等を助成。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － － 厚生労働省
老健局
振興課

TEL：03-3595-2889
FAX：03-3503-7894

水田活用の所得
補償交付金

250,714 農業者
水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米
並みの所得を確保し得る水準の交付金を面積払で直接交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
農産部
穀物課

TEL：03-3597-0191
FAX：03-6744-2523
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/in
dex.html

農産物等輸出回
復事業（復興）

319
(復興特別会計

（農林水産省計
上）319)

民間団体等
諸外国におけるメディア等を活用して日本産食品等の安全性や魅力を伝えるための情報発
信を実施し、日本産食品等の輸出回復に努めるとともに、被災地の産品を支援。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
輸出促進グループ

TEL：03-6744-7045
FAX：03-6738-6475
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/export/index.htm
l

地域資源を活用
した農林漁業者
等による新事業
の創出等及び地
域の農林水産物
の利用促進に関
する法律

－
農林漁業者
等、事業者

等

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策及び地域の農林水産
物の利用の促進を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食
料自給率の向上等に寄与。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
企画課

【食料産業局企画課】
TEL：03-3591-8654
FAX：03-3508-2417

【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/s
anki/6jika.html
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食料産業イノ
ベーションの推
進

610 民間団体等
食料産業分野におけるイノベーションの創出を促進するため、農林漁業者と異業種との連
携による市場ニーズに即した新商品等の創出を支援するほか、機能性成分を活用した商品
化、ＡＩ（アグリインフォマティクス）システムの実用化を支援。

変更

農林漁業者が行う革新的技術を活用した新
事業の創出に向けた事業化可能性調査の実
施等に対する支援を、先駆的・先進的な取
組を支援するため、農林漁業者と異業種と
の連携による市場ニーズに即した新商品開
発等の取組支援に変更。

○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
新事業創出課

TEL：03-6738-6317
FAX：03-3502-5301

新事業創出人材
育成事業

55
農林漁業者
等、事業者

等

農林水産業及び農山漁村に由来する資源の画期的な活用方法の創出等、農林水産分野にお
ける新事業の創出に携わる人材を全国各地で育成するため、大学等において人材育成プロ
グラムを活用した人材育成を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
新事業創出課

TEL：03-6744-2062
FAX：03-3502-5301

知的財産の総合
的活用の推進

250
の内数

(特別重点要求
枠)

民間団体等
知的財産を活用した地域活性化の新たなビジネスモデルの構築、知的財産の発掘・保護・
活用等による新事業創出、地理的表示保護制度の円滑な導入に向けた取組等を支援。

新規 － － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
新事業創出課

TEL：03-6738-6319
FAX：03-3502-5301

6次産業総合推
進事業

640
（特別重点要求

枠）
民間団体等

農林漁業者等の６次産業化を推進するため、農林漁業者等に対する新商品開発や販路開
拓、積極的な取組を促す環境づくり等を支援。

継続 － － ○ ○ － ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
産業連携課

TEL：03-6744-2063
FAX：03-6738-6475

6次産業化推進
整備事業

1,983
（特別重点要求

枠）
民間団体等

農林漁業者等の６次産業化を推進するため、六次産業化法等の認定を受けた農林漁業者等
の加工・販売施設等の整備等を支援。 継続 － － ○ ○ － ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省

食料産業局
産業連携課

TEL：03-6738-6474
FAX：03-6738-6475

6次産業化ネッ
トワークの構築

5,116
（特別重点要求

枠）

都道府県、
市町村、協
議会、民間
団体等

農林漁業と流通、食品、観光、輸出、学校、病院などが地域的又はテーマ別でネットワー
クを形成し、マッチングを促進することにより、多様な業種と連携した新商品開発や販路
開拓、施設整備等の取組を支援。

新規 － － ○ ○ － ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省
食料産業局
産業連携課

TEL：03-6744-2063
FAX：03-6738-6475

農山漁村再生可
能エネルギー導
入事業（農山漁
村活性化再生可
能エネルギーモ
デル構築事業）

1,488
（特別重点要求

枠）
（復興特別会計
（復興庁一括計

上分）213)

民間団体
農林漁業者等が参画し、農山漁村の資源を活用して行う再生可能エネルギー発電事業によ
る収入を地域の農林漁業の発展に活用する「地域眼減モデル」の構築への支援。 新規 － － － ○ ○ ○ － － － ○ － － － ○ － 農林水産省

食料産業局
再生可能エネルギーグ
ループ

TEL：03-6744-1507
FAX：03-3593-9185

バイオマス産業
都市づくり対策
事業

3,410
（特別重点要求

枠）
民間団体等

バイオマス産業と軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくり（バイオマ
ス産業都市）の構築を支援。
<バイオマス産業都市づくり推進事業（補助金）>
・地域段階の取組
a)地域のバイオマスの発生から収集運搬・製造・活用までの総合的な利用システムが構築
され、他の地域産業との連携・結合によって、バイオマスを活用したグリーン産業の成立
を目指している地域、b)地域のバイオマスエネルギーと太陽光、小水力等の組み合わせに
よる地域循環型エネルギーシステムの構築を目指している地域を対象に「バイオマス産業
都市推進計画」の策定を支援。
・全国段階の取組
地域段階の取組を効果的に進めるため、バイオマス産業都市の実現可能性の高い地域を選
定するための事業可能性調査を行うとともに、専門家による市町村等の計画づくりを支
援。
<バイオマス産業都市づくり整備事業（補助金）>
バイオマス産業都市づくりに必要な施設整備を支援。

新規 － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ － － － ○ － 農林水産省
食料産業局
バイオマス循環資源課

TEL：03-6738-6479
FAX：03-6738-6552

新規需要米(米
粉・飼料用米
等)の定着拡大
を図るための措
置

－ 事業者
新規需要米(米粉・飼料用米等)の定着拡大を図るため、税制、金融、法律上の措置を実
施。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
農産部
穀物課

TEL：03-3502-5965
FAX：03-6744-2523
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/k
omeko/index.html
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強い農業づくり
交付金

2,093

都道府県、
市町村、農
業者の組織
する団体等
(都道府県経
由)

国産農産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設
等の整備について、国が都道府県に対して交付金を交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
総務課
生産推進室

TEL：03-3502-5945（生産推進室）
FAX：03-3502-8518（生産推進室）
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tu
yoi_nougyou/index.html

産地活性化総合
対策事業

4,386
協議会、

民間団体等
産地の収益力の向上に向けた取組や食料自給率目標の達成に向けた戦略作物の生産拡大、
農作業安全対策の推進等による産地の活性化を図る取組に対する補助。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省

生産局
総務課
生産推進室
【農産業安全対策】
生産局農産部
技術普及課
生産資材対策室

TEL：03-3502-5945（生産推進室）
       03-6744-2111（生産資材対策室）
FAX：03-3502-8518（生産推進室）
       03-3597-0142（生産資材対策室）
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tu
yoi_nougyou/index.html

果樹・茶支援対
策事業

6,830

農業者団
体、
民間団体
等、
農業者

果樹・茶について、産地・担い手が行う優良品目・品種への転換のための改植及びこれに
伴う未収益期間に対する経費等を支援。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省

【果樹】
生産局農産部園芸作物課
【茶】
生産局農産部地域作物課

【果樹】
TEL：03-3502-5957
FAX：03-3502-0889
【茶】
TEL:03-6744-2117
FAX:03-3502-4133
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryu
tu/fruits/f_siensaku/index.html

エコフィード緊
急増産対策事業

61 民間団体等
ＴＭＲセンター等における食品残さ等の利用拡大や地域の未利用資源の飼料化のための実
証試験等の取組に対し支援。

継続 － － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省

生産局
畜産部
畜産振興課
飼料需給対策室

TEL：03-3591-6745
FAX：03-3502-8296

甘味資源作物・
国内産糖交付金
等

所要額
50,506

甘味資源作
物生産者及
び国内産糖
製造事業者
等

国内産糖と輸入糖との内外コスト格差等を調整し、さとうきび及びでん粉原料用かんしょ
生産者並びに国内産糖製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の経営安定のための交
付金を交付。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
農産部
地域作物課

TEL: 03-3501-3814
FAX: 03-3593-2608
http://www.maff.go.jp/j/budget/pdf
/120906-01.pdf

環境保全型農業
直接支援対策

2,644 農業者等
農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、地球温暖
化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合、取組面積に応じた支援等
を実施。

変更

新たに環境保全に効果の高い営農活動に取
り組む者の増加が図られる仕組みとなるよ
う、また、より効率的かつ効果的な仕組み
となるよう見直し。

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
農産部
農業環境対策課

TEL：03-6744-0499
FAX：03-3502-0869
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ind
ex.html

産地再生総合支
援事業

6,600

都道府県、
市町村、農
業者の組織
する団体等
(都道府県経
由)

デフレの長期化や少子高齢化の進行など、食料に影響する経済社会情勢の変化に対し、産
地が一体となって行う収益性改善等の取組に必要となる共同利用施設の整備を支援するた
め、都道府県に対して補助金を交付。

新規 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
総務課
生産推進室

TEL：03-3502-5945
FAX：03-3502-8518

輸出対応型生
産・出荷体制強
化交付金

3,000

都道府県、
市町村、農
業者の組織
する団体等
(都道府県経
由)

産地の取組として、輸出を目指し、「安全で」「美味しく」「健康的な」農産物の生産、
出荷体制を構築するために必要な施設整備等について、国が都道府県に対して交付金を交
付。

新規 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
生産局
総務課
生産推進室

TEL：03-3502-5945
FAX：03-3502-8518

鳥獣被害防止総
合対策交付金

10,500
地域協議会
等

鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する被害防止計画に基づき行う、個体数調整、被
害防除、生息環境管理等の取組を総合的に支援。

変更
都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術
実証活動、人材育成活動を支援対象に追
加。

－ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省

生産局
農産部
農業環境対策課
鳥獣災害対策室

TEL：03-3591-4958
FAX：03-3502-0869

畑作物の所得補
償交付金

212,319 農業者
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねを生産数量目標に従って生産
する農業者に対して、標準的な生産に要する費用と標準的な販売価格の差額分に相当する
交付金を直接交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
経営政策課

TEL：03-3502-5601
FAX：03-3502-6007
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/in
dex.html

米の所得補償交
付金

170,000 農業者
米を生産数量目標に従って生産する農業者に対して、標準的な生産に要する費用と標準的
な販売価格の差額分に相当する交付金を直接交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
経営政策課

TEL：03-3502-5601
FAX：03-3502-6007
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/in
dex.html
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米価変動補塡交
付金

30,000 農業者
前年度に米の所得補償交付金の交付を受けた農業者に対して、前年産米の販売価格が標準
的な販売価格を下回った場合に、その差額分に相当する交付金を直接交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
経営政策課

TEL：03-3502-5601
FAX：03-3502-6007
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/in
dex.html

経営体育成支援
事業

4,883 市町村
適切な人・農地プランを策定した地域の中心経営体等に対し農業用機械等の導入等の経費
を支援。

変更 人・農地プランとの連携を強化 － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
就農・女性課
経営体育成支援室

TEL：03-6744-2148
FAX：03-3593-2612
http://www.maff.go.jp/j/keiei/keik
ou/kouzou_taisaku/k_keiei_sien.htm
l

規模拡大加算
所要額
10,000

農業者
農地利用集積円滑化団体を通じて、面的集積（連坦化）がなされた農地に利用権を設定し
て経営規模の拡大をした場合に、２万円/10ａを直接交付。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
農地政策課

TEL：03-6744-2151
FAX：03-3592-6248

農業者・農業参
入法人等への金
融支援

－
農業者
事業者

農業者の経営改善や農業経営に意欲的な企業の農外からの新規参入等を促進するため、長
期・低利資金の貸付等により支援（恒久措置）。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
金融調整課

TEL：03-3501-3726
FAX：03-3502-8081

戸別所得補償経
営安定推進事業

8,499
市町村等

（都道府県
経由）

地域での話し合いで決められる中心経営体、そこへの農地集積や地域農業のあり方等を記
載した人・農地プランの作成への支援及びプランの作成・実行に向けた地域農業支援の連
携・分担による推進体制の強化への支援。
また、地域での話合いにより決められた中心経営体への農地集積に協力する者に対して農
地集積協力金を交付。

変更

プランの作成・実行に向けた地域農業支援
組織の連携・分担による推進体制の強化へ
の支援を追加。
また、農地集積協力金の対象を樹園地・野
菜畑等（土地利用型農業以外）にも拡充。

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
経営政策課
農地政策課

【経営政策課】
TEL：03-6744-0576
FAX：03-3502－6007
【農地政策課】
TEL：03-6744-2151
FAX：03-3592－6248

新規就農総合支
援事業

34,866
新規就農者

等
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前後の青年就農者への給付金の給
付、法人雇用就農の促進、地域農業リーダー人材の層を厚くする農業経営者教育の強化。

変更

法人等の職員を当該法人等の次世代経営者
として育成していくために先進法人・他産
業へ研修派遣する経費を助成するメニュー
を追加。

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
経営局
就農・女性課

TEL：03-3502-6469
FAX：03-3593-2612

中山間地域等直
接支払交付金

27,573
農業者等(都
道府県、市
町村経由)

耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等におい
て、農業生産活動を継続して行う農業者等に対し農業生産条件の不利を補正するため、国
が交付金を交付。

変更

人・農地プランの策定等を契機として、本
制度の実施集落が、未実施集落等と連携し
て当該地域の活性化を担う人材の確保等に
向けた取組等を行う場合に、交付額を加
算。

－ － － ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課
中山間整備推進室

TEL：03-3502-8359
FAX：03-3592-1482
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyu
san/siharai_seido/index.html

振興山村におけ
る税制の特例

－

製造業者、
旅館業者、
農林水産物
等販売業者

山村振興法の規定により振興山村として指定された区域において、製造の事業等の用に供
するために取得した機械及び建物等に係る特別償却制度を措置。

変更 支援対象に農林水産物等販売業者を追加。 － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/tokut
ei/pdf/80.pdf

山村振興法に基
づく地方交付税
の不均一課税に
伴う減収補填

－ 認定法人
認定法人が、振興山村の区域内において、森林・農用地の保全事業等の用に供する設備を
新設又は増設した場合に係る不動産取得税や固定資産税について、地方公共団体が不均一
課税をした場合、地方交付税による補填を措置。

継続 － － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482

特定農山村地域
における農林業
等の活性化のた
めの基盤整備の
促進に関する法
律

－
市町村、

農林業者等

中山間地域の活力を維持・増進するため、農林業を中心とした活性化のための基盤整備を
促進するための措置を講ずることにより、中山間地域における農林業等の振興を図り、
もって豊かで住みよい農山村の育成に寄与。

継続 － － － － ○ － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482

中山間地域活性
化資金

－
農林漁業

者、民間事
業者等

中山間地域において、農林漁業を総合的に振興して地域の活性化を図るため、地域の農林
畜水産物の加工の増進及び流通の合理化、農林漁業資源の総合的利用等を目的とした長期
低利の資金を融資。

継続 － － － － ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482
【参考URL】
http://www.jfc.go.jp/a/finance/fund.html
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大都市 地方都市 農山漁村 集落

地域産
業、イ
ノベー
ション

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
交流

まちづ
くり,地
域交通

農林水
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信

地域医
療、福
祉・介

護

子育て
支援、
教育

環境 その他
施策名

要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

振興山村・過疎
地域経営改善資
金

－

農林漁業
者、農業協
同組合、森
林組合、水
産業協同組

合等

振興山村又は過疎地域の農林漁業者等が、その地域の自然的・経済的条件に適応した経営
の改善や農林漁業の振興を図ることにより、所得の安定確保や地域の活性化が実現できる
よう、必要な長期低利の資金を融資。

継続 － － － － ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482
【参考URL】
http://www.jfc.go.jp/a/finance/fund.html

農山漁村電気導
入促進法

－

農業協同組
合、森林組
合、水産業
協同組合等

電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開
発のまま存する農山漁村に電気を導入し、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大
と農山漁家の生活文化の向上を図る。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課

TEL：03-3502-6005
FAX：03-3592-1482

中山間ふるさ
と・水と土保全
推進事業

－ 都道府県
棚田地域等を対象に、都市住民等の活動参加ネットワークの構築・運営、地域住民活動を
推進する人材の育成、施設や農地の保全・利活用活動及び保全整備の促進に対して支援。

継続 － － － ○ ○ － ○ － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
農村政策部
中山間地域振興課
中山間整備推進室

TEL：03-3501-8359
FAX：03-3592-1482

農村地域力発揮
総合対策交付金

14,410
（特別重点要求

枠)

地域協議会
等

「食」を活かした手づくり活動、暮らしの再生活動など地域コミュニティの再生と地域活
性化に向けた取組を支援。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
都市農村交流課

TEL：03-3502-5946
FAX：03-3595-6340

農村地域工業等
導入促進法

－ 事業者等

農村地域への工業等の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望
及び能力に従ってその導入される工業等に就業することを促進するための措置を講じ、並
びにこれらの措置とあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることによ
り、農業と工業等との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資する。

継続 － － － ○ － － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
都市農村交流課

TEL：03-3502-5948
FAX：03-3595-6340

農山漁村の活性
化のための定住
等及び地域間交
流の促進に関す
る法律

－ 市町村等
人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山
漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずるこ
とにより、農山漁村の活性化を図る。

継続 － － － ○ － － ○ － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
都市農村交流課

TEL：03-3502-5946
FAX：03-3595-6340
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kasseika/index.h
tml

農山漁村滞在型
余暇活動のため
の基盤整備の促
進に関する法律

－ 農業者等
ゆとりある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与するため、農山漁村滞在型余暇活
動のための基盤の整備の促進等に資する。

継続 － － － ○ － － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
農村政策部
都市農村交流課

TEL：03-3502-0030
FAX：03-3595-6340
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/k
ouhukin/index.html

特定地域振興生
産基盤整備事業

7,269 都道府県
自然条件等により恒常的な農業用水の不足が生じ、干ばつ被害を受け易い島しょ地域にお
いて、地域の基幹産業である農業の生産力を支える農業用用排水施設、区画整理等の基盤
の整備・保全を実施。

継続 － － － ○ － － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
整備部
水資源課

TEL：03-3502-6246
FAX：03-5511-8252

農業体質強化基
盤整備促進事業

22,000

都道府県
市町村（一
部都道府県

経由）
農業者等の
組織する団
体（一部都
道府県経

由）

すでに農地の区画が整備されている地域等において農地・農業水利施設の整備をきめ細か
く実施し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進。

変更

狭小区画農地における農地集積を加速化す
るため、畦畔除去に加え、換地を伴わずに
農作業道の拡幅や用排水路の管水路等の整
備を迅速・安価に行う「簡易農地整備」を
拡充

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
整備部
農地資源課
経営体育成基盤整備推進
室

TEL：03-6744-2208
FAX：03-3592-0302

農地・水保全管
理支払交付金

28,863 集落等
地域共同による農地・農業用水等の保全管理や施設の長寿命化のための活動等を支援する
とともに、農地・水の管理作業を集落で持続的に担うための環境を整備する取組に対して
追加的に支援。

変更

農地集積が進展する中、カバープランツの
植栽など畦畔管理・水管理の省力化等に資
する集落の取組を支援し、農地・水の管理
作業を集落が持続的に担うための環境を整
備。

－ － ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
整備部
農地資源課
農地・水保全管理室

TEL：03-6744-2447
FAX：03-3592-0302
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/n
outi_mizu/index.html

耕作放棄地再生
利用緊急対策交
付金

203

農業者、農
業者組織、
農業参入法
人等(耕作放
棄地対策協
議会経由)

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人
等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取組を総
合的に支援。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
農村政策部
農村計画課
耕作放棄地活用推進室

TEL：03-6744-2195
FAX：03-3501-9580
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/hou
kiti/index.html
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大都市 地方都市 農山漁村 集落
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業、イ
ノベー
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ミュニ
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くり,地
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農林水
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療、福
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護
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環境 その他
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(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

戸別所得補償実
施円滑化基盤整
備事業

25,768
都道府県、
事業指定法

人

国営事業等によって形成された大規模農業地域であって、戦略作物の生産拡大や耕地利用
率の向上等に取り組む地域に必要な基盤の整備・保全を推進。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
整備部
農地資源課
経営体育成基盤整備推進
室

TEL：03-6744-2208
FAX：03-3592-0302
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/ko
betsukiban/kobetsukiban.html

6次産業化等促
進基盤整備事業

17,532 都道府県
地域ぐるみでの野菜・果樹等の高収益作物の導入や集落営農組織の設立・法人化による６
次産業化、農業用施設や地域活性化施設の用地創出を推進するため、農地・農業水利施設
の整備を実施。

新規 － － － ○ － ○ ○ － － ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
整備部
農地資源課
経営体育成基盤整備推進
室

TEL：03-6744-2208
FAX：03-3592-0302

海岸事業

3,962
の内数

(うち要望枠
456)

直轄事業、
都道府県、

市町村

津波、高潮、波浪等による被害を防止するために必要な施設の整備により、国民の生命・
財産について所要の安全性を確保。

継続 － － － ○ － － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省

農村振興局
整備部
防災課

水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課

【農村振興局】
TEL：03-6744-2199
FAX：03-3581-0325
参考URL：
http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/b
ousai_saigai/b_kaigan/index.html
【水産庁】
TEL：03-3502-5304
FAX：03-3503-3956
参考URL：
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo
/sub5.html

災害関連緊急大
規模漂着流木等
処理対策事業

災害復旧事業費
等の内数

都道府県、
市町村

当該年発生の洪水、台風等により大規模に海岸に漂着した流木及びゴミ等が、海岸保全施
設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的にこれらの流木及びゴミ等の処理を実施。

継続 － － － ○ － － － － － － － － － － ○ 農林水産省

農村振興局
整備部
防災課

水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課

【農村振興局】
TEL：03-6744-2211
FAX：03-3592-0304
参考URL：
http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/b
ousai_saigai/b_hukkyuu/index.html
【水産庁】
TEL：03-3502-5304
FAX：03-3503-3956
参考URL：
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo
/sub5.html

農山漁村地域整
備交付金

13,907
(うち復興特別

会計 5,255)

都道府県、
市町村、土
地改良区、
森林組合、
漁協等（以
上、都道府
県経由）、

市町村

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と創意工夫による
農山漁村地域の整備を推進。
＜主な対象事業＞
　○農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等
　○森林分野　　：路網整備、予防治山等
　○水産分野　　：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等

継続 － － － ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
整備部
農村整備官

TEL：03-6744-2200
FAX：03-3501-8358

農山漁村活性化
プロジェクト支
援交付金

5,000
(うち復興特別

会計 2,000)

都道府県、
市町村、農
林漁業者等
の組織する
団体等（都
道府県、市
町村経由）

地方公共団体が、地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者の増加などを通じた農
山漁村の活性化を図る計画を作成し、その実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組
について、国が交付金によって支援。

継続 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － 農林水産省
農村振興局
整備部
農村整備官

TEL：03-3501-0814
FAX：03-3501-8358
【参考URL】
http://www.maff.go.jp/j/kasseika/k_proje
ct/index.html

農山漁村再生可
能エネルギー導
入事業（小水力
等再生可能エネ
ルギー導入推進
事業）

5,450
（うち特別重点

要求額 5,300
       復興特

別会計 150)

地方公共団
体、民間団
体等

農業水利施設を活用した小水力等発電導入の可能性が高い地点を明らかにするとともに、
小水力等発電導入に係る調査設計、協議調整、設備導入等の取組を支援。

変更
日本再生戦略に関する「特別重点要求」

　（グリーン分野）5,300百万円
－ － ○ ○ － － － － ○ － － － ○ － 農林水産省

農村振興局
整備部
農村整備官

TEL:03-6744-2209
FAX:03-3501-8358

農林水産業・食
品産業科学技術
研究推進事業

4,435 民間団体等
農林水産・食品分野の成長産業化に向け、提案公募方式により、基礎段階から実用化段階
までの研究開発を継ぎ目なく支援。研究評価の結果優れた研究課題は、移行審査を経て次
の研究段階へ移行。

新規 － － ○ ○ － ○ － － － ○ － － － － － 農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究推進課

TEL：03-3502-5530
FAX：03-3593-2209

地域における産
学連携支援事業

117 民間団体等

全国に農林水産・食品産業分野の専門家を産学連携コーディネーターとして配置し、知的
財産の戦略的活用等、技術経営（ＭＯＴ）的視点を持ちつつ研究機関と企業等とのマッチ
ング支援を実施するとともに、セミナーの実施など、地域における農林水産・食品産業分
野の産学連携活動を一体的に支援。

継続 － － ○ ○ － ○ ○ － － ○ － － － － － 農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究推進課

TEL：03-6744-7043
FAX：03-3593-2209
【参考URL】
http://www.s.affrc.go.jp/docs/sang
akukan.htm
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担当部署名 連絡先・HPリンク先

産官共同アグリ
イノベーション
創出研究促進事
業

1,000

民間企業、
農林漁業者
等が共同で
設立する合
同会社
（LLC）

財政投融資特別会計からの出資金を原資とし、農林水産・食品分野の技術革新に向けて、
民間企業、農林漁業者等が共同で行う研究開発に対し、独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構を通じて出資及び研究支援を一体的に実施。

新規 － ○ ○ ○ － ○ － － － ○ － － － ○ － 農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究推進課

TEL：03-3502-5530
FAX：03-3593-2209

農山漁村におけ
るバイオ燃料等
生産基地創造の
ための技術開発
プロジェクト

445 民間団体等
・農山漁村に豊富に存在するバイオマスを活用し、農山漁村の自立・分散型エネルギーシ
ステムの形成に向けて、バイオ燃料等を効率的に生産・利用するための技術を開発する。
・公募により、民間団体等に委託(25年度は追加公募の予定なし）。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － ○ － 農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究開発官(環境)

TEL：03-3502-0536
FAX：03-3593-7227

地域における熱
エネルギーを効
率的に利用する
ためのプロジェ
クト

400 民間団体等
・農山漁村の自立・分散型エネルギーシステムの形成に向けて、農村地域における熱エネ
ルギーを施設園芸等に効率的に利用する技術の実証研究を実施。
・公募により、民間団体等に委託。

新規 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － ○ － 農林水産省
農林水産技術会議事務局
研究開発官(環境)

TEL：03-3502-0536
FAX：03-3593-7227

公共建築物等木
材利用促進法

－
都道府県、
市町村、林
業事業者等

木材の利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木
材の自給率の向上に寄与するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する公共建築物
における国内で生産された木材その他の木材の利用の促進に関する基本方針について定め
るとともに、公共建築物の建築に用いる木材を円滑に供給するための体制を整備する等の
措置を規定。

継続 － ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － ○ － 農林水産省
林野庁
林政部
木材利用課

TEL: 03-6744-2297
FAX: 03-3502-0305

「緑の新規就
業」総合支援事
業

8,584
（うち特別重点
要求額3,285）

林業就業希
望者、事業

者

林業への就業に向けて知識の習得等を行う青年を支援することにより就業希望者の裾野を
広げるとともに、施業の集約化と路網の整備、高性能林業機械を活用した効率的な作業シ
ステムにより、利用期を迎えた人工林資源を有効活用し、国産材の安定供給につなげてい
くため、専門的かつ高度な知識・技術を有し、間伐や道づくり等を効率的に行える現場技
能者を確保・育成及びその定着を図る。

新規 － － － ○ － ○ ○ － ○ ○ － － － ○ － 農林水産省

林野庁
林政部
経営課
林業労働対策室

TEL：03-3502-1629
FAX：03-3502-1649

地域林業･木材
産業機械設備
リース導入支援
事業

140 事業体
木材の低コスト生産に必要となる林業機械や品質･性能の確かな木材製品の安定供給に必
要となる木材加工設備のリースによる導入を支援。

変更
川上対策（高性能林業機械導入支援）川下
対策（木材加工設備導入支援）を本事業に
統合

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
林野庁
林政部
経営課

TEL：03-3502-8055
FAX：03-3502-1649

地域材供給倍増
事業

829
の内数

民間団体等
木材自給率50％を目指し、水平連携など木材産業の活性化、公共建築物等への地域材利用
の促進や木質バイオマスの利用促進のための取組を実施。

変更

製材JASの取得支援や、新たな地域材製品
の生産技術開発等への支援、HWPルールの
周知など木材利用拡大に向けた取組を支援

対象に追加。

－ － ○ － ○ － － ○ ○ － － － － － 農林水産省

林野庁
林政部
木材利用課
木材産業課

TEL: 03-6744-2296
FAX: 03-3502-0305

森林吸収源対策
等の着実な推進
(森林整備・治
山事業)

241,070
(うち特別重点

要求額49,513、
重点要求額

9,717、復興特
別会計25,722)

都道府県、
市町村、

林業事業体
等

森林・林業の再生を図るとともに、森林吸収量の確保に向け搬出間伐等の森林施業や林業
専用道等の整備を支援。また、津波に強い海岸防災林の整備や集中豪雨等により被災した
山地の防災力の向上等を通じ、地域の安全安心を確保。

変更
山地災害の危険度の高い地域において一定
の範囲内において行う高齢級の保安林の整
備を追加など

○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － ○ 農林水産省
林野庁
森林整備部
計画課

TEL：03-3501-3842
FAX：03-3593-9565

森林・山村資源
利用交付金

2,735 地域協議会
森林所有者と、地域住民、ＮＰＯ、民間団体等との合意により設置する民間協働組織（活
動組織）による里山林等の森林保全管理や、広葉樹未利用材の利活用活動、森林環境教育
等山村の活性化に資する取組に対し、一定の費用を国が支援する。

新規 － － － ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － ○ － 農林水産省

林野庁
森林整備部
計画課
森林総合利用・山村振興
室

TEL：03-3502-0048
FAX：03-3593-9565

森林・林業再生
基盤づくり交付
金

6,406
(うち特別重点
要求額5,800)

都道府県、市
町村、森林組
合、林業者等
の組織する団
体等(以上、
都道府県経
由)、市町村

地域の自主性・裁量を尊重しつつ、森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健
全な発展並びに林産物の供給及び利用の確保に資する施策を総合的かつ計画的に推進。

新規 － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － － － 農林水産省
林野庁
林政部
経営課

TEL：03-3502-8055
FAX：03-3502-1649

水産多面的機能
発揮対策

3,000
の内数

（特別重点要求
枠）

地域協議会
水産業・漁村の持つ多面的機能の効果的・効率的な発揮により水産業の再生・漁村の活性
化を図るため、漁業者等が行う多面的機能の発揮に資する国民の生命・財産の保全、地球
環境保全、漁村文化の継承などの活動に対して支援。

新規 － － － ○ ○ － ○ ○ － ○ － － － ○ － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
計画課

TEL：03-3501-3082
FAX：03-3581-0326
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漁業経営安定対
策事業

26 漁業経営体
水産物の安定供給の担い手を目指して積極的かつ計画的に経営改善に取り組む経営体を対
象に、収入変動による漁業経営への影響を緩和し、その経営改善を支援。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁政部
漁業保険管理官

TEL：03-6744-2356
FAX：03-3502-0827
【参考URL】
http://www.jfa.maff.go.jp/j/hoken/keieian
tei/index.html

強い水産業づく
り交付金

311
の内数

都道府県等

＜経営構造改善目標＞
　効率的かつ安定的な漁業経営の育成に必要な水産業生産基盤としての共同利用施設等を
整備。
＜資源増養殖目標＞
　内水面漁業･養殖業の持続的かつ健全な発展と地域の活性化を図っていくために必要と
なる施設整備の取組を支援。

継続 － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省

水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課

増殖推進部
栽培養殖課

TEL：03-6744-2391
     03-3502-8489
FAX：03-3581-0325
     03-6744-2386
【参考URL】
http://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/koufuk
in/index.html

離島漁業再生支
援交付金

1,235
都道府県、

市町村

離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、本土と架
橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、漁場の生産力の
向上に関する取組などの漁業の再生に取り組む漁業集落に交付金(25世帯で構成される集
落の場合340万円)の交付による支援を実施。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課

TEL：03-6744-2392
FAX：03-3581-0325

産地水産業強化
支援事業 3,250

産地協議
会、市町

村、民間団
体

＜産地水産業強化支援事業＞
漁村において、漁業者団体、市町村、関係者からなる協議会により「産地水産業強化計
画」を策定し、所得の向上、地先資源の増大等に資する取組や漁村共通の課題を調査・検
討し、成果を全国に普及する活動について支援。
＜施設整備支援事業＞
　上記の計画で必要となる施設の整備について支援。

継続 － － ○ ○ － － ○ ○ － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
防災漁村課

TEL：03-6744-2391
FAX：03-3581-0325
【参考URL】
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo
/bousai/shienjigyou.html

漁業収入安定対
策事業

24,553 漁業経営体
漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し、漁業者による資源管理の取組に対する補助とし
て、収入額が減少した場合に減収補塡を実施。

継続 － － － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁政部
漁業保険管理官

TEL：03-6744-2356
FAX：03-3502-0827

水産基盤整備事
業

76,205
（うち特別重点
要求額14,177）

直轄事業、
地方公共団
体等

我が国周辺水域における水産資源の生産力向上と力強い産地づくりの推進に資する漁港漁
場の整備等を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
計画課

TEL：03-3502-8491
FAX：03-3581-0326
【参考URL】
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_
gyozyo/index.html

廃船ＦＲＰ漁船
の魚礁等への活
用実証事業

65 民間団体 廃船となったＦＲＰ漁船の魚礁等への適切な活用等を検討するための実証試験を行う。 変更

平成23年度に設置した60トン型の実証試験
魚礁に加え、ＦＲＰ漁船の９割以上を占め
る小型ＦＲＰ漁船を複数隻組合わせた実証
試験魚礁を製作・設置し、網羅的な実証試
験を実施

－ － ○ ○ － － － － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
計画課

TEL：03-3501-3082
FAX：03-3581-0326

新規就業者総合
支援事業

1,200
新規漁業就

業者等

希望者が経験ゼロからでも円滑に漁業に就業できるよう、就業準備段階における資金の給
付を行うとともに、就業相談会等の開催、漁業現場での実地による長期研修、漁業活動に
必要な技術習得等、求職者の段階に応じた支援を行うことで、漁業への就業と定着を図
り、漁業の６次産業化を担う人材を確保・育成し、漁村地域の活性化を図る。

変更

漁業への就業に向け、漁業学校等で学ぶ若
者に対する資金を給付。
漁家子弟を含む新規就業希望者の漁業現場
での実地による 長３年間の長期研修を支
援。
経理・税務、流通・加工、漁船操業の安全
等の知識の習得について支援。

－ － ○ － － － － － ○ － － － － － 農林水産省
水産庁
漁政部
企画課

TEL：03-6744-2340
FAX：03-3501-5097

漁港のエコ化推
進事業

53 民間団体
漁港のエコ化を推進するため、既存施設の調査等を通じて、再生可能エネルギーの導入や
節電対策等についての検証を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － ○ － 農林水産省
水産庁
漁港漁場整備部
計画課

TEL：03-3501-3082
FAX：03-3581-0326

先端農業産業化
システム実証事
業

5,000 民間団体等

被災地域を始めとする農業の競争力を強化し、農業を成長産業にしていくため、「工業」
の技術、「商業」の経営ノウハウ等を総動員することにより、①先端技術を活用した先端
的農業システムの実証、②　①の生産物等に関し、出口となる消費者ニーズを捉えた収益
性の高い加工・流通システムの実証を、被災地を中心に実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
地域経済産業政策課

TEL：03-3501-1697
FAX：03-3580-6389
【URL】
http://www.meti.go.jp/main/yosanga
isan/fy2013/pr/pdf/fukkou_03.pdf

農業成長産業化
実証事業

2,000 民間団体等
地域に散在する工業技術、商業ネットワーク等を活用し、先端技術を活用したシステム
（植物工場等）の実証、効率的な加工・流通等を行う国内外の枠組み等の構築、統一ブラ
ンドの構築等の取組を数プロジェクト補助。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
地域経済産業政策課

TEL：03-3501-1697
FAX：03-3580-6389
【URL】
http://www.meti.go.jp/main/yosanga
isan/fy2013/pr/pdf/chiki_g_01.pdf
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成長産業・企業
立地促進等事業
費補助金

641 民間団体等
企業立地促進法の規定により国の同意を受けた基本計画の集積区域において、成長分野の新規
立地促進・事業高度化に資する高度な人材育成などの取組を支援。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
立地環境整備課

TEL：03-3501-0645
FAX：03-3501-6231

地域企業立地促
進等委託費

56 民間団体等

「工場立地相談窓口」を設置し、立地関連規制の手続や用地の選定についての相談に応じ
て、専門的な見地からの助言を行うとともに、企業等に出向き更なる国内投資の実現に向
けたアドバイスを行うことによって、企業の円滑な国内立地を推進し、国内空洞化を防止
する取組を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
立地環境整備課

TEL：03-3501-0645
FAX：03-3501-6231

東日本大震災復
興ソーシャルビ
ジネス創出促進
事業

300 民間団体等
被災地の早期の復興及び地域経済の活性化を図るため、被災地における新しい産業・雇用
の創出主体となりうるソーシャルビジネスの創出や事業基盤の強化を推進する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
立地環境整備課

TEL：03-3501-0645
FAX：03-3501-6231

成長産業・企業
立地促進等施設
整備費補助金

400 民間団体等
企業立地促進法の規定により国の同意を受けた基本計画の集積区域内において、企業立地
促進及び産業集積形成のための基盤として活用され、我が国の産業競争力強化に資する施
設又は設備を整備する事業等に対して補助を行う。

変更 補助対象施設の拡充等を行う。 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
産業施設課

TEL：03-3501-1677
FAX：03-3501-6270

工業用水道事業 240
地方公共団

体
地盤沈下の防止及び産業の適性配置という政策目的を達成するため、採択基準を満たす事
業を実施する市町村等（政令指定都市を除く）に対して補助を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
産業施設課

TEL：03-3501-1677
FAX：03-3501-6270

地域イノベー
ション創出実証
研究補助事業

240 民間団体等
地域の技術や資源を活かしたイノベーションによる新事業や新産業の創出、地域経済の活
性化を目指し、中小企業をはじめとする産学官の技術や資源を 適に組み合わせ、産学官
連携により事業化に取り組む実証研究を支援。（補助金、補助率２／３以内）

継続 － ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － 経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進課

TEL:03-3501-0075
FAX:03-3501-5953

地域新産業戦略
推進事業

706 民間団体等

広域経済圏において、国際競争力のある新産業構造への転換を図り、我が国の成長エンジ
ンとなる新たな産業資本の集積を促進するために、産学官等の様々な主体による連合体を
組成し、総合特区制度等とも連携しつつ、新たな市場を開拓するプロジェクトや試行的事
業に対して補助を行う。

継続 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － 経済産業省
経済産業政策局
地域経済産業グループ
地域新産業戦略室

TEL：03-3501-8794
FAX：03-3501-7917

グリーン貢献量
認証制度等基盤
整備事業

700 事業者等

中小企業等の低炭素投資やクレジットの活用による国内での資金還流を促すことで、環境
と経済の両立を実現するため、ポスト国内クレジット制度であるグリーン貢献量認証制度
（仮称）（中小企業等の設備投資による温室効果ガスの排出削減量をクレジットとして認
証する制度）の制度運営や参加事業者の事業計画の作成支援等を実施する。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － ○ － 経済産業省

産業技術環境局
環境ユニット
環境経済室
環境調和産業推進室

TEL：03-3501-1679
FAX：03-3501-7697

「見える化」制
度連携活性化事
業費補助金

600 事業者等

本事業は、環境配慮製品に対する消費者意識の向上を図り、クレジットの需要開拓を進め
るため、製品のカーボンニュートラル化（クレジットによるCO2排出量分の埋め合わせ）
を促進する。そこで、製品のカーボンニュートラル化を進めるクレジット活用企業を支援
し、ニュートラルラベル付製品の普及を推進する。また、消費者がニュートラルベラベル
をコミュニティ単位で集票し、集票分に応じて商品・サービスが還元される仕組みを導入
することで、環境と経済の両立を目指す。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － 経済産業省

産業技術環境局
環境ユニット
環境経済室
環境調和産業推進室

TEL：03-3501-1679
FAX：03-3501-7697

クリーンエネル
ギー自動車等導
入促進対策費補
助金

29,200
　※平成２３年
度からの繰越等
を含む総事業規

模　44,410

民間団体等
本格的に市場投入される電気自動車、プラグインハイブリッド自動車などの導入及び充電
設備等の設置に対する補助を行い、クリーンエネルギー自動車等の普及促進を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 経済産業省
製造産業局
自動車課

TEL：03-3501-1690
FAX：03-3501-6691
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革新的低炭素技
術集約産業国内
立地推進事業費
補助金

20,000 民間団体等

リチウムイオン電池やLEDなどの低炭素製品のうち、世界最先端の高いＣＯ２削減効果を持つ製品
について、生産技術を確立するため必要となる最初の生産ライン（いわゆる１号ライン）の設備投資
に対して、国がその経費の1/2または1/3を補助することによって、革新的低炭素技術集約産業の
国内集約化を促進する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネル
ギー部
省エネルギー対策課

商務情報政策局
情報通信機器課

経済産業政策局
地域経済産業グループ
産業施設課

【省エネルギー対策課】
TEL：03-3501-9726
FAX：03-3580-8439

【情報通信機器課】
TEL：03-3501-6944
FAX：03-3580-2769

【産業施設課】
TEL：03-3501-1677
FAX：03-3501-6270

地域ヘルスケア
構築推進事業

1,000
民間事業者

等

民間事業者と医療機関等が連携することで、公的保険では提供できない多様なニーズに応える医
療・介護周辺サービスが自立的に創出・提供されるよう、多様な機能を有する異業種の連携等によ
り、新たに医療・介護周辺のサービスを立ち上げる医療機関、事業者等を支援する。

継続 － － － － － ○ － － － － － ○ － － － 経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課

TEL：03-3501-1790
FAX：03-3501-0315
URL：
http://www.meti.go.jp/main/yosanga
isan/fy2013/pr/pdf/shojyo_02.pdf

伝統的工芸品産
業支援補助金

360 事業者等
伝統的工芸品産業の振興をはかるため、伝統的工芸品産地の製造協同組合等が実施する、
需要開拓等事業、後継者育成事業等の経費の一部を補助。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － 経済産業省
商務情報政策局
伝統的工芸品産業室

TEL：03-3501-3544
FAX：03-3501-6794

伝統的工芸品産
業振興補助金

500

伝産法第23
条に基づく
一般社団法
人または一
般財団法人

伝統的工芸品産業の振興をはかるため、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第２３条
に基づく一般社団法人又は一般財団法人」が実施する、①人材確保及び技術・技法継承事
業、②産地指導事業、③普及推進事業、④需要開拓事業の一部を補助。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － 経済産業省
商務情報政策局
伝統的工芸品産業室

TEL：03-3501-3544
FAX：03-3501-6794

中心市街地魅力
発掘・創造支援
事業費補助金

1,000

まちづくり
会社、商店
街振興組合
等

中心市街地活性化法に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた市町村の基本計画のうち、ま
ちづくり会社や商店街振興組合等が行う①まちの魅力を高めるための知恵の掘り起こしや
人材の確保・育成、②まちの魅力を発信する試みで、リスクが高く民間では実施が難しい
実証的な取組に対して支援を行う。

新規 － ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － 経済産業省

商務流通グループ
中心市街地活性化室

中小企業庁
経営支援部
商業課

【中心市街地活性化室】
TEL：03-3501-3754
FAX：03-3501-6204

【商業課】
TEL：03-3501-1929
FAX：03-3501-7809

中心市街地商業
等活性化支援業
務等委託費事業

195
民間事業者
等

中心市街地活性化に係る取組を継続的なものとするため、また、政策資源の効果を 大限
に引き出すため、以下の事業を行う。
①まちづくりの中核となる人材の育成事業や、全国のまちづくりの専門家とまちづくり団
体を繋ぐプラットフォームの創設
②中心市街地活性化のための支援措置の政策効果を測るための手法の開発や、まちづくり
関係者を全国から一同に集め、成功事例や失敗事例の要因等の情報発信
③新たなまちづくり事業手法の調査・研究

変更
まちづくりの専門家の派遣を廃止し、まち
づくりに関する専門家とまちづくり団体を
繋ぐプラットフォームを新たに創設する。

○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － 経済産業省
商務流通グループ
中心市街地活性化室

TEL：03-3501-3754
FAX：03-3501-6204

エネルギー使用
合理化事業者支
援補助金

54,240 事業者

事業者が計画した総合的な省エネへの取組であって、「技術の先端性」「省エネ効果」
「費用対効果」を踏まえて、政策的意義が高いと認められる設備更新の費用について補助
を実施する。また、中小企業の取組について重点的に支援を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネル
ギー部
省エネルギー対策課

資源エネルギー庁
電力ガス事業部ガス市場
整備課

資源エネルギー庁
資源燃料部石油流通課

[省エネルギー対策課]
TEL：03-3501-9726
FAX：03-3580-8439

[ガス市場整備課]
TEL:03-3501-2963
FAX:03-3580-8541

[石油流通課]
TEL:03-3501-1320
FAX:03-3501-1837

住宅・建築物の
ネット・ゼロ・
エネルギー化推
進事業費補助金

9,800 事業者等

建築物・住宅の省エネ化を推進するため、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）の
実現に資するような高性能設備機器等の導入支援や、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
（ＺＥＨ）の普及促進を図るため、住宅のゼロエネ化に資する住宅システムの導入支援を
実施する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネル
ギー部
省エネルギー対策課

TEL：03-3501-9726
FAX：03-3580-8439

再生可能エネル
ギー熱利用加速
化支援対策費補
助金

6,000
事業者、

都道府県、
市町村等

高いエネルギー効率を有し、エネルギーの更なる有効活用が期待できる再生可能エネルギーの熱
利用分野での導入拡大を図るため、地方自治体や民間事業者等による再生可能エネルギー熱利
用等（太陽熱、バイオマス熱、バイオマス燃料製造、地中熱、雪氷熱、温度差エネルギー）の先進
的な設備の導入に対して補助を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネル
ギー部
新エネルギー対策課

TEL：03-3501-4031
FAX：03-3501-1365
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独立型再生可能
エネルギー発電
システム等対策
費補助金

6,000
事業者、

都道府県、
市町村等

固定価格買取制度の対象とならない自家消費向け再生可能エネルギー発電設備や再生可能エネ
ルギー発電設備に併設される蓄電池等について導入を支援することにより、固定価格買取制度を
補完する形で再生可能エネルギー発電の更なる導入の拡大を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネル
ギー部
新エネルギー対策課

TEL：03-3501-4031
FAX：03-3501-1365

地熱資源開発調
査事業費補助金

7,500

（補助先）
独立行政法
人 石油天然
ガス・金属
鉱物資源機
構
（JOGMEC）
　
（間接補助
先）開発事
業者等

JOGMECをとおし民間事業者等が地熱資源開発に取り組む際に高いリスクを伴う地表調査及
び掘削調査に対して補助を行い、民間事業者等が行う地熱資源開発の取組を促進する。 継続 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省 資源エネルギー庁

資源・燃料部　政策課

TEL: 03-3501-2773
FAX: 03-3580-8449

地熱開発理解促
進関連事業支援
補助金

3,000

地方公共団
体、温泉事
業者、第３
セクター等

地熱資源の開発・活用を促進するため、地熱を有効利用することで、地域振興に役立ち、
地熱の地域利用促進に資する事業（例えば、地熱利用によるハウス栽培事業等）などを支
援する。

新規 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省 資源エネルギー庁
資源・燃料部　政策課

TEL: 03-3501-2773
FAX: 03-3580-8449

地熱資源探査出
資等事業

・探査段階への
出資：1,000
・開発段階への
債務保証：
8,000

（補助先）
独立行政法
人 石油天然
ガス・金属
鉱物資源機
構
（JOGMEC）
　
（間接補助
先）開発事
業者等

民間事業者の地熱資源開発を一層支援すべく、地下に関する知見等を有するJOGMECが政策
的支援機関として、民間事業者に対する金融支援を積極的に行うことにより、民間事業者
が行う地熱資源探査・開発の取組みに対し必要な資金の供給を行う。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省 資源エネルギー庁
資源・燃料部　政策課

TEL: 03-3501-2773
FAX: 03-3580-8449

地域 適エネル
ギー需給システ
ムの導入による
省エネルギー促
進情報提供事業

27
都道府県、
市町村等

街区レベルや地区レベルで複数の建築物が連携したエネルギーの面的利用を促進し、多様
な省エネ措置や活動の推進・支援するため、熱供給事業における地域 適エネルギー需給
システムについて、地方公共団体、次世代層、NPO団体、その他関係者などを含めた国民
各層に対し、環境イベント出展、セミナー活動等を通じて情報提供事業を実施。

継続 － ○ － － － － － － － － － － － ○ － 経済産業省

資源エネルギー庁
電力ガス事業部
政策課
熱供給産業室

TEL：03-3501-3547
FAX：03-3580-8481
【参考URL】
http://www.enecho.meti.go.jp/polic
y/dhc/hpver1/index.html

休廃止鉱山鉱害
防止等工事費補
助事業

2,028
都道府県、
市町村等

地域の健全な水循環と持続可能な水利用環境を維持するため、地方公共団体等が行う休廃
止鉱山の鉱害防止事業に対して補助金を交付。

継続 － － ○ ○ － － － － － － － － － ○ ○ 経済産業省
原子力安全・保安院
鉱山保安課

TEL：03-3501-1870
FAX：03-3501-6565

特許等取得活用
支援事業

1,600 民間事業者
中小企業等のアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや課題をその場で解
決するため、都道府県ごとに窓口（知財総合支援窓口）の整備及び支援人材の配置を行い
ワンストップで解決支援。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省
特許庁総務部
普及支援課

TEL：03-3501-5878
FAX：03-3506-8615
【参考URL】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?
url=/torikumi/chushou/chizai_mado.
htm

地域中小企業外
国出願支援事業

145 民間事業者
中小企業の外国特許等出願を支援する都道府県等中小企業支援センターに対し補助金を交
付し、中小企業の外国出願にかかる費用（現地代理人費用、翻訳費用等）を助成する。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省
特許庁総務部
普及支援課

TEL：03-3501-5878
FAX：03-3506-8615
【参考URL】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?
url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.
htm

地域団体商標等
出願等支援事業

6 －
地域団体商標制度の普及・啓発・活用に資するため、地域団体商標の活用法や権利化のノ
ウハウ等これまでに培ってきた情報を集約して掲載した冊子を作成し、権利者、都道府
県、市町村及び関係機関等へ配布する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 経済産業省
特許庁
商標課

TEL：03-3580-8012
FAX：03-3580-5907
【参考URL】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?
url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_
syouhyou.htm

中小企業取引適
正化対策事業

584 事業者
中小企業からの取引に関する相談対応（無料弁護士相談を含む）や「下請ガイドライン」
の周知等を図る下請かけこみ寺事業等を実施する。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省
中小企業庁
事業環境部
取引課

TEL：03-3501-1669
FAX：03-3501-6899
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中小企業再生支
援協議会事業

4,335
商工会議

所、県中小
企業支援セ
ンター等

企業再生の専門家が、再生を検討する中小企業の相談対応や再生計画の策定支援を行うと
ともに、中小企業の経営資源を引き継ぐ意欲ある中小企業等に対して、事業引継ぎの専門
家が、課題解決に向けた適切なアドバイス等を実施する。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 経済産業省

中小企業庁
経営支援部
経営支援課

事業環境部
企画課

（経営支援課）
TEL：03-3501-1763
FAX：03-3501-7099
（企画課）
TEL：03-3501-1765
FAX：03-3501-7791

【参考URL】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei
/saisei/index.html

新事業活動促進
支援補助金

3,050 中小企業等

中小企業者が行う、異分野の中小企業の連携、地域産業資源の活用、農商工等連携の制度
を活用して先進的かつモデル性の高い事業計画に沿って取り組む新商品・新サービスの開
発等の取組に係る経費の一部を補助することにより、中小企業の新事業活動等の促進を図
る。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － ○ － ○ － ○ － ○ － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課

TEL：03-3501-1767
FAX：03-3501-7055

中小企業者と農
林漁業者との連
携による事業活
動の促進に関す
る法律（農商工
等連携促進法）
に基づく農商工
等連携事業計画
の認定

－ 中小企業等
 農商工等連携促進法第４条に基づき、中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、互い
の経営資源（技術・販路等）を活用し、新事業活動（新商品・新サービスの開発等）を行
うことにより、需要の開拓を図る。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － － － ○ － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課

TEL：03-3501-1767
FAX：03-3501-7055

中小企業による
地域産業資源を
活用した事業活
動の促進に関す
る法律（地域産
業資源活用促進
法）に基づく地
域産業資源活用
事業計画の認定

－ 中小企業等
　地域産業資源活用促進法第６条に基づき、中小企業が地域産業資源（鉱工業品、農林水
産物、観光資源等）を活用し、新事業活動（新商品・新サービスの開発等）を行うことに
より、需要の開拓を図る。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － ○ － ○ － ○ ○ ○ － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課

TEL：03-3501-1767
FAX：03-3501-7055

中小企業の新た
な事業活動の促
進に関する法律
（新事業活動促
進法）に基づく
異分野連携新事
業分野開拓計画
の認定

－ 中小企業等

新事業活動促進法第１１条に基づき、異分野の中小企業が連携し、互いに経営資源(技術､
販路等)を活用して、新事業活動（新商品・新サービスの開発等）を行うことにより、新
たな事業分野の開拓を図る。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － － － ○ － ○ ○ ○ － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課

TEL：03-3501-1767
FAX：03-3501-7055

JAPANブランド
育成支援事業

387 民間団体等
中小企業の新たな海外販路の開拓につなげるため、複数の中小企業が協働し、自らの持つ
素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定支援を行うとともに、それに基づいて行う商品
の開発や海外展示会出展等の取組に対する支援を実施する。

継続 － ○ ○ － － ○ － － ○ － － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課

TEL：03-3501-1767
FAX：03-3501-7055

中小商業活力向
上事業

1,620

商店街振興
組合、商工
会、商工会
議所、特定
非営利活動
法人、民間
事業者等

商店街振興組合等が行う集客力向上及び売上増加に効果のある商店街活性化事業を行う取
組に対し補助。

継続 － ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
商業課

TEL：03-3501-1929
FAX：03-3501-7809

地域商業再生事
業

4,190 商店街等と
民間企業等
との連携体

地域住民の規模・行動範囲や商業量、地域住民が商店街等に求める機能などを丁寧に調査
し、まちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と商店街等とが一体となって、
まちづくり計画と整合的な地域コミュニティの機能再生に向けた取組に対する補助に加
え、外部環境の変化に適合した形で店舗を集約化するなど構造改革を進める取組等を支援
する。

継続 － ○ ○ － － － ○ － ○ － － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
商業課

TEL：03-3501-1929
FAX：03-3501-7809

地域商店街活性
化法に基づく
「商店街活性化
事業計画」の認
定制度

－
商店街振興
組合等

地域商店街活性化法第4条第1項に基づき、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業
者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民
の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣が事業計画を認定。当該認定を受けた計
画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図
る。

継続 － ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
商業課

TEL：03-3501-1929
FAX：03-3501-7809
【参考URL】
http://www.chusho.meti.go.jp/shogy
o/shogyo/ShoutengaiLow.htm
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地域商店街活性
化法に基づく
「商店街活性化
支援事業計画」
の認定制度

－
一般社団法

人等

地域商店街活性化法第6条第1項に基づき、商店街振興組合等に対して行う商店街活性化事
業計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う商店街振興組合等の組合員又は所
属員に対する研修、商店街活性化事業の実施についての指導・助言 等の事業活動につい
て、経済産業大臣が事業計画を認定。当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の
措置等について定めることにより、商店街の活性化を図る。

継続 － ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － 経済産業省
中小企業庁
経営支援部
商業課

TEL：03-3501-1929
FAX：03-3501-7809
【参考URL】
http://www.chusho.meti.go.jp/shogy
o/shogyo/ShoutengaiLow.htm

社会資本整備総
合交付金

1,505,575
都道府県、

市町村
地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、政策目的実現のための基幹的な
社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援。

継続 － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国土交通省
大臣官房
社会資本整備総合交付金
総合調整室

TEL：03-5253-8967
FAX：03-5253-8968
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05
_hy_000132.html

地域再生等に資
する実用化技術
の研究開発助成

270
民間企業、
大学等の研
究者等

地域の諸課題(社会インフラの老朽化、少子高齢化、気候変動に伴う災害など)の解決に資
するための研究開発のテーマを国が示し、そのテーマに対し、民間企業や大学等の研究開
発提案を公募し、より効果的・効率的な研究開発に対し助成を行う競争的資金制度。産学
官の連携等により、地域が抱える建設技術に関する課題解決に対して先駆的に行う研究開
発であり、かつ、他地域への応用性のある建設技術の研究開発課題を対象に公募を実施。
地域再生計画に位置づけられたものについて配慮。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ － － ○ － 国土交通省
大臣官房
技術調査課

TEL：03-5253-8125
FAX：03-5253-1536
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/kaihatu/
josei.html

PPP/PFIの先導
的な案件形成に
係る支援等

594
直轄調査、
都道府県、
市町村等

PPP/PFIによる民間の知恵・資金等の積極的な活用を推進するため、PPP/PFI事業の推進に
係る運用上の課題等の調査や先導的な案件形成等に係る支援を行う。

継続 － ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － ○ － 国土交通省
総合政策局
官民連携政策課

TEL：03-5253-8981
FAX：03-5253-1548

PPP/PFIの先導
的な取組に係る
支援

400
（重点要求額

枠）

都道府県、
市町村等

PPP/PFIによる民間の知恵・資金等の積極的な活用を推進するため、PPP/PFIに関する先導
的な取組（防災・エネルギー分野等におけるエリア全体での取組やPFIの実施の可否を検
討する制度の導入等)に係る支援を行う。

新規 － ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － ○ ○ 国土交通省
総合政策局
官民連携政策課

TEL：03-5253-8981
FAX：03-5253-1548

地域公共交通確
保維持改善事業

31,078

地域の協議
会等が策定
する生活交
通の確保維
持改善に関
する計画に
定められた
事業実施予
定事業者等

生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に 適な移動手段
が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たって
の様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援
する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ － － － 国土交通省
総合政策局
公共交通政策部交通支援
課

TEL：03-5253-8987
FAX：03-5253-1513

下請取引適正化
推進事業

15 事業者
建設業の下請取引等の実態調査を実施し、その結果に基づき指導を行い取引の適正化を推
進することで、中小企業を含めた建設業の活力を回復し、生産性の向上を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
土地建設産業局
建設業課

TEL：03-5253-8277
FAX：03-5253-1553
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/con
st/1_6_bt_000190.html

違反行為に対す
る監視体制の強
化

2 事業者
建設業法令遵守推進本部による立入調査の実施等により、建設工事の下請適正取引を推
進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
土地建設産業局
建設業課

TEL：03-5253-8277
FAX：03-5253-1553

建設業の取引の
適正化に向けた
機能の強化

59 事業者
元請－下請業者間等における取引上のトラブルについて、適切かつ迅速なアドバイス等を
行うことで、取引の適正化、中小建設業者の生産性を向上。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
土地建設産業局
建設業課

TEL：03-5253-8277
FAX：03-5253-1553
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo
13_hh_000061.html

事業転換のため
の課題解決の支
援

156 事業者
東日本大震災の教訓も踏まえ、地域の建設企業の再生、地域社会の維持や災害に強い国土
づくり等を進めるため、都道府県、地域金融機関と連携し、経営の専門家が中小・中堅企
業に対し新事業展開、企業再編・廃業等についてのアドバイスを行う取組を強化する。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － 国土交通省
土地・建設産業局
建設市場整備課

TEL：03-5253-8282
FAX：03-5253-1555
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総合的な交通体
系の推進に関す
る調査

14
都道府県、
市町村、NPO

等

　地域における円滑な移動の確保（地域モビリティ）に課題を持つ方々に対して、課題解
決に向けた取り組みを進めるにあたって必要となる計画立案の方法や多様な主体の合意形
成の方法、災害発生時のモビリティ確保への対応に向けた平常時からの取り組みといった
知恵・ノウハウについて提供することにより、地域の取り組みを支援。
　合わせて、毎月一回メールマガジンを希望者に向けて発行しており、定期的な情報提供
を実施することにより、地域の取り組みを支援。
　更に、災害発生後の地域のモビリティ確保に向けた平常時からの取り組み、緊急時の取
り組みのあり方について内容を拡充した『地域モビリティ確保の知恵袋2012～災害時も考
慮した「転ばぬ先の杖」～』を作成し、災害への備えた取り組みを支援。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 国土交通省
総合政策局
総務課

TEL：03-5253-8795
FAX：03-5253-1675
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/souko
u/seisakutokatsu_soukou_tk_000001.html

ユニバーサル社
会に対応した高
齢者、障がい者
等の歩行者移動
支援の推進

64の内数 事業者

ユニバーサル社会に向け、誰もが積極的に活動できるバリアフリー環境の構築をソフト施
策の面から推進することが重要であり、ＩＣＴ（情報通信技術）による歩行者移動支援の
推進が必要であることから、導入の方向性や効率的な維持更新等の課題について検討し、
自治体等が容易に導入の検討を行うためのガイドラインの作成などを進める。

継続 － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － ○ － － － － 国土交通省 政策統括官付

TEL：03-5253-8794
FAX：03-5253-1675
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_00
0023.html

官民連携基盤整
備推進調査費

654
都道府県、
市町村等

官民が連携して策定する地域戦略に資する事業について、公共土木施設への再生可能エネ
ルギー導入の検討を含む、基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移
行を支援する。

継続 － ○ ○ － － ○ － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
国土政策局
広域地方政策課

TEL:03-5253-8360
FAX:03-5253-1571

広域的地域間共
助の推進

1,600
広域的地域
間共助推進
協議会等

　防災、環境等様々な分野において、平時から各地域・多様な主体が相互に連携し、補完
し合う広域的な地域間の共助の取組を推進し、持続可能な国土・地域づくりに資するた
め、自治体、ＮＰＯ等多様な主体が構成する協議会の設立・計画策定と、同計画に基づく
事業実施をパッケージで支援する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ 国土交通省
国土政策局
広域地方政策課

TEL:03-5253-8370
FAX:03-5253-1572

「新しい公共」
の担い手による
地域づくり

96

「新しい公
共」の活動
の担い手に
対する経営
支援の主体

等

人々の支え合いと活気のある社会をつくることに向けた様々な当事者の自発的な「協働の
場」である「新しい公共」を実現するため、その担い手が自立的・持続的にコミュニティ
活動を行うことができる活動環境の整備を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国土交通省
国土政策局
地方振興課

TEL：03-5253-8404
FAX：03-5253-1588
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/arat
ana-kou/index.html

地籍調査事業
13,174

(うち復興特別
会計2,783)

都道府県
市町村（都
道府県経

由）

毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査を行うとともに、境界及び地積に
関する測量を実施して、その結果を地籍図及び地籍簿に取りまとめる地籍調査を実施する
地方公共団体等に対し負担金を交付する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － ○ 国土交通省
土地・建設産業局
地籍整備課

TEL：03-5253-8383
FAX：03-5253-1580
【参考URL】
http://www.chiseki.go.jp/index.htm
l

都市部官民境界
基本調査

1,422
（うち復興特別

会計713）
直轄事業

市町村等の地籍調査の実施に先立ち、官有地・民有地間の境界に関する調査を国が実施す
ることにより、市町村等の負担を軽減し、地籍調査を一層促進する。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － ○ 国土交通省
土地・建設産業局
地籍整備課

TEL：03-5253-8383
FAX：03-5253-1580
【参考URL】
http://www.chiseki.go.jp/index.htm
l

地籍整備推進調
査費補助金

224
都道府県、
市町村、民
間事業者等

地方公共団体や民間事業者等が実施する境界情報整備の経費に対する補助を行う。 変更 民間事業者等への直接補助を追加した。 ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 国土交通省
土地・建設産業局
地籍整備課

TEL：03-5253-8383
FAX：03-5253-1580
【参考URL】
http://www.chiseki.go.jp/index.htm
l

山村境界基本調
査

250 直轄事業
高齢化や村離れ、森林の荒廃が進行し、将来の地籍調査の実施が困難になるおそれがある
地域を対象に、境界情報を保全する調査を実施する。

継続 － － － ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
土地・建設産業局
地籍整備課

TEL：03-5253-8383
FAX：03-5253-1580
【参考URL】
http://www.chiseki.go.jp/index.htm
l

土地分類基本調
査（土地履歴調
査）

79 直轄事業

土地の安全性に関連して、土地本来の自然条件等の情報を容易に把握・活用できるよう、
過去からの土地の状況の変遷に関する情報の整備を行い、各機関が保有する災害履歴情報
等を幅広く集約し提供する調査を国が実施。これにより、被災しにくい土地利用への転換
を促進。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ 国土交通省
国土政策局
国土情報課

TEL：03-5253-8353
FAX：03-5253-1569
【参考URL】
http://nrb-
www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspe
ct.html

水源地域の保
全・活性化の推
進

10
市町村、
NPO等

水資源の起点として重要な役割を担う水源地域の維持・保全、活性化の推進を図るための
方策等について調査・検討を行う。

継続 － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － 国土交通省

水管理・国土保全局
水資源部　水資源政策課
水源地域振興室

TEL：03-5253-8391
FAX：03-5253-1583
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/m
izsei/tochimizushigen_mizsei_tk3_0
00013.html
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公有地の拡大の
推進に関する法
律による先買い
に係る土地を供
することができ
る用途の範囲の
拡大

－
都道府県、
市町村等

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市施設に関する事業、収用適格事業、市街
地開発事業等の用に供するため先買いした土地について、買取りから10年以上経過する等
の一定要件を満たす場合には、地域再生法第7条第1項に基づき、内閣府が認定した地域再
生計画に記載された事業の用に供することができる。

継続 － ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － － － － － － 国土交通省
土地・建設産業局
地価調査課
公共用地室

TEL：03-5253-8270
FAX：03-5253-1578

多様な働き方を
実現する施策の
検討

39の内数 －
業務の効率化・高付加価値化による生産性の向上及び国際競争力の強化や災害時の事業継
続性の向上等に資する多様な働き方を実現する施策（テレワークの普及推進等）の検討を
行う。

継続 － ○ ○ － － ○ － － ○ － ○ － ○ ○ － 国土交通省
都市局
都市政策課

TEL：03-5253-8397
FAX：03-5253-1586
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telewor
k/

防災集団移転促
進事業

44 市町村
災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域
内にある住居の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行う集団移転促進事業に係る
経費の一部について補助。

継続 － － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
都市安全課
都市防災対策推進室

TEL：03-5253-8402
FAX：03-5253-1587
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tob
ou/g7_1.html

集落活性化推進
事業

430 市町村等

人口減少や高齢化が先行・加速する条件不利地域において、定住人口の流出抑制及び交流人口
の増加を目的として、市町村の創意工夫により、その所有する廃校舎等の既存公共施設(ストック)
を再編し、ワンストップサービスの実現やサービスコストの低減を図る事業に必要な施設整備を支
援。

継続 － － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 国土交通省
国土政策局
地方振興課

TEL：03-5253-8404
FAX：03-5253-1588
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chis
ei/crd_chisei_tk_000021.html

住民参加型まち
づくりファンド
支援業務

200

まちづくり
ファンド(民
間都市開発
推進機構経
由)

地域の資金を地縁により調達し、これを景観形成・観光振興等のまちづくりへ誘導するた
め、まちづくり活動への助成を行う住民参加型まちづくりファンド(公益信託、公益法
人、市町村長が指定するNPO等の非営利法人（都市再生整備推進法人として指定された会
社であって民間都市開発推進機構の拠出金を充てて行う事業から生じる利益を当該会社の
配当に充てないものを含む。）又は地方公共団体が設置する基金)に対して、民間都市開
発推進機構が資金拠出による支援を実施。

継続 － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
都市開発金融支援室

TEL：03-5253-8127
FAX：03-5253-1589
【参考URL】
http://www.minto.or.jp/products/fund.ht
ml

メザニン支援業
務

60,000

認定事業者
(民間都市開
発推進機構
経由)

都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を達成するため、都市再生特別措置法に基づ
く特定都市再生緊急整備地域若しくは都市再生緊急整備地域内又は都市再生整備計画区域
内で、国土交通大臣認定を受けた民間都市再生事業であって環境に配慮した事業に対し
て、民間都市開発推進機構がメザニン支援（ミドルリスク資金を供給する金融支援）を実
施。

新規 支援実施時期の前倒し ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
都市開発金融支援室

TEL：03-5253-8127
FAX：03-5253-1589
【参考URL】
http://www.minto.or.jp/products/mezzani
ne.html

まち再生出資業
務

－

認定事業者
(民間都市開
発推進機構
経由)

都市再生に資する民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、①市町村が作成する都市
再生整備計画の区域内で都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される民間都
市開発事業又は②都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地
区の区域内で民間事業者が実施する拠点施設整備事業であって、国土交通大臣認定を受け
た事業に対し、民間都市開発推進機構が出資を実施。

新規 支援実施時期の前倒し ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
都市開発金融支援室

TEL：03-5253-8127
FAX：03-5253-1589
【参考URL】
http://www.minto.or.jp/products/regener
ate.html

都市再生促進税
制

－ 認定事業者
特定都市再生緊急整備地域又は都市再生緊急整備地域における認定民間都市再生事業計画
(国土交通大臣認定)に係る特例措置。

継続 － ○ ○ － － ○ － － ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
まちづくり推進課

TEL：03-5253-8406
FAX：03-5253-1589

先導的都市環境
形成促進事業

1,693

都道府県、
市町村、

(独)都市再
生機構等

市街地整備と一体となった先導的な都市環境対策を推進するため、計画策定･コーディ
ネート及びモデル事業を支援。また、まちづくりにおいて低炭素化を実現する先導的仕組
みの構築にチャレンジするプロジェクトについて、官民連携のもとで、モデル的調査、実
証実験を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省

都市局
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
都市計画課
都市政策課
まちづくり推進課

TEL：03-5253-8413
FAX：03-5253-1591
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/sh
uhou/ecomachi/ecomachi.htm

下水熱利用によ
るまちづくりの
推進調査経費

16 直轄調査
都市に賦存する下水熱の有効利用を推進するため、具体的なモデル地区を選定してフィー
ジビリティスタディ（ＦＳ）を実施し、下水熱利用におけるルール（熱配分や利用者選
定、事業区分や費用負担など）の明確化や論点整理、環境性や経済性の評価等を行う。

継続
局再編（下水道部が都市・地域整備局から
水管理・国土保全局へ）により「先導的都
市環境形成促進事業」から独立。

○ ○ － － － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
水管理・国土保全局
下水道部　下水道企画課

TEL：03-5253-8427
FAX：03-5253-1596

都市再生区画整
理事業

84
(独)都市再

生機構

防災上危険な密集市街地や空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な
既成市街地において、土地区画整理事業の実施により、都市基盤の整備と併せて街区の再
編を行い、もって土地の有効利用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことが
でき、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
市街地整備課

TEL：03-5253-8413
FAX：03-5253-1591
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市街地再開発事
業等

7,354の内数 事業者等

老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された
共同建築物の建築、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、土地の合理的かつ健全
な高度利用と都市機能の更新を図る。
（社会資本整備総合交付金でも対応可）

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省

都市局
　市街地整備課

住宅局
  市街地建築課

【都市局】
TEL：03-5253-8412
FAX：03-5253-1591
【住宅局】
TEL：03-5253-8515
FAX：03-5253-1631
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sig
aiti/shuhou/saikaihatsu/saikaihats
u.htm

国営公園の整
備・維持管理

23,624 直轄事業
広域の見地から、また我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用等を図るために設置
する国営公園の整備及び維持管理を推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
公園緑地・景観課

TEL：03-5253-8419
FAX：03-5253-1593
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/index.ht
ml

大規模公園の整
備(都市公園等
事業)

27,078の内数
都道府県、
市町村、
直轄事業

地方生活圏の広域的かつ多様なレクリエーションニーズに対応するなど、地方生活圏の中
心的な施設としての広域公園等の整備を推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
都市局
公園緑地・景観課

TEL：03-5253-8419
FAX：03-5253-1593
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/index.ht
ml

歴史的風致維持
向上推進等調査

103
地方公共団

体等

良好な景観や歴史的まち並みの形成における資金面、人材面、制度面等の共通課題に対応
した取組の提案の募集を行い、応募された提案の中から優れたものを選定し、提案の応募
者へ調査を委託する。取組を実施した調査の成果を、全国に広めることによって、地域に
おける良好な景観の形成や歴史的風致の維持及び向上の推進を図る。

変更

共通課題の追加
継続：「民間資金の導入による町家等の歴
史的建造物の修理・活用等の促進」、「広
域的な歴史まちづくりの専門家組織の育
成」
追加：「伝統工法と現代工法の組合せによ
る歴史的建造物保全システムの構築」

○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省

都市局
公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備
室

TEL：03-5253-8954
FAX：03-5253-1593
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi
10_hh_000090.html

離島流通効率化
事業

300
都道府県
市町村

島内産業の振興により定住を促進するため、海上輸送、保管、荷さばき、流通加工の過程
で、離島の流通効率化に効果のある施設整備（改築等を含む）又は機材導入を行う団体に
対し、国が必要な予算を支援。

新規 － － － ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
国土政策局
離島振興課

TEL：03-5253-8421
FAX：03-5253-1594

離島活性化交付
金（仮称）

800
地方公共団

体等
離島における人材育成や起業を含む雇用の拡大、交流人口の拡大促進、安全・安心な定住
条件の整備強化等の取組を支援する。

新規 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 国土交通省
国土政策局
離島振興課

TEL：03-5253-8421
FAX：03-5253-1594

災害に強い地域
づくり

645,445
の内数

都道府県、
直轄事業

災害に強い地域づくりを促進するため、水害・土砂災害対策に加え、ゼロメートル地帯等
における堤防の耐震対策、老朽化対策を推進するとともに、迅速・的確な避難、適切な水
防活動、避難勧告・避難指示の発令等に必要な情報の収集・分析・伝達体制の整備等を推
進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
水管理・国土保全局
河川計画課

TEL：03-5253-8443
FAX：03-5253-1602
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/river/

かわまちづくり
の推進

645,445
の内数

直轄事業
河川や水辺をまちづくり・観光の核として活用し、地域の魅力向上を目指す市町村等に対
し、河川管理者としてハード・ソフト両面から支援・推進する「かわまちづくり支援制
度」を通じて、より河川空間の活用を推進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
水管理・国土保全局
河川環境課

TEL：03-5253-8447
FAX：03-5253-1603
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/river/

美しい水辺の再
生

645,445
の内数

直轄事業
水辺環境の再生、河川や湖沼等の水質改善を図るとともに、自然豊かで良好な水辺空間を
体験できる川づくり等を推進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
水管理・国土保全局
河川環境課

TEL：03-5253-8447
FAX：03-5253-1603
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/river/

空港・港湾との
アクセスを強化
する道路の整備

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

陸海空が一体となった国内交通サービスの充実を図るため、拠点的な空港・港湾から高速
道路等のICへのアクセス道路の整備を推進。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618

地域経済を支え
る道路ネット
ワークの整備

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

企業の立地や振興など地域経済を支える幹線道路ネットワークやアクセス道路の整備。 継続 － － ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618
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交通容量の拡大
策と公共交通機
関の利用促進策
が一体となった
渋滞対策の推進

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

特に事業効果が高い箇所を対象に、既存ストックの有効活用を図りながら、優先的に対策
を実施。対策箇所については、 新の交通状況のモニタリングを行い、客観データをもと
に各地域の方々の意見を聞いた上で選定するなど、より利用者の実感にあった透明性の高
い渋滞対策を推進。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618

高次医療施設へ
のアクセス道路
の整備

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

高次(2次、3次)医療施設へのアクセスを強化し、医療サービスの広域的な共有を図る道路
を整備。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ ○ － － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618

観光地へのアク
セス道路の整備

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

観光地へのアクセスや地域間交流・連携の強化を図る道路を整備。 継続 － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618

三大都市圏環状
道路の整備

道路整備費
1,434,031

の内数

都道府県、
直轄事業

三大都市圏における環状道路の整備により、都市の骨格を形成し、都市の構造を再編。 継続 － ○ － － － ○ － ○ ○ － － － － ○ － 国土交通省
道路局
企画課
道路経済調査室

TEL：03-5253-8487
FAX：03-5253-1618

道の駅
道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業

市町村等が整備する「道の駅」を登録、案内することにより、「道の駅」で行う地域の観
光情報の提供などの地域振興施策を支援。平成24年9月時点で996駅が登録済み。

継続 － － ○ ○ － ○ － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
国道・防災課

TEL：03-5253-8492
FAX：03-5253-1620
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/road/station
/road-station.html

予防保全の推進
道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業等

定期的な点検により早期に損傷を発見し、大規模な修繕や更新に至る前に対策を行う予防
保全を推進し、計画的な長寿命化を図る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
国道・防災課
道路保全企画室

TEL：03-5253-8111
FAX：03-5253-1620

道路の耐震対策
道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業

大規模地震発生時における被害を軽減するとともに、円滑かつ迅速な応急活動を確保する
ため、緊急輸送道路のうち、広域応援部隊等が移動するための県庁所在地間を結ぶ道路に
ついて、橋梁の重大な損傷を防止する対策を引き続き実施。また、その他の緊急輸送道路
については、橋梁の落橋・損壊を防止する対策を実施。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
国道・防災課
道路防災対策室

TEL：03-5253-8489
FAX：03-5253-1620

安全で信頼性の
高い道路ネット
ワークの確保

道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業

豪雨等の異常気象時においても安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、公
共施設や病院等を相互に結ぶ生活幹線道路において、道路斜面等の防災対策及び災害のお
それのある区間を迂回する道路の整備を実施。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
国道・防災課
道路防災対策室

TEL：03-5253-8489
FAX：03-5253-1620

冬期道路ネット
ワークの確保

道路整備費
1,434,031

の内数

 都道府県、
直轄事業

近年、増加傾向にある集中降雪に対応するため、積雪寒冷特別地域等における道路の除
雪、防雪及び凍雪害防止に関する対策を実施し、冬期の安定した道路ネットワークの確保
を図る。

変更
道府県を対象に年度途中での機動的な除雪
支援が可能となるよう、新たに補助事業に
係る予算を要求。

○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
国道・防災課
道路防災対策室

TEL：03-5253-8489
FAX：03-5253-1620

人優先の歩行空
間や自転車走行
空間の確保

道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業等

カラー舗装などの簡易な方法も含めて、歩道等の整備により安全・安心な歩行空間を創
出。また、道路空間の再配分等により、安全で快適な自転車ネットワークの整備等のハー
ド対策、利用ルールの徹底や自転車利用促進策等のソフト対策を総合的に推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
環境安全課
道路交通安全対策室

TEL：03-5253-8907
FAX：03-5253-1622

歩行空間のバリ
アフリー化の推
進

道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業

「バリアフリー法」に基づき、旅客施設や官公庁などの生活関連施設相互間を結ぶ道路に
おいて、高齢者、障害者をはじめとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の
整備、歩道の段差解消、勾配の改善、立体横断施設へのエレベーター設置等を推進。

継続 － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
環境安全課
道路交通安全対策室

TEL：03-5253-8907
FAX：03-5253-1622
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無電柱化の推進
道路整備費
1,434,031

の内数
直轄事業

安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成、観光地の魅力向上等の地域のニーズの
高い箇所において実施。また、電線共同溝方式に加え、軒下・裏配線方式等の地域の沿道
状況に応じた様々な低コスト手法を活用し無電柱化を推進。

継続 － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
道路局
環境安全課
道路交通安全対策室

TEL：03-5253-8907
FAX：03-5253-1622

公営住宅制度
社会資本整備総
合交付金の内数

都道府県等

公営住宅は、憲法第25条の趣旨にのっとり、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する
ことを目的として、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する
低額所得者に対し、低廉な家賃で供給。
（この他に、地域自主戦略交付金がある。）

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

TEL：03-5253-8506
FAX：03-5253-1628

地域優良賃貸住
宅制度

社会資本整備総
合交付金の内数

都道府県等
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世
帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の整備
等に要する費用に対する助成や家賃の減額に対する助成を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ ○ － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

TEL：03-5253-8506
FAX：03-5253-1628

高齢者等居住安
定化推進事業

35,500 事業者等
高齢者住まい法の改正により新たに創設されたサービス付き高齢者向け住宅について、そ
の整備に対して支援を行う。また、高齢者・障害者及び子育て世帯の先導的な住まいづく
り・まちづくりに関する事業等に対する支援を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ ○ － － 国土交通省
住宅局
安心居住推進課

TEL：03-5253-8952
FAX：03-5253-8140
【参考URL】
http://www.koreisha.jp/service/
http://www.iog-model.jp/

民間住宅活用型
住宅セーフティ
ネット整備推進
事業

10,000 事業者等
民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットを構築するため、地方公共団体との連携を
図りつつ、増加傾向にある民間賃貸住宅の空家をリフォームし、子育て世帯・障害者世帯
等の住宅確保要配慮者向けに適切な契約・管理の下で賃貸する事業について支援する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ ○ － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

TEL：03-5253-8506
FAX：03-5253-1628

住宅セーフティ
ネット基盤強化
推進事業

450 事業者等
賃貸住宅関連紛争に係る処理の円滑化、居住支援協議会の活用の促進等を図ることによ
り、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの基盤強化を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ ○ － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

TEL：03-5253-8506
FAX：03-5253-1628

住宅市街地基盤
整備事業

16,300 都道府県等
土地の有効利用及び居住環境の改善による住宅供給並びに既存の住宅ストックの活用を促
進する公共施設等の整備を行い、良好な居住環境の形成を図る。
（社会資本整備総合交付金及び地域自主戦略交付金でも対応可）

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

TEL：03-5253-8508
FAX：03-5253-1628
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hous
e/seido/03takuchi.html

優良田園住宅制
度

－ －
農山村地域等における優良な住宅の建設を促進することにより健康的でゆとりのある国民
生活の確保を図る優良田園住宅について、住宅の建設、関連する公共施設等の整備等を実
施。

継続 － － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

TEL：03-5253-8508
FAX：03-5253-1628
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hous
e/denen/yhome.html

高齢者等の住み
替え支援制度

－ －
高齢者世帯の持ち家等を借り上げ、規模の大きい住宅を望む子育て世帯等に提供し、高齢
者の高齢期に適した住まいへの住み替え等を支援。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － ○ － － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

TEL：03-5253-8508
FAX：03-5253-1628
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hous
e/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm

空き家再生等推
進事業

社会資本整備総
合交付金の内数

都道府県等
老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善及び地域の活性化を図
るため、不良住宅又は空き家住宅の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。 継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － － － 国土交通省

住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

TEL：03-5253-8508
FAX：03-5253-1628
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hous
e/torikumi/sumikae/akiyasaisei.htm

空き家管理等実
証事業（仮称）

500 協議会等
空き家の増加を踏まえ、空き家等の活用・適正管理・除却について、所有者等に対するコ
ンサルティングや適正管理等に資する体制整備等を支援する。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

TEL：03-5253-8508
FAX：03-5253-1628
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担当部署名 連絡先・HPリンク先

サービス付き高
齢者向け住宅供
給促進税制

－
事業者等

・新築されたサービス付き高齢者向け住宅について、５年間2.8割増(耐用年数35年以上の
ものについては4.0割増)償却。
・国又は地方公共団体の補助を受けて新築されたサービス付き高齢者向け住宅について、
固定資産税額を5年間2/3軽減(120㎡相当分まで)。
・国又は地方公共団体の補助を受けて新築されたサービス付き高齢者向け住宅について、
不動産取得税を軽減（住宅：課税標準から戸当たり1200万円を控除、土地：床面積の２倍
に当たる面積相当分の価額等を減額）。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ － － － 国土交通省
住宅局
安心居住推進課

TEL：03-5253-8952
FAX：03-5253-8140

優良建築物等整
備事業

1,100 事業者等
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同
化、高度化等に寄与する優良建築物等を整備。
（社会資本整備総合交付金でも対応可）

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課

TEL：03-5253-8515
FAX：03-5253-1631

街なか居住再生
ファンド

－ －
中心市街地の活性化のため、民間の多様な住宅等の整備事業に対して出資することにより
都市の中心部への居住を促進。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課

TEL：03-5253-8515
FAX：03-5253-1631

民間再開発促進
基金

－ －
民間による市街地再開発事業等を促進するために、計画準備段階(初動期段階)及び建設段
階における債務保証を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課

TEL：03-5253-8515
FAX：03-5253-1631

住宅・建築物安
全ストック形成
事業

社会資本整備総
合交付金の内数

都道府県、
市町村、事

業者等

既存の住宅・建築物ストックの 低限の安全性確保を総合的かつ効率的に促進するため、
耐震診断やアスベスト含有の有無に関する調査、耐震改修やアスベスト対策等に対し支援
を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課
市街地住宅整備室

TEL：03-5253-8517
FAX：03-5253-1631

耐震対策緊急促
進事業

15,000
（重点要求枠）

都道府県、
市町村、事

業者等

特に多数の者が利用する大規模建築物、災害時の機能確保が必要な避難路沿道建築物等の
耐震化をより一層促進するため、これら建築物の耐震診断・改修について、通常の助成制
度（住宅・建築物安全ストック形成事業等）に加え、支援を実施。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課
市街地住宅整備室

TEL：03-5253-8517
FAX：03-5253-1631

住宅市街地総合
整備事業

社会資本整備総
合交付金の内数

都道府県、
市町村、事

業者等

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形
成、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住宅や公共施設の整備等
を総合的に実施。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
住宅局
市街地建築課
市街地住宅整備室

TEL：03-5253-8517
FAX：03-5253-1631

防災・省エネま
ちづくり緊急促
進事業

9,059の内数 事業者等

防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施
設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行
うことにより、事業の緊急的な促進を図る。
（社会資本整備総合交付金でも対応可）

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省

都市局
　市街地整備課

住宅局
  市街地建築課

【都市局】
TEL：03-5253-8412
FAX：03-5253-1591
【住宅局】
TEL：03-5253-8515
FAX：03-5253-1631

整備新幹線整備
事業

70,600

(独)鉄道建
設・運輸施
設整備支援

機構

我が国の交通体系にあって、基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線の整備を進め
る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
幹線鉄道課

TEL：03-5253-8532
FAX：03-5253-1635

都市鉄道利便増
進事業

6,141 第3ｾｸﾀｰ等
相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワーク(既存ストック)を有効活用し、その利便の増
進を図るため、都市鉄道等利便増進法に基づき、連絡線等の整備による速達性の向上、周
辺整備と一体的な駅整備による交通結節機能の高度化を推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課
駅機能高度化推進室

TEL：03-5253-8534
　　 03-5253-8584
FAX：03-5253-1635
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetud
o_tk4_000002.html

国際拠点空港へ
のアクセス改善
を通じた大都市
の国際競争力強
化

135の内数 －

我が国の国際競争力を維持・強化していく観点から、大都市圏における空港アクセス鉄道
の改善方策についての調査を実施。特に、近年の厳しい財状況を踏まえると、今後の新た
な鉄道整備を考える上では民間活力を活用するなどの新たな視点も必要であることから、
本調査では、民間資金を活用した空港アクセス鉄道整備方策の実現可能性などについて
ケーススタディを行う。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課

TEL：03-5253-8534
FAX：03-5253-1635
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都市鉄道整備事
業（地下高速鉄
道）

15,067 事業者

大都市圏における通勤・通学混雑緩和、駅等交通結節点を中心とした沿線地域の活性化を
図るなど、都市機能を再生し、魅力ある都市を創造するために地下高速鉄道の新線建設、
大規模改良工事（バリアフリー化、相互直通箇所における平面交差の立体交差化、折返施
設の整備及び駅構内拡張等）を推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課

TEL：03-5253-8536
FAX：03-5253-1635
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetud
o_tk4_000002.html

幹線鉄道等活性
化事業（旅客線
化）

1,548の内数 事業者
既存ストックを有効活用しつつ、沿線地域の通勤・通学輸送を確保するとともに、駅等交
通結節点を中心とした沿線地域の都市機能の向上・活性化を図る観点から、大都市圏にお
ける貨物鉄道線を旅客線化し、効率的な鉄道整備を推進。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課

TEL：03-5253-8536
FAX：03-5253-1635

幹線鉄道等活性
化事業（連携計
画事業）

1,548の内数 法定協議会
潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、総合連携計画に
基づき大幅な利便性向上等を図る施設の整備を支援。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
鉄道事業課
地域鉄道支援室

TEL：03-5253-8539
FAX：03-5253-1635
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/common/00003
3511.pdf

フリーゲージト
レインの技術開
発

4,500

(独)鉄道建
設・運輸施
設整備支援

機構

フリーゲージトレイン実用化に向けての技術開発を推進。 継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
技術企画課
技術開発室

TEL：03-5253-8547
FAX：03-5253-1634

鉄道技術開発 392の内数 事業者等

鉄道技術開発を促進し技術水準の向上を図ることを目的として、鉄道技術開発費補助制度
を用い、
安全対策及び環境対策等に係る技術開発に要する経費の一部を独立行政法人　鉄道建設・
運輸施設整備支援機構を通じて助成を行う。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
技術企画課
技術開発室

TEL：03-5253-8547
FAX：03-5253-1634

鉄道施設の耐震
対策の強化

5,930 事業者
全国の主要ターミナル駅の耐震対策を進めてきた鉄道駅耐震補強事業に加え、切迫性や被
害の影響度の高い首都直下地震・南海トラフ地震に備え、より多くの鉄道利用者の安全を
確保する観点から、耐震対策に要する費用の一部を補助することで耐震対策を推進する。

変更

現行の鉄道駅耐震補強事業費補助に加え、
首都直下地震・南海トラフ地震の影響エリ
アにおける、利用者の多い駅・高架橋等の
耐震対策について、新たな補助制度の創設
を要求する。

○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
施設課
鉄道防災対策室

TEL：03-5253-8554
FAX：03-5253-1634

鉄道施設の耐震
対策の強化(固
定資産税)

－ 事業者
切迫性や被害の影響度の高い首都直下地震・南海トラフ地震に備え、より多くの鉄道利用
者の安全を確保する観点から、一層の耐震対策を推進するため、国の補助を受けて取得す
る鉄道施設の固定資産税を軽減する。

変更

現行の鉄道駅耐震補強事業費補助に加え、
首都直下地震・南海トラフ地震の影響エリ
アにおける、利用者の多い駅・高架橋等の
耐震対策で補助を行うものについて税制優
遇を要求する。

○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
施設課
鉄道防災対策室

TEL：03-5253-8554
FAX：03-5253-1634

鉄道駅総合改善
事業

558 第3ｾｸﾀｰ等

鉄道利用者の安全性や利便性の向上を図るために、市街地再開発事業、土地区画整理事
業、自由通路の整備等都市側の事業と一体的に鉄道駅のホームやコンコースの拡幅等を行
い、駅機能を総合的に改善するなど、地域の中心である鉄道駅及びその周辺を整備するこ
とにより地域の活性化を図る。加えて、人にやさしく活力ある都市の実現をめざし、既存
の鉄道駅の改良と一体となって、地域のニーズにあった保育施設等の生活支援機能を有す
る鉄道駅空間の高度化(コミュニティ・ステーション化)を図る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － ○ － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課
駅機能高度化推進室

TEL：03-5253-8584
FAX：03-5253-1635

幹線鉄道等活性
化事業(乗継円
滑化)

－ 第3ｾｸﾀｰ
鉄道路線間の乗り継ぎ負担を軽減するために、相互直通運転化等の事業を実施し、旅客の
利便性の向上を図ることを通じて、地域の鉄道網の利便性を向上させ、地域の活性化を図
る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課
駅機能高度化推進室

TEL：03-5253-8584
FAX：03-5253-1635

鉄道施設総合安
全対策事業

83 第3ｾｸﾀｰ等

近年、社会資本ストックの急速な老朽化が指摘されており、鉄道においても開業後７０年
以上を経過した路線が、多数存在し、橋りょうやトンネルなど規模が大きい施設について
は、適切な改良が進んでいないことが懸念されていることから、地域鉄道の老朽化対策の
ための改良・補修事業に対し、国がその費用の一部を補助し、整備の促進を図る。

継続 － － ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
鉄道局
施設課

TEL：03-5253-8554
FAX：03-5253-1634

海岸等保全、落
石・なだれ等対
策

215 事業者等
旅客会社等が行う海岸等保全、落石・なだれ等対策などのための施設の整備のうち、一般
住民、道路、耕地等の保全保護にも資する事業を推進する。 継続 － － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省

鉄道局
施設課
鉄道防災対策室

TEL：03-5253-8554
FAX：03-5253-1634
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環境対応車普及
促進対策（低公
害車普及促進対
策費補助金）

733 事業者等
バス・トラック事業者を中心に、CNGバス・トラック等の導入に対して、地方公共団体等
と協調して補助を行うことにより、環境対応車の普及を促進。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
自動車局
環境政策課

TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1636

地域交通のグ
リーン化を通じ
た電気自動車の
加速度的普及促
進（低公害車普
及促進対策費補
助金）

1,799 事業者等

ゼロエミッション自動車として環境性能が特に優れた電気自動車の普及を効果的に加速
し、低炭素まちづくりや地域・交通事業のグリーン化を推進する観点から、地域や自動車
運送事業者による電気自動車（バス、タクシー及びトラック）の集中的導入等であって他
の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先駆的取組についての重点的な支援を
行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
自動車局
環境政策課

TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1636

自動車と家庭・
業務の省ＣＯ
２・省エネル
ギー管理の一体
的推進

42 事業者等

情報通信技術を活用して自動車のエネルギー消費と家庭・業務のエネルギー消費を一体的
に管理する省エネシステムの開発等を支援することで、ＥＶ等（電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、超小型モビリティ）の普及や自動車と家庭・業務の合理的な省ＣＯ
２・省エネ対策を一体的に推進する。（先導的事業の補助）

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
自動車局
環境政策課

TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1640

運行維持が困難
なものとして条
例に定める路線
の乗合バス車両
の取得に係る非
課税措置(自動
車取得税)

－ 事業者

地域住民の生活の足として必要不可欠な公共交通機関であるバス交通を確保・維持・改善
するため都道府県の条例に定める路線（住民生活に必要な路線で輸送人員の減少等により
運行の維持が困難なもの）の運行の用に供する乗合バス車両の取得に係る自動車取得税の
非課税措置を延長する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
自動車局
旅客課

TEL：03-5253-8568
FAX：03-5253-1636

自動車の車体課
税の見直し
（自動車重量
税、自動車取得
税、自動車税）

－ －
エコカー減税やグリーン化特例等の特例措置によりエコカーについて重点的に負担を軽
減。また、先進安全自動車（ＡＳＶ）及びバリアフリー車両に係る特例措置を実施。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ － ○ － 国土交通省

自動車局
総務課企画室（全体）
環境政策課（エコカー減
税・グリーン化特例等の
特例措置）
技術政策課（先進安全自
動車（ASV））
旅客課（バリアフリー車
両）

（総務課企画室）
TEL：03-5253-8563
FAX：03-5253-1636
（環境政策課）
TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1636
（技術政策課）
TEL：03-5253-8590
FAX：03-5253-1639
（旅客課）
TEL：03-5253-8568
FAX：03-5253-1636

車体課税の簡素
化、負担の軽
減、グリーン化
等
（自動車重量
税、自動車取得
税、自動車税
等）

－ －

自動車取得税及び自動車重量税については、平成24年度税制改正大綱や「社会保障の安定
財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法
律」、これに係る三党合意等に沿って、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを
行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グ
リーン化等の観点から、廃止、抜本的な見直しを行う。
  自動車税等については、環境損傷負担金的性格に特化することなく、上記観点に加え、
環境、安全等の見地からメリハリをつける等、抜本的な見直しを行う。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － ○ － ○ － 国土交通省
自動車局
総務課企画室
環境政策課

（総務課企画室）
TEL：03-5253-8563
FAX：03-5253-1636
（環境政策課）
TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1636

超小型モビリ
ティの導入促進

601 事業者等
超小型モビリティの普及や関連制度の検討に向け、成功事例の創出、国民理解の醸成を促
す観点から、地方自治体、観光・流通関係事業者、ディベロッパー等の主導による先導導
入や試行導入の優れた取組みを重点的に支援。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 国土交通省
自動車局
環境政策課

TEL：03-5253-8604
FAX：03-5253-1636

海上交通の低炭
素化等総合事業

310 事業者

陸上と比べて環境負荷が低い内航海運・フェリーの更なる低炭素化を推進することによ
り、選択される環境産業への転換を図るため、船舶運航事業者等が行う省エネ効果の高い
機器の導入等に対して補助を行う。 また、内航海運における船舶管理会社の活用促進を
図るための調査を行う。

変更
これまでの実績等を踏まえ、低炭素化の効
果が高い機器等の普及促進に対する支援等
に重点化。

－ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
海事局
内航課

TEL：03-5253-8627
FAX：03-5253-1643

海岸保全施設整
備事業

16,519の内数 －
津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海
岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資すること
を目的として、海岸保全施設の整備を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
海岸・防災課

TEL：03-5253-8687
FAX：03-5253-1654
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kowan/index.
html
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東京湾臨海部基
幹的広域防災拠
点及び堺泉北港
堺2区基幹的広
域防災拠点の運
用体制の強化

75 －
首都直下地震、南海トラフ等の非常災害発生時に広域的な災害応急対策が円滑に実施でき
るよう、港湾広域防災拠点支援施設を適切に維持管理し、非常災害時に備えた訓練を実施
し、運用体制の強化を図る。

継続 － ○ － － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
海岸・防災課

TEL：03-5253-8689
FAX：03-5253-1654
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_
tk7_000003.html

耐震強化岸壁等
の整備

195,327の内数 港湾管理者
人口や産業が集中する臨海部において、大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の
輸送を確保するため、耐震強化岸壁等を整備。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
海岸・防災課

TEL：03-5253-8689
FAX：03-5253-1654
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_
tk7_000003.html

災害関連緊急大
規模漂着流木等
処理対策事業

1,252の内数 海岸管理者
当該年発生の洪水、台風等により大規模に海岸に漂着した流木及びゴミ等が、海岸保全施
設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的にこれら流木等の処理を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
海岸・防災課

TEL：03-5253-8689
FAX：03-5253-1654

港湾施設の戦略
的維持管理の推
進

195,327の内数 － 港湾施設の長寿命化計画を策定するための経費。 継続 ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
技術企画課

TEL：03-5253-8677
FAX：03-5253-1652

国際貨物の陸上
輸送距離削減

195,327の内数
港湾管理者

等
国際海上コンテナターミナルや国際物流ターミナルを整備し、国際貨物の陸上輸送距離を
削減することにより、二酸化炭素排出量の削減を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
港湾局
海洋・環境課

TEL：03-5253-8684
FAX：03-5253-1653

国内貨物の陸上
輸送距離削減

195,327の内数
港湾管理者

等
内貿ユニットロードターミナルを整備し、国内貨物の陸上輸送距離を削減することによ
り、二酸化炭素排出量の削減を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
港湾局
海洋・環境課

TEL：03-5253-8684
FAX：03-5253-1653

港湾機能高度化
施設整備事業

1,632の内数
港湾管理

者、
事業者

離島等生活航路の安全性確保に資するための施設整備等を促進する。 継続 － － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
計画課

TEL：03-5253-8668
FAX：03-5253-1650

離島地方港湾整
備事業

195,327の内数
港湾管理者

等
離島における船舶の大型化、就航率の向上等のために防波堤、航路、泊地、係留施設等の
整備を推進する。

継続 － － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
計画課

TEL：03-5253-8668
FAX：03-5253-1650

資源・エネル
ギー等の安定的
かつ安価な輸入
の実現に向けた
広域的・効率的
な海上輸送ネッ
トワークの形成

6,199
港湾管理

者、事業者

　我が国の産業や国民生活に必要不可欠な資源・エネルギー等のほぼ100％を海外からの
輸入に依存している中で、これらの物資の安価な海上輸送の実現に資する大型輸送船に対
応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等により、国全体として効率的かつ安定
的な資源・エネルギー等の海上輸送ネットワークの形成を図る。（国際バルク戦略港湾の
機能強化）

新規 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
産業港湾課

TEL：03-5253-8673
FAX：03-5253-1651

国際コンテナ戦
略港湾の機能強
化

43,688
港湾管理

者、
事業者等

国際コンテナ戦略港湾として「選択」された阪神港、京浜港において、アジアと北米・欧
州等を結ぶ国際基幹航路の日本への就航を維持・拡大させるため、ハブ機能の強化のため
のコンテナターミナル等のインフラ整備、荷役機械整備等への支援、貨物集約、港湾運営
の民営化等のハード・ソフト一体となった総合的な施策を「集中」して実施することで、
その機能強化を図る。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
港湾経済課

TEL：03-5253-8628
FAX：03-5253-8937

リサイクルポー
ト施策の推進

195,327の内数 港湾管理者
循環資源の広域流動の拠点となる港湾をリサイクルポートとして指定し、海上輸送による
効率的な静脈物流の実現とリサイクル施設の立地促進による臨海部の活性化を図る。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － ○ － 国土交通省
港湾局
海洋・環境課

TEL：03-5253-8685
FAX：03-5253-1653
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_
fr6_000007.html
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海辺の環境教育
の推進

－
港湾管理

者、
NPO等

みなとの良好な自然環境の市民による利活用を促進し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充
実を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － ○ ○ － 国土交通省
港湾局
海洋・環境課

TEL：03-5253-8685
FAX：03-5253-1653

みなとオアシス －
市町村、
事業者、
NPO等

「みなとオアシス」の認定や登録港への各種支援を通じて、港を核とした住民参加型の地
域活性化の取組を支援することにより、地域のにぎわい創出を図る。

継続 － － ○ － － － ○ － ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
産業港湾課

TEL：03-5253-8672
FAX：03-5253-1651
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_
tk1_000001.html

港における観光
振興支援

195,327の内数 港湾管理者
国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するため、快適な旅客ターミナル等の整備を行
い、観光客の移動の快適化を図る。

継続 － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
港湾局
産業港湾課

TEL：03-5253-8672
FAX：03-5253-1651

東京国際空港
(羽田)の整備

20,594
直轄事業

24時間国際拠点空港化を推進し、平成25年度中の発着容量44.7万回及び国際線9万回への
増枠等を達成するため、空港機能・利便性等の更なる向上を図り、首都圏の交通利便性を
向上させ、ビジネス・観光両面における都市間競争力を大幅に強化する。

継続 － ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省

航空局
航空ネットワーク部
空港施設課大都市圏空港
調査室

TEL：03-5253-8719
FAX：03-5253-1658
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/koku/index.h
tml

一般空港等
(整備事業)

18,441
都道府県、
市町村、
直轄事業

航空機の安全な運航を確保するため、老朽化が進んでいる施設において、予防保全的維持
管理を踏まえた施設の更新・改良等を行う。
また、那覇空港滑走路増設事業については、沖縄振興基本方針（平成２４年５月１１日内
閣総理大臣決定）において、「現在行われている環境影響評価法に基づく手続が完了した
後、適切な財源の確保を前提とした第二滑走路の整備を図る」とされていることを踏ま
え、空港整備勘定等の公共事業予算、その他の沖縄振興予算を活用することにより事業全
体の財源を捻出することとし、事業着手に向けて、その詳細については、予算編成過程に
おいて引き続き関係省庁とともに検討を行う。
なお、地方自治体が設置・管理する空港等において管理者（地方自治体）が実施する事業
については補助を行う。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省

航空局
航空ネットワーク部
空港施設課

TEL：03-5253-8718
FAX：03-5253-1658
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000729.
html

空港等機能高質
化事業

5,220
都道府県、
市町村、
直轄事業

我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力の強化等のため、空港等の機能高質
化を推進。
なお、地方自治体が設置・管理する空港等において管理者（地方自治体）が実施する事業
については補助を行う。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省

航空局
航空ネットワーク部
空港施設課

航空局
交通管制部
交通管制企画課

（空港施設課）
TEL：03-5253-8718
FAX：03-5253-1658

（交通管制企画課）
TEL：03-5253-8739
FAX：03-5253-1663
[参考URL]
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000729.
html

航空路施設の整
備

17,481 直轄事業

航空交通の安全確保を 優先としつつ、首都圏などの混雑空港・空域における航空交通容
量の拡大やニーズの多様化に適切に対応した効率的な運航を実現するために、引き続き管
制施設、航空保安施設、通信施設等の性能を確保するとともに、我が国の航空交通の特徴
を踏まえ、航空機側の性能向上と調和のとれた航空交通システムの整備を推進する。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
航空局
交通管制部
交通管制企画課

TEL：03-5253-8739
FAX：03-5253-1663
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000316.
html

空港の耐震化等 11,640
都道府県、
市町村、
直轄事業

地震等被災時に緊急輸送の拠点となるとともに、航空ネットワークの維持、背後圏経済活
動の継続性確保において重要と考えられる航空輸送上重要な空港等について、地震等災害
時に空港等に求められる機能を果たすために 低限必要となる基本施設等の耐震化等を行
う。
なお、地方自治体が設置・管理する空港等において管理者（地方自治体）が実施する事業
については補助を行う。

継続 － ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
航空局
航空ネットワーク部
空港施設課等

TEL：03-5253-8718
FAX：03-5253-1658
【参考URL】
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000729.
html

観光地域ブラン
ド確立支援事業

245

地域の協議
会などマネ
ジメントを
中心的に行
う民間団体

等

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域の
取組段階に応じ、地域独自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地域の創出
に向けた取組を支援。

新規 － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
観光地域振興部
観光地域振興課

TEL：03-5253-8327
FAX：03-5253-8930

地域観光イノ
ベーション促進
事業

70 直轄事業

旅行者のニーズの多様化、旅行スタイルの変化等に対応した魅力ある観光地域づくりを推
進するため、新たなモデルの構築につながる観光地域づくりの先進的取組について支援を
行い、観光地域における全国共通の課題に対する解決方策を導き出すことによって、全国
各地の応用・発展に結びつけ、それぞれの観光地域における自立的かつ先進的な取組の実
施を促進する。

新規 － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
観光地域振興部
観光地域振興課

TEL：03-5253-8327
FAX：03-5253-8930
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テーマ性を持っ
た広域連携のあ
り方調査事業

32 直轄事業

日本の有する多様な観光資源の潜在能力を発揮させるため、複数の観光地域間において、
テーマ性を持った広域連携のあり方を調査・検討し、地域間の連動性に富んだ商品の企
画・提供、戦略的な情報発信、地域間の相互送客の強化等有機的な連携の強化を図り、広
域連携の取組を促進する。

新規 － － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
観光地域振興部
観光地域振興課

TEL：03-5253-8327
FAX：03-5253-8930

訪日旅行促進事
業（ビジット・
ジャパン事業）

5,843 直轄事業

観光立国推進基本計画に定められた「平成28年：訪日外国人旅行者数1800万人」の着実な
達成のため、マーケティング・リサーチや効果測定等を踏まえた市場別プロモーション方
針に基づき、関係省庁、国と地方、官と民の連携を強化したオールジャパン体制により、
効果的・効率的な訪日促進プロモーションを実施する。
また、震災後の落込みが継続する市場における観光客目線での風評被害の軽減に引き続き
取り組むとともに、ニューツーリズムのインバウンド展開によるリピーター化の促進や
オープンスカイを契機としたエアポートセールスと連携した訪日促進プロモーションに取
り組む。
加えて、国際会議等のＭＩＣＥの誘致・開催についても、都市を中心としたマーケティン
グ戦略の高度化及び誘致対象の掘り起こし等を通じて、国際競争力の強化を図る。
なお、執行にあたっては、観光庁と日本政府観光局の機能の分化を徹底し、より効果的で
機動的な訪日促進プロモーション体制の確立を図る。

継続 － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
国際交流推進課
参事官（ＭＩＣＥ担当）

【国際交流推進課】
TEL：03-5253-8922
【参事官（MICE担当）
TEL：03-5253-8938
FAX：03-5253-1563

東南アジア・訪
日１００万人プ
ラン

599
（重点要求枠）

直轄事業

震災後も高い伸びを示し、今後も大きな拡大が予想される東南アジア市場について、平成
25年に「日ＡＳＥＡＮ交流40周年」を迎えるのを契機に、オールジャパンによる訪日促進
プロモーションを本格的に展開する。
東南アジア市場を韓国、中国等の５大市場に並ぶ主要市場へ成長させることで、「平成28
年：1800万人」目標達成のエンジンとするとともに、送客元の多様化により、特定市場に
過度に依存しない構造を作り上げ、訪日外客促進のリスク分散を図る。

新規 － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
国際交流推進課

TEL：03-5253-8922
FAX：03-5253-1564

訪日外国人旅行
者の受入環境整
備事業

520 直轄事業

訪日外国人旅行者3,000万人時代の実現に向けて、国内における外国人旅行者の移動、滞
在、観光等の利便性・快適性の向上を図り、満足度を高め、リピーター化を進めていくこ
とが求められている。
このため、マーケティングの視点も踏まえた戦略拠点及び地方拠点の整備・受入環境の改
善による受入環境水準の向上、訪日旅行客の増加・ニーズの多様化を踏まえた通訳案内士
試験手法の見直し等を行い、訪日外国人旅行者の受入環境の整備を行う。

継続 － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － － 国土交通省
観光庁
国際観光政策課
観光資源課

TEL：03-5253-8324
FAX：03-5253-1563

的確な気象情報
の提供

9,964 直轄事業
地域に提供する気象情報の改善を行い、地域における、自然災害による被害の軽減、住民
生活の向上、交通安全の確保、環境の保全等を図る。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
気象庁
総務部
企画課

TEL：03-3212-6937
FAX：03-3211-2032

密漁取締り等

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－

暴力団関係者が資金確保のために組織ぐるみで行う密漁等、その手口は巧妙かつ悪質化し
ており、地方の水産資源を乱獲している状況。このため、巡視船艇・航空機による取締り
を通じて、漁業秩序の維持、善良な漁業者の安定した生活環境の確保を、また、環境事犯
の取締り及び海洋環境保全の啓発活動を通じ、豊かな水産資源の保護を図る。

継続 － － － － ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

密輸・密航取締
り

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－

密輸・密航事犯は、組織的、計画的、潜在的に行われ、近年ますます巧妙化しており、人
目につくおそれが少ない過疎化が進んだ僻地や離島の海岸線付近において、瀬取り等を利
用した密輸・密航事犯の可能性もあることから、巡視船艇・航空機により厳重な監視警戒
を実施するなど、地域住民の不安の解消に努める。

継続 － － － － ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

離島対策

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－
離島においては、北朝鮮による日本人拉致が明らかになったことなどにより、常に不審者
の侵入等に不安を感じていることから、巡視船艇・航空機により離島を定期的に訪問し、
不審事象の情報収集、周辺海域の巡視等を実施することで、島民の安心の確保を図る。

継続 － － － － ○ － － － ○ － － － － － － 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

漁船海難、マリ
ンレジャー事故
の救助、防止

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－

漁船海難やマリンレジャーに伴う事故は依然として多数発生しており、巡視船艇・航空機
により人命救助にあたっているところ。また、日頃から救命胴衣着用等自己救命策確保の
推進や海難防止指導を実施することによって、漁業の安全、マリンレジャーの安全を確保
し、地域の漁業振興、観光産業の振興に寄与。

継続 － － － ○ ○ － － － － － － － － － ○ 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

災害時の被災者
への救援

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－

大規模地震や津波、豪雨災害等により、陸上の交通網が寸断され被災住民の救助活動や救
援のための物資輸送が不可能となった場合、海上から災害応急活動を実施することが必
要。このため、災害対策基本法に基づく防災基本計画により、巡視船艇・航空機が孤立し
た地域や離島から被災住民の救出や緊急支援物資の輸送を行うとともに、被災地への医師
の輸送等を実施。

継続 － － ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku
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地域医療への貢
献

66,929の内数
(うち

復興特別会計
8,278)

－

離島、僻地等においては医師の数や医療設備が必ずしも十分でなく、緊急に手術や治療を
必要とする高齢者や小児等の救急患者が発生した場合は、施設が充実し処置が可能な都市
部等の医療機関に迅速に救急搬送することが必要。地方公共団体からの要請に基づき、こ
れら救急患者を昼夜問わず巡視船艇・航空機により、離島、僻地等から都市部の医療機関
への緊急搬送を実施。

継続 － － － － ○ － － － － － － ○ － － － 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

航路標識整備
4,209の内数

(うち
復興特別会計368)

直轄事業
海上交通の安全を図る社会資本である航路標識の設置及び航行環境に応じた機能強化整備
を行うとともに、災害時において緊急物資の輸送や被災者の救助活動などを支える海上
ルートを確保するため、航路標識の耐震補強等防災対策を推進。

継続 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 国土交通省
海上保安庁
総務部
政務課

TEL：03-3580-2083
FAX：03-3581-4708
【参考URL】
http://www.kaiho.mlit.go.jp/site_m
ap.html#sisaku

廃棄物処理セン
ターに対する補
助事業

994

廃棄物処理ｾ
ﾝﾀｰ、広域的
廃棄物処理ｾ
ﾝﾀｰ、PFI選
定事業者

都道府県等が関与した公共関与の処理主体である廃棄物処理センター等による廃棄物処理
施設の整備事業に対して、国として財政的な支援を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省

大臣官房
廃棄物・リサイクル対策
部
産業廃棄物課
廃棄物対策課

TEL：03-5501-3156
FAX：03-3593-8264

リサイクルルー
プ形成促進及び
登録再生利用事
業者育成事業

3 事業者

食品循環資源は、その特性上、遠距離を移動させることが適当でないため、地域で循環さ
せる必要。各地域におけるリサイクルループ形成促進のため、また、未だ全国的に不足し
ている食品リサイクルの受け皿である登録再生利用事業者の育成・確保のため、事業化動
向等の実態調査やセミナーの開催等を実施。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省

大臣官房
廃棄物・リサイクル対策
部
企画課
リサイクル推進室

TEL：03-5501-3153
FAX：03-3593-8262
【参考URL】
http://www.env.go.jp/recycle/food/index
.html

日系静脈産業メ
ジャーの育成・
海外展開促進事
業（既存静脈施
設集積地域の徹
底利用ネット
ワーク構築支
援)

69 －

エコタウン等、資源循環の拠点地域が有する課題（循環資源（廃棄物）の調達先及び再生
資源の供給先の確保）を解消するため、モデル地区として選定した地域において、既存リ
サイクル施設と循環資源（廃棄物）の排出者・再生資源利用者とで高度な資源循環効果や
低炭素化効果を共有する等の連携による資源循環の安定化によって、既存施設や基盤の能
力を 大限活用するためのモデル的な実証事業を行うもの。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省
大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部
企画課リサイクル推進室

TEL：03-5501-3153（直通）
FAX：03-3581-3351
【URL】
http://www.env.go.jp/recycle/ecotown/i
ndex.html

循環型社会形成
推進交付金

75,983
（うち特別重点
要求枠15,857、

復旧・復興枠
27,311）

市町村

廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、市町村の自主
性と創意工夫を活かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推
進することにより、循環型社会の形成を図ることを目的として、市町村は、循環型社会形
成推進地域計画を策定。国は当該計画に基づく交付申請を承認し、計画に位置付けられた
施設整備事業に対し交付金を交付。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省

大臣官房
廃棄物・リサイクル対策
部
廃棄物対策課

TEL：03-5521-8337
FAX：03-3593-8263
【参考URL】
http://www.env.go.jp/recycle/waste/3r_n
etwork/index.html

環境研究総合推
進費

11,100
(うち特別重点
要求枠4,900、
復旧・復興枠

1,000)

都道府県、
市町村、
事業者等

政府全体における研究･技術開発の重点２本柱の一つである「グリーン･イノベーション」
の一環として、環境研究･技術開発及びその成果の社会への適用を推進する。
また、被災地の復興に向けた諸問題の解決に貢献するため、東日本大震災に伴って生じた
環境影響等の解明、環境修復に資する実用技術の開発・普及等を推進する。

変更

平成24年度より、被災地の復興に向けた諸
問題の解決に資する研究開発に取り組んで
いる。
平成25年度は、環境政策に貢献するととも
に、環境産業の市場拡大に寄与する研究開
発の強化を図る。

○ ○ － － ○ － － － － － － － ○ － 環境省

環境省
総合環境政策局
総務課
環境研究技術室

TEL：03-5521-8239
FAX：03-3593-7195
【参考URL】
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu
/suishin/gaiyou/index.html

低炭素地域づく
り集中支援モデ
ル事業

2,000 民間事業者

工場排熱等の都市未利用熱の活用や低炭素型交通システムの導入等の分野における、技術
は確立されているが効果検証がなされていない先進的対策や地域特性に応じて複数の技術
を組み合わせて行う対策について、事業性・採算性・波及性等を実証。
平成２５年度は新規募集はしない。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8234
FAX：03-3581-5951
【参考URL】
http://www.env.go.jp/policy/local_challen
ge25/index.html

地域の再生可能
エネルギー等を
活用した自立分
散型地域づくり
モデル事業

1,600 民間事業者

全国のモデルとなる、災害に強く、低炭素な地域づくりを支援するため、先進的技術や取
組を採り入れた、再生可能エネルギーや未利用エネルギーによる自立・分散型エネルギー
システム（蓄電池導入を含む）の集中導入を、産学官で推進する事業について、補助を行
う。

継続 ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8234
FAX：03-3581-5951
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災害等非常時に
も効果的な港湾
地域低炭素化推
進事業（国土交
通省連携事業）

2,750 民間事業者

①実証事業（民間委託費）：港湾地域において、海・陸上の物流システム・拠点並びに旅
客用施設等を対象に、災害時や電力需給逼迫時においても必要な機能や安全性などを保持
するに必要なエネルギーを、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー・蓄電池に
より確保できるシステムを構築するため、モデル的な取組を支援し、必要なエネルギー量
や 適なシステム規模、温室効果ガス削減効果や事業性並びに国内外の港湾地域への波及
性等を検証する。
②補助事業（民間補助）：近年技術開発が進んでいる先進的技術の導入、周辺の冷熱や排
熱等の未利用エネルギーの活用などによるモデル的取組を支援し、臨海地域の低炭素な地
域づくりを推進する。
③調査（民間委託費）：港湾における再生可能エネルギーの導入促進や、コンテナターミ
ナル設備等の電動化等による低炭素化にあわせ、港湾における再生可能エネルギー導入に
関する課題や、再生可能エネルギーを含めたエネルギー使用の効率化及び物流ＩＴシステ
ムの高度化を一体的に促進する先進的なシステムの構築に向けた技術的課題を抽出するた
めに調査を実施する。また、その結果を踏まえて、他の港湾への高機能物流システム導入
を図るための 適なモデルを構築する。

継続 ③調査事業を追加 ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382

再生可能エネル
ギー導入推進基
金事業（グリー
ンニューディー
ル基金）

25,000 都道府県、
指定都市

再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入等によ
る「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての課題となっており、東北地
方のみならず、地震や台風等による大規模な災害に備え、再生可能エネルギー等の導入を
支援し、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを全国的に展開するため、都道府県等に
対し必要な経費を補助。

変更 事業メニューを変更 ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-9265
FAX：03-3581-5951
【参考URL】
http://www.env.go.jp/policy/local-
gnd/index.html

小規模地方公共
団体対策技術率
先導入補助事業

300

市町村(政令
市・中核
市・特例市
を除く)、民
間団体

小規模な地方公共団体(政令市・中核市・特例市を除く市町村)が所有する業務用施設に、
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき策定した実行計画に従い、効果的な二酸化炭
素排出量削減を実現するため、再生可能エネルギー・省エネルギー設備を率先して導入す
る事業を支援し、模範的な先行事例を示すことによる、業務部門での温暖化対策の導入促
進を目的としている。

継続 － － ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

家庭エコ診断推
進基盤整備事業

482
民間団体、

NPO等

家庭の温室効果ガス排出量削減に向けた行動を促進するため、各家庭のエネルギー利用状
況やライフサイクル等に応じたきめ細やかな省エネ・省CO2アドバイス、コンサルティン
グを実施する「環境コンシェルジュ制度」創設のための基盤整備を行う。

継続 － ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8355
FAX：03-3580-1382
【参考ＵＲＬ】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka
/uchi_eco/shindan.html

温泉エネルギー
活用加速化事業

420 民間団体等

温室効果ガスの排出削減のため、温泉施設において民間事業者が行う①温泉発電設備の整
備を行う事業②ヒートポンプによる温泉の熱利用事業、③温泉付随ガスの熱利用事業、④
温泉付随ガスのコジェネレーション事業に要する費用の一部を補助。また、温泉エネル
ギーを利活用する先進的な技術等を導入するためのフィージビリティースタディー等を実
施する。

変更
温泉エネルギーを利活用する先進的な技術
等を導入するためのフィージビリティース
タディー等の実施を追加。

○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省

地球環境局
地球温暖化対策課
自然環境局
自然環境整備担当参事官
室

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka
/biz_local.html

地域主導による
再生可能エネル
ギー事業のため
の検討事業

600
民間団体、
地方公共団

体

地域主導による再生可能エネルギー事業の実現のために必要な情報・体制整備等に関する
以下の業務を実施する。
①情報整備業務：再生可能エネルギーの開発・事業化可能性に関する地図情報の整備及び
発信。
②地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務：地域の関係者が参画する再生可能エネ
ルギーの事業化に向けた協議会の設置を支援。
③コーディネーター育成業務：地域協議会による各地での活動の核となる開発コーディネ
－ター・アドバイザー等の育成。

変更

②地域主導型再生可能エネルギー事業化検
討業務の名称を変更（H24年度：地域協議
会設置・運営支援業務）
④再生可能エネルギー事業計画策定支援業
務を削除。

○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

地域生物多様性
保全活動支援事
業

191
地域生物多
様性協議会
等

地域における生物多様性の保全を推進するためには、当該地域における生物多様性の危機
の要因等を明らかにしつつ、地域の多様な主体により希少野生動植物の種の保全、野生鳥
獣の保護管理、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止、生物多様性保全上重要な
地域における保全活動等の対策を効果的・効率的かつ計画的に実施する必要がある。この
ため、それぞれの対策に関する法律に基づく計画等の作成を委託事業として支援し、さら
に様々な対策を集中的かつ総合的に取り入れ、生物多様性保全に関する先進的・効果的な
取組を実証事業（委託）として実施し、今後の各地における生物多様性の保全活動を推進
する。
さらに、地域における多様な主体の連携・協働を促進するため、地域住民、ＮＰＯ、事業
者、地方公共団体等により構成される地域生物多様性協議会による地域の生物多様性保
全・再生活動の実施に係る費用の一部を支援する。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
自然環境計画課
生物多様性施策推進室

TEL：03-5521-8150
FAX：03-3591-3228

里地里山保全活
用行動推進事業
（「SATOYAMAイ
ニシアティブ推
進事業費」から
名称変更）

24 直轄事業

地方公共団体、企業、NPO、農林業者等さまざまな主体に対し、里地里山の重要性、保全
活用の理念、方向性、取組の基本方針及びその進め方を提示するとともに、国が実施する
保全活用施策を具体的に示すことにより、里地里山の保全・活用の取組の展開を図る「里
地里山保全活用行動計画」を促進するため、以下の事業を実施。
(１)全国の里地里山保全活動への支援、(２)技術的方策、モデル事例集の充実、発信、
(３)多様な主体の参加促進方策の検討、(４)自然資源の利活用方策の検討、(５)典型的な
里地里山の選定等、保全活用の推進効果の検討、（６）関係機関との有機的な連携による
効果的取組の促進

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
自然環境計画課

TEL：03-5521-8343
FAX：03-3591-3228
【参考URL】
http://www.env.go.jp/nature/satoya
ma/top.html

国立公園等民間
活用特定自然環
境保全活動(グ
リーンワー
カー)事業

268 直轄事業
地元に精通した地域の労務を活用することにより、国立公園等の清掃、各種整備等事業を
実施。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
国立公園課

TEL：03-5521-8279
FAX：03-3595-1716
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地域産
業、イ
ノベー
ション

地域コ
ミュニ
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環境 その他
施策名

要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

動物収容・譲渡
対策施設整備費
補助

35
①中核市

②都道府県
、市町村

①都道府県、政令市等が所有者から引取依頼等された犬及び猫について、引取数を半減又
は殺処分数を大幅に減少させるためには、収容前の普及活動を推進するとともに、収容さ
れた犬及び猫について、家庭動物としての適性を評価して譲渡に結びつけることが重要な
ことから、地方公共団体における動物の収容・譲渡のための施設整備に対して、補助金を
交付。
②災害時において、都道府県又は市町村が緊急に行う動物の収容・譲渡のための施設整備
に対して、補助金を交付。

継続 － ○ ○ － － － － － － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
総務課
動物愛護管理室

TEL：03-5521-8331
FAX：03-3508-9278
【参考URL】
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aig
o/

エコツーリズム
総合推進事業

24 直轄事業
エコツーリズム推進法に基づき、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、広報
活動等を、関係省庁と連携して実施する。

継続 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
総務課
自然ふれあい推進室

TEL：03-5521-8271
FAX：03-3508-9278

地域における市
場メカニズムを
活用した低炭素
化推進事業

500
都道府県、
市町村、
事業者等

排出量・排出削減量に応じて経済的インセンティブを付与する等市場メカニズムを活用し
て地域ぐるみの排出削減の取組を行う事業について、実施体制の構築・効果検証等の支援
を行い、モデル事業の実施を通じて、各事業の課題や成果等を共有し、他の地域でも取り
組めるよう取組手法・評価手法等を確立するほか、各地域における市場メカニズムを活用
した取組に係る排出量やクレジットが適切に管理されるよう、システム整備を行う。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室

TEL　03-5521-8354(直通）
FAX  03-3508-1382

カーボン・オフ
セット等に用い
る新クレジット
の創出事業

873
事業者

国内のGHG排出削減・吸収量をカーボン・オフセット等に用いられるクレジットとして認
証する新たなクレジット制度において、創出されたクレジットによる資金還流と地域資源
の活用や雇用の確保による地域振興及び地球温暖化対策に寄与することを目的に、事業者
支援や対象プロジェクト種類の拡充等を行う。

変更
H24年度はカーボン・オフセット及びオフ
セット・クレジット(J-VER)制度の推進事
業内にて実施

○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室

TEL : 03-5521-8246
FAX : 03-3580-1382

カーボン・オフ
セット推進事業

700
事業者

信頼性の高いカーボン・オフセット及びカーボン・ニュートラルの取組の普及を通して地
域振興及び地球温暖化対策に関する我が国の中期目標の達成に貢献することを目的に、
カーボン・オフセット認証ラベルの取得支援や各地域に密着したオフセット・プロバイ
ダーの養成を行い、地域レベルでのカーボン・オフセットの取組の普及を図る。

変更
H24年度はカーボン・オフセット及びオフ
セット・クレジット(J-VER)制度の推進事
業内にて実施

○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室

TEL : 03-5521-8246
FAX : 03-3580-1382

地域調和型エネ
ルギーシステム
推進事業（農林
水産省連携事
業）

130
民間団体、

NPO等

地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーの導入に当たって、課題及びその克服方法
を明らかにし、安定的な自立・分散型のエネルギー供給システムを構築することにより、
農山漁村地域における災害にも強いエネルギー供給システムの確立を図る。

継続 － － － ○ － － － － － － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

病院等へのコー
ジェネレーショ
ンシステム緊急
整備事業（厚生
労働省連携事
業）

507 民間団体等

本事業では、医療施設又は福祉関係施設への、都市ガス又はＬＰＧを使用したガスコー
ジェネレーションシステムの導入を支援し、電力供給の安定化を図り、災害時における人
命にかかる事態を回避するとともに、地球環境問題としての温室効果ガス排出、地域環境
問題（公害）としての大気汚染物質排出の双方を同時に削減するという重要かつ緊急な課
題に対応するもの。

継続 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

エコレールライ
ンプロジェクト
事業（国土交通
省連携事業）

3,000

民間事業
者、公営事
業者（鉄軌
道事業者に

限る）

公共性の高い鉄道施設等における、再エネ発電設備や蓄電池の導入、鉄道車両へのＶＶＶ
Ｆ制御装置等の導入を支援し、低炭素社会を実現する。

新規 － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8233
FAX：03-3581-5951

廃熱利用等によ
るグリーンコ
ミュニティー推
進実証事業

2,500 民間事業者
地域の廃熱などを活用したグリーンコミュニティーづくり（例えば自治体等）をテーマ
に、地域の特性を考慮した新たな活用方法などについてコミュニティー単位での二酸化炭
素削減効果などを検証する。

新規 － ○ ○ － － － ○ － ○ － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8234
FAX：03-3581-5951

地域における課
題解決型バ
リューチェーン
形成促進事業

1000
(特別重点要求

額枠)

地方公共団
体・

民間団体

再エネ資源の活用等、ＣＯ2削減に向けた地域の課題解決の観点から、環境分野への企業
進出、バリューチェーンの構築（シーズとニーズの結びつけ）等の支援に取り組む地方公
共団体又は民間団体に対して補助を行う。

新規 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8234
FAX：03-3581-5951

地域循環型バイ
オガスシステム
構築モデル事業
（農林水産省連
携事業）

1,000 民間事業者

食品廃棄物や家畜排泄物等のバイオマスの供給量、周辺地域の熱等需要量・利用形態等に
基づき、全国４カ所程度にバイオガス製造・供給のモデルシステム（ガス・熱・自家用電
気を供給）を構築し、二酸化炭素削減効果や事業性等について評価するための実証を行
う。また、自家消費用に稼動しているバイオガス製造・供給施設を地域供給型に改修し、
既存施設を有効に活用したモデルシステムについても同様の実証を行う。

新規 － － － ○ － － － － － － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

ＴＥＬ：03-5521-8233
ＦＡＸ：03-3581-5951

住民参加による
低炭素都市形成
計画策定モデル
事業

222
民間事業

者、地方公
共団体

開発計画等の策定において、周辺自治体や地元研究機関等の専門家を交えた検討会、地域
住民・事業者等を交えたワークショップの開催、地元住民への説明会やアンケートの実施
等を行う地方公共団体・民間事業者を支援する。

新規 － ○ ○ － － － ○ － ○ － － － － ○ － 環境省
総合環境政策局
環境計画課

TEL：03-5521-8234
FAX：03-3581-5951

日本の宝・国立
公園の魅力向上
による元気な地
域づくり事業

2,000
の内数

地域の協議
会など

多言語による統一的な情報発信を進める等により国立公園が提供するサービスの質の向
上、国立公園を核とした魅力的な地域づくりを地域との協働等により進めるための体制構
築、ジオパーク等の取組と連携した魅力ある公園利用の実現、エコツーリズムやジオツー
リズムを活用した魅力ある地域づくりを進めるための地域への支援、国立公園の魅力向上
のための統一的な施設整備を実施。

新規 － － － ○ ○ － － ○ － － － － － ○ － 環境省
自然環境局
総務課
自然ふれあい推進室

TEL：03-5521-8271
FAX：03-3508-9278
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環境 その他
施策名

要求額
(百万円)

支援対象 概　要
新規・継
続・変更

変更の
ポイント

地域類型

府省庁名

施策類型

担当部署名 連絡先・HPリンク先

鳥獣保護管理強
化総合対策事業

538
の内数

直轄事業、
地域協議会

国立公園等の貴重な自然植生や農林水産業への被害が深刻となっているシカ等の野生動物
の保護管理やそれらに係る各種調査、人材育成、地域ぐるみでの捕獲等の一層の充実によ
り、対策の抜本的な強化を図り、地域の活性化に貢献する。

継続 － － － ○ ○ － － － － ○ － － － ○ － 環境省

自然環境局
野生生物課
鳥獣保護業務室

自然環境局
国立公園課

TEL：03-5521-8285
FAX: 03-3581-7090

TEL：03-5521-8279
FAX：03-3595-1716

被災地における
再生可能エネル
ギー事業のため
の検討・推進事
業

600
地方公共団

体、
民間団体等

地域主導による再生可能エネルギー事業のため、協議会の設立・運営、具体的な事業計画
策定等の業務を実施し、地域の実情に応じた再生可能エネルギー導入までの一連の事業に
対する支援を行う。また、地域の再生可能エネルギーのポテンシャルを生かした先導的技
術の実証的支援事業を展開する。なお、平成25年度は、青森県、岩手県、秋田県、宮城
県、山形県、福島県、茨城県において実施する。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

木質バイオマス
エネルギーを活
用したモデル地
域づくり推進事
業（農林水産省
連携事業）

2,500
地方公共団

体、
民間団体等

以下のとおり、4事業を行うこととしている。
①地域内における木質バイオマスを利用した熱・電気の需要・未利用間伐材等原料調達の
見通し、事業採算性等の実現可能性調査（平成25年度実施、5か所程度）。
②原木の加工、燃料の運搬、木質バイオマスのエネルギー利用等を行うための施設をリー
ス方式により一体的に導入し、モデル地域づくりの実証事業を行う。
（平成25年度～平成27年度、12か所程度）。
③①の実現可能性調査を行った箇所において、施設の導入・運用を通じ、課題の整理やそ
の克服方法の検討を行う（平成26年度～）。
④上記①～③の取組を通じて得られたメリット、課題、その克服方法等の成果をとりまと
めて公表する（平成28年度以降）。

新規 － － ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html

地熱開発加速化
支援・基盤整備
事業

500 民間団体等

地熱発電の推進のため、技術情報等の整備や優良事例の形成に関する以下の３つの事業を
実施する。
①地熱開発技術の 新情報の収集・整備業務：国内外の 新の技術動向の収集・整備・評
価による技術的課題の克服。
②地熱発電の導入ポテンシャルの精密調査・分析：全国規模での、これまでの調査よりも
精密なポテンシャル調査の実施。
③地熱開発の事業形成促進業務：地域における合意形成のための協議会の設置・運営、地
熱発電開発の優良事例のノウハウの共有、事業計画策定のための調査・事業・ファイナン
ススキームの検討支援。

新規 － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － ○ － 環境省
地球環境局
地球温暖化対策課

TEL：03-5521-8339
FAX：03-3580-1382
【参考URL】
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_
local.html
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